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水源遍事罷局ガらの報告

1) 「ダム問題の法制度に関する

研究会」発足

前号の「水源連だより」で御知らせした「ダム問

題の法制度に関する研究会」が発足し、これまでに6

月1日、 7月6日、 8月4日と 3回研究会を開きまし

た。 「研究会」では、①「ダム中止後の生活再建措置

について」、②「係争中のダム工事を中止させる法的

手段について」、③「大規模公共事業見直し機関につ

いて」の3課題を主とし検討しています。

この研究会は大木弁護士、外井弁護士、小田弁護

士、日置弁護士をはじめとした法律の専門家、これ

までのダム問題に詳しい岡本日本大学教授、政策に詳

しい国会議員秘書の協力を得て、八ッ場ダムを考える

会の皆さんや水源連事務局担当者などで進めています。

これまでの3回の研究会で一応3つの課題を検討

し、先が少し見えつつある状態にあります。これから

はより具体的な検討を加え、水源連総会にはある程度

まとまった形で皆さんに報告・提案できるようにした

いと考えています。

＊これまでの研究経過については、別頁に掲載します。

2)土地収用法改正の動きへの対応

建設省は今年5月に建設経済局長の私的諮問機関と

して「土地収用制度調査研究会」を設置しました。 12

月までに4回開催して報告書を出し、来年の通常国会

で土地収用法の改正を行う予定になっています。

改正の目的は主に次の三つです。

①公共事業の迅速化・効率化を進めるため、土地収

用手続きの簡索化を図ること

②第三セクターや民間等による公共事業、リサイク

ル施設などの新種の事業も土地収用法の対象に加える

こと

③ 従来は金銭補償を原則としているが、生活再建補

償などの補償制度を充実すること

この中で一番の狙いは①にあります。土地所有者の

反対で公共事業がストップし、土地収用委員会の審理

に長い日数を要している例が少なからずあることから、

これをいかに打開するかが最大の課題になっています。

第 1回の研究会で次の意見が述べられています。

「権限外であるにもかかわらず、収用委員会の審理に
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(2 0 0 0年 8月）

おいて7~8割が事業計画の妥当性についての批判に

終始しているのが現状であり、本来の委員会の任務で

ある土地の範囲であるとか、補償金額であるとかにつ

いての審理に要する時間が極めて少ない。一坪運動等

の多数当事者を相手にすることは実務では非常に困難

を極めている。連日連夜で職員が対応せねばならない

こと等の現場を考えると、何とも割りきれない。事業

計画の段階から権利者にある程度の理解を得られる手

段が踏めれば、収用の手続きは苦労しなくても済むの

でないか。」

要するに、事業の妥当性については別途、議論する

制度を設けて、収用委員会の審理の対象を本来の任務

だけに限定し、審理の迅速化を図るべきだというので

す。しかし、公共事業の妥当性について十分に議論す

る具体的な制度がこれを機会に検討されていくかとい

うと、決してそうではありません。その制度の検討は

研究会の任務外ということですから、そのような制度

が必要だと言うだけで、審理迅速化の手段のみが提案

されていくように思われます。所詮は事業反対の声を

つぶすための収用法改正ではないでしょうか。

そこで、水源連としては、土地収用法改正の動きに

合わせて、公共事業見直しシステムを提案し、その実

現を図っていきたいと考えています。

＊詳細と最新情報については、別頁、 「土地収用

法改正を考える」法学セミナー9月号 政野敦子〔水源

連事務局〕をご覧ください。

3)自民党の公共事業抜本見直し

検討会への対応

建設省は1日、自民党の公共事業抜本見直し検討

会で、 1 0年以上にわたって事実上進展していない事

業として、ダムなど直轄事業7カ所と水資源開発公団

の開発事業1カ所、都市基盤整備公団のビル建設事業

1カ所の計9件を報告しました。

建設省が報告したのは、計画が建設段階に達しな

がら事実上休止状態の木曽川導水事業（愛知）、実施

計画調査の段階で止まっている印施沼総合開発（千

葉）、清津川ダム（新潟）、荒川第2調整池総合開発

（埼玉）、城原川ダム（佐賀県）、高遊原地下浸透ダ

ム（熊本県）、猪牟田ダムり＄分県）の直轄事業計7

件と水資源開発公団の思川開発（栃木県）の導水事業。

都市基盤整備公団分には、みなとみらい21（横浜市）



の商業・業務用ピル建設事業が入っています。

自民党の公共事業抜本見直し検討会は見直しをす

る事業の要件について検討を重ねているところです。

去る8月3日には川辺川ダム問題で現地の仲間が「自

民党の公共事業抜本見直し検討会」座長である谷津政

調会長代理との会談をおこなっています。この検討会

の本音が来年の参議院選挙や知事選挙対策にあること

は見え透いていますが、水源連としても全国のダム問

題の惨状を同検討委員会に説明する機会を持つべき用

意を行っています。 8月18日に別掲の要請書を送付

委した。

4)中山正暉建設大臣（当時）発言ヘ

の対応
中山建設大臣（当時）の第十堰住民投票の会に対

する一連の発言への抗議・要請文（資料参照）を34

団体3名の方から賛同を得て6月24日に簡易書留・

速達で提出しました。

6月26日（月）には、建設省記者クラブに、抗

議・要請書を提出したことと本文を配布しました。

「抗議・要請書」には6月21日に大阪の演説会

でおこなった「魔女狩り」発言についても触れました。

なお、 「第十堰住民投票の会」は6月19日に日

弁連に「人権救済申し立て」を行っています。

中山大臣の一連の発言は公共事業に対する批判を

封じ込めることを狙いとしています。そのためには人

権をも認めない、という姿勢です。このような発想は

中山氏個人だけでなく、建設省の根底にも流れていま

す。

本「抗議・要請書」に対する中山氏からの回答は

8月6日現在届いていません。この問題は人権上はも

ちろんのこと、異議を唱える国民への建設省の姿勢と

して見逃すことはできません。このような状況を受け、

中村敦夫参議院議員が7月28日に質問主意書を提出

しました。

中山建設大臣（当時）への申し入れ書と中村参議

院議員の質問主意書を別項に掲載します
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5)ダムと川と住民に関する

東アジアおよび東南アジア地域会議
均 stand South-Fast Asia Regional Meeting on 

Dams, Rivers and People 

June 29-July 1, 2000会議

タイ東北部のウボンラチャタニ県のコンジアムと

いう村で、 6月29日から 3日間にわたって開催され

たダムに関する国際NGO会議に、水源連から氏家氏

が参加しました。

開催地であるコンジアム村から車で10分のとこ

ろに、パクムーンダムがあります。メコン川の支流ム

ーン川に作られたこのダムは、世界銀行の融資を受け

て1997年に完成しました。このダムにより魚がム

ーン川へ遡上できなくなってしまったため、漁民たち

の生活の基盤は崩れてしまいました。このため200

0人もの村人がダムサイトに掘っ立て小屋の抵抗村を

作り、 1年近くにわたって住み込んでダムの水門開放

をタイ電力公社 (EGAT)に求めています。タイには

この他にもダム反対運動が数多くあるが、今一番焦点

となっているパクムーンダムの近くで会議を開くこと

になりました。

会議には14カ国から60名の参加者が出席した。

アメリカとノルウエーとオーストラリア以外は全てア

ジア諸国からの参加。参加者はみなそれぞれの国でダ

ム問題に取り組んでおり、 NGOの職員がく、また、

フィリピンやマレーシア、韓国、タイからはダム影響

住民も参加しました。

参加国の中で、日本には2つの側面があります。

国内のダム運動は、各国と共通の側面が多く、水源連

代表の氏家氏はこの範疇に属します。もう一方は、 0

DA等によってアジア各国に開発資金を投下してダム

建設を進める支援国としての側面で、 ODA問題に取

り組んでいるメコンウォッチの仲間とアジア開発銀行

(ADB)に取り組んでいる NGOの仲間が参加しま

した。

ダム問題に関して日本にはこの2種類の問題があ

ることを実感できたこと由弘たちにとって大きな収益

です。水源連の力鼠に応じて、この2種類の問題に対



応していかねばなりません。

別頁、氏家氏の報告文を掲載します。

6) 1 1月25、26日金沢で

水源連総会と全国集会

今年の水源連総会と全国集会は金沢市侮t巳ダム

予定地）で 11月25、2 6日に開くことになりまし

た。以下、おおまかな予定を記します。

月日

会場

1 1月25日（土）～26日（日）

石川県青年会館（金沢市常磐（トキワ）町 1

6 0番地）

電話 076-252-0666 

《15 0名の会議可能 ・机付き。布泊50~6 0人で仮予約》

《夜の懇談会は、 1 5人くらいの部屋に分散して可能》

《宿泊毀などは後日連絡します》

この会場は浅野川中流の小高い場所にあり、見睛らし

は良好。金沢市内を一望でき、金沢の治水を考えると

き鳥職できます。

大まかな日程。

●2 5日（土）午後 現地見学（集合時間場所等未定）

いくつかの班に分かれて説明を聞く。 （バスを

チャーターして辰巳用水取水口から兼六園まで）
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●2 5日夜 辰巳ダム問題全国集会（内容未定。以

下はたたき台）

●26日（日）午前 GE午まで） 水源連の総会

総会では、咋年からの宿題である①ダム中止後の

生活再建措岱について、②ダムに関わる財政問題につ

いて、③大規模公共事業見直し機関について、 ④新河

川法に基づく河川整備基本方針の進捗状況について、

と今年度の新たな問題である⑤係争中のダム工事を中

止させる法的手段（士地収用法改正への対応も含め

て）について、の5つを主なテーマとして用意してい

ます。

辰巳ダムは金沢市の犀川に予定されている多目的

ダムですが、石川県の評価監視委員会は住民からの異

議申立てにより 5つの付帯条件をつけ「県の事業は理

解できる」としています。辰巳ダム予定地は兼六公園

の水を取りいれる辰巳用水の取水口を水没されること

になり、文化財保護の意味でも反対運動が行われてい

ますが、治水利水両面からもまった＜必要性がない

ダムであることを 「iR六公園と辰巳用水を守り、ダム

建設を阻止する会」が明らかにしています。

総会と全国集会についての詳細と参加募集につい

ては後日御知らせしますが、皆さん、今から 11月2

5, 26日を水源連総会・全国集会の日として確保し

ておいていただきたく思います。

＊別頁の辰巳の会渡辺窟さんの文参照

7) 全国の状況

全国の水源連関係団体は活発な活動を続けていま

す。詳細は各地から送られてきた報告 • 新聞記事等の

賓料を掲載しますので、参照して下さい。

1. 川辺川ダム

建設省は球磨川漁協の同意を得られていないこと

から、 99年度内の川辺川ダム本体工事培工を見送り

ましたが、2000年度内の本体工事若エと 2001年度

の予算確保に向け、漁協内部のダム推進派に並々なら



ぬテコ入れをしているように見受けられます。

熊本県の潮谷知事は当初、川辺ダム事業について

「猿境アセスを実施するべきである」との発言をしま

した。しかし最近では建設省が本年6月に発行した

「川辺川ダム事業における粟境保全の取り組み」につ

いて、 「環境と水没住民に考慮がされている」という

ことで推進役に回りつつあります。

川辺川ダム事業における環境保全の取り組み」に

は多くの側面からの「取り組みとそれによって予測さ

れる成果」が記されていますが、私たちが提起してい

る問題に対して適確な対応をしたものとは到底いえな

いものです。

来年度予算編成期であること、利水裁判の判決が

9月に出ること、自民党が「公共事業抜本見直し検討

会」を設置していることなどから、現地の仲間が8

月2,・ 3日に政府交渉、自民党交渉などを行っていま

す。

2. 第十堰

5月22日、中山正暉建設大臣がこれまで「第十堰

住民投票の会」と交わしてきた約束を反故にすること

と、徳島市内で⑪四加）混乱を狙った、差別発言をし

ました。 （4.中山正暉建設大臣（当時）発言ヘ

の対応を参照下さい）

徳島工事事務所は「第十堰住民投票の会」を自分

たちのペースに乗せることを目的に、 「第十堰住民投

票の会」との話し合いをすべて拒否しています。

8月2日、 「第十堰住民投票の会」は建設省河川

局長（高村公太郎氏）と話し合いを持ちましたが、河

川局長は責任ある立場にあるにもかかわらず、肝心な・

部分についてはすべて、 「四国地建に任せてある」の

一点張りでした。

3.長良川河口堰

三重県を被告した「長良川河口堰公金支出差止訴

訟」で、名古屋高裁は7月に一審判決を取り消し、津

地裁に差し戻す判決を出しました。

長良川河口堰は、水が有り余る木曽川流域では不要

の存在です。開発した水源のうち、水道の方は愛知県

と三重県が県営広域水道に河口堰の水源の一部を無理

矢理使う事業を行いましたが、工業用水道の方は使用
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する企業が全くなく、河口堰の水源は全鼠が宙に浮

いたままになっています。しかし、河口堰の水源開発

負担金は両県に容赦なくかかってきて

います。そこで、両県は、一般会計から工業用水道事

業会計への繰り入れを行って、県民の税金で負担金を

支払ってきました。今後の分も含めると、この繰入金

の総額は三重県、愛知県とも 300~400億円以上と

いう巨額の金額になります。

しかし、独立採算性が定められる工業用水道事業会

計に県民の税金を繰り入れるのは違法ですので、両県

の住民は、今後の公金支出の差し止めと支払い済みの

公金の返還を求める住民訴訟を起こしました。ところ

が、今年 1月に津地裁は、「三重県の一般会計からエ

業用水道事業会計への支出は、県内部の公金の振り替

えに過ぎず、公金の額は減らない。住民訴訟の対象に

ならない。」とし、門前払いの判決を行いました。

自治体の会計制度を何も理解しない無茶苦茶な一審

判決でしたが、さすがに二審では、「違法な会計間の

繰入れ行為は、公金の減少を来すものであるから、住

民全体の利益を害するものである」として、審理をつ

くすようにと、津地裁に差し戻しました。

当然の判決ですが、同じような公金支出差止訴訟は

徳山ダムについても岐阜県を被告として進められてお

り、今回の判決の影響は大きなものがあります。

詳しくは ？ ？ P村瀬さんからのレポート参照

4.黒部川の宇奈月ダムと出し平ダム

排砂ゲートを持つ出し平ダム（関西電力の発電用ダ

ム）の排砂が黒部川と富山湾の魚介類に致命的な影響

を与えてきたことはよく知られています。この出し平

ダムの下流に宇奈月ダム（建設省の多目的ダム）が昨

年度に完成しました。このダムも排砂ゲートが設けら

れているので、出し平ダムと宇奈月ダムの連携排砂を

今年度から行うことになりました。当然のことながら、

出し平ダムの今までの排砂によって大きな被害を受け

てきた漁業者団体と自然保護団体は、この連携排砂に

強く反対しています。建設省等にその中止を申し入れ

るとともに、排砂の影響について自主調査活動を開始

しました。

5.思川開発

思川開発事業については今年に入って大きな動きが

ありました。一つは、ダム等審議委員会に倣って事業

者（水資源開発公団と建設省）が設置した思川開発事

業検討会で、（事業者の思惑と外れて）多数の委員か

ら事業の中止、凍結の意見が出されたことです。「思

川開発事業を考える流域の会」の働きかけが功を奏し

ました。もう一つは、導水される側の大谷（だいや）



川の地元である今市市が導水反対の意向をあらため

て表明したことです。今年1月に国は今市市を懐柔す

るため、同市に対して（水源地域対策特別措置法の対

象地域外であるにもかかわらず、）水源地域対策特別

措臨法を準用する意向を示しましたが、今市市は取り

合わず、 3月に思川開発についての独自の調査結果を

発表し、思川開発の様々な問題点を指摘しました。

窮地に追い込まれた水資源開発公団と建設省は7月

に、大谷川からの導水を棚上げにして南磨ダムの建設

を先行する方針を発表しました。しかし、南摩ダムの

貯水予定拡のうち、大谷川からの導水紙が6割を占め

るわけですから、 大谷川からの導水なしでは思川開発

そのものが成立しません。成立する見通しのない事業

を強行しようというのですから、無茶苦茶です。それ

ほど事業者は窮地に追い込まれたと言えるでしょう。

思川開発は今、大きな山場を迎えています。

6 渡良瀬第二貯水池建設事業

3年前に中断された渡良瀬第二貯水池建設事業の審

議委員会が今年度中に再開される動きがあります。第

二貯水池は利水と治水の両方の目的がありましたが、

このうち、利水目的については既設の第一貯水池の水

質問題を到底解消できる見通しがないことから（建設

省は第一貯水池の水質改善対策としてヨシ原浄化池を

建設してきているが、その浄化効果がほとんどない）、

建設省は治水目的だけの第二貯水池（容岱500万立

方メート）v)の建設をもくろんでいます。

これに対して、「渡良瀬遊水池を守る利根川流域住

民協議会」は第二貯水池建設計画に強く反対するとと

もに、そのような開発計画を葬り去るため、建設予定

地である第二調節池を中心に、遊水池を野外博物館と

してその自然を保全するエコミュージアムプランを咋

年発表し、その実現を図る活動を進めてきています。

そして、今年から新たに、第ヶ浦でアサザプロジェ

クトを進める飯島 博氏の協力を得て、「渡良瀬未来

プロジェクト」に取り組み始めました。これは、今後

10年間はチュウヒの繁殖、 20~30年後はマガンやオ

オヒシクイの越冬、 30~40年後はコウノトリの生息、

40年後以降はコウノ トリの営巣を目標として氾濫原

の生態系を再生していくという遠大なプランで、エコ

ミュージアムプランを大きく発展させたものです。地

域の学校教育も進めて、将来の遊水池の自然を守る担

い手を育成していくこともこのプランに含まれていま

す。

このプランの実現が大きな輪となって広がれば、第

二貯水池の建設計画は自然に消えていくのではないか

と思います。

7. 足羽川ダム

足羽川ダムの代替案としてダム計画が近畿地建か

ら出されています。この計画は池田町の部子川にダム

を作り、洪水時は足羽川上流や水海川などからこのダ

ムに埒水するというものです。現在、ダム建設の可能

性を調べるため、部子川ではボーリングによる地質調

‘査が行われています。
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部子川右岸のポーリング調査

部子川も水海川も少し大きな小川、という程度の川

です。部子川はその左岸が森林で右岸には道路が沿い、

すぐ山になっています。部子川はその流れそのものが

親水公園的要素をもった川です。

水海川の流域には田圃や畑が広がり、のどかな田

園風尿をかもし出しています。この田園に水を供給し

ているのが水悔川です。今回の代替案ではとりあえず

治水が目的とされていますが、調査の結果、ダム建設

可能と判断されたときには利水も上乗せするといわれ
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ています。水海川流域の住民は、

ていかれては農業を続けられなくなる、

ここから水を持っ

として代替案

に反対しています。

代替案は足羽川ダム計画にくらべ、その事業費が

2倍になること、逆に集水而和は小さくなることなど

から、水源連事務局としてはこの代替案は尖現性がま

ったくなく、美山町が足羽川ダム計画を受け入れざる

を得なくなるまでの時間稼ぎをするためのダミーと考

えています。

「足羽川にはダムは不要」という事実認識を大き

な世論となるように、様々な形態の運動が必要な状況

です。

＊別頁、 美山町ダム反対期成同盟の声明文参照
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「ダム問題の法制度に関する研究会」の経過

今まで「ダム問題の法制度に関する研究会」

を6月、 7月、 8月と 3回開きました。この研

究会ではすでにお知らせした三つのテーマにつ

いて議論を進めています。各テーマの主旨と、

今までの研究会で行われた議論は次のようなも

のです。会員の皆様も以下の議論をお読みの

上、是非、ご意見を事務局の方にお寄せくださ

い。

テーマ 1 「ダム中止後の生活再建措置につい

て」

〔主旨〕

ダム予定地の人々は何十年という間、ダム絡

みの生活を強いられてきた。当初はダム反対の

姿勢であっても、長い年月の経過で疲れ果て、

ダム建設にやむえをえず同意したところも少な

くない。それらの人々は代替地等への移転を前

提として、将来の生活設計を行っ

ており、現段階でのダム反対運動に同調できな

いことが多い。

ダム反対運動が地元の人々と対立するようで

は、その運動の行く末は決して明るいものでは

ない。この状況を打開し、地元の人々とともに

ダム建設を中止に追い込むためには、ダム建設

の中止後も、ダム予定地の生活再建措置を極力

継続できるような法制度の枠組み

を考え、その整備を図る運動を展開することが

必要である。

〔議論の内容〕

(1)生活再建事業の継続

◆中止がきまったダムの予定地では、不透明の

ところがあるにせよ、生活再建事業を実施する

方向で検討が行われており、すべてではないに

せよ、生活再建事業は継続される可能性があ

る。

◆しかし、事業の継続については次のように検

討しなければならない課題がある。

◇継続すべき事業の内容はどのようなものにす

るのか。生活再建・地城振興事業といってもそ

の中身は道路事業等が多く、必ずしも生活再建

に結びつくものではない。

◇水源地域対策特別措置法並みに国庫補助の優

遇措置を行う手立てが必要である。その場

事務局

合、過疎地域活性化特別措置法などの既成の法

律による位置づけを行えばよいのか、或いは

新たな立法が必要になるのか。

◇元受益者（下流都県等）の費用負担を継続

する方法も必要ではないのか。その方法とし

て、基金事業として、元受益者の費用負担を

継続することはできないか。

(2)水没補償の継続

◆移転補僕全体を継続するということではな

く、生活再建に係わる移転補償に限定して（広

大な土地所有者に対する補償は対象外にし

て）、名目を変えて補借を行う道はないか。

◆例えば、移転予定地の一部を元受益者（下流

都県等）が保養地や水源涵養林地域などにして

買い取り、それに対して国が一定の割合を負担

するような制度をつくることはできないか。

◆ダム予定地の住民がダム中止で得られなく

なった利益を補償する新たな立法を行う場合、

次のような問題がある。

◇ダム予定地のみを対象とすることによる不

公平さ、矛盾をどうするか。

◇ダムを中止した場合の過失責任論がどこま

で言えるのか。

(3)ダム予定地が受けた今までの精神的・経済

的損失に対する補償

◆ダム予定地や河川予定地に指定されたことに

よる精神的・経済的損失の受忍限度が争点にな

る。

◆全国で補償を求める裁判を起こし、判例を積

み重ねていくことが必要かもしれない。

テーマ 2 「係争中のダム工事を中止させる法

的手段について」

〔主旨〕

徳山ダムや苫田ダムでは、ダム水没予定地内

の土地所有者に対して、土地収用法に基づく強

制収用が行われようとしている。土地所有者

は、 「ダム建設に合理性・公益性がない」とし

て士地収用法に基づく事業認定処分の取消を求

める訴訟（被告：建設大臣）を起こしている。

しかし、係争中であるにもかかわらず、ダム本

体工事がそのまま続けられているため、数年の

うちにダム本体が完成し、ダム建設の是非を問
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うことが困難になるのは必至である。これで

は、何のための事業認定取消訴訟なのかという

ことになってしまうので、係争中のダム本体工

事を執行停止させる法的手段を検討する必要が

ある。

〔議論の内容〕

◆本体工事を中止させるためには、行政事件訴

訟法に基づく執行停止を求める訴訟を新たに起

こす必要がある。

◆しかし、この訴訟も、事業認定取消訴訟と同

程度の審理期間を要するため、たとえ、執行停

止が得られたとしても、ダム工事を中止させる

手段にはならない。そして、実際に現状におい

ては執行停止を勝ち取れる可能性がきわめて低

い。

◆むしろ、裁判所が執行停止の判断をすること

が可能となるように、公共事業の評価システム

の法的な整備を行って、その関門を通らない事

業であることを明確にしていくことが必要では

ないか。

◆土地収用法の改正を議論する建設省の「土地

収用制度調査委員会」では、 『事業認定につい

ては公聴会を開いて関係者の意見を聞き、情報

公開に努めることが必要で、土地収用委員会の

場に事業の妥当性に関する議論が持ち込まれな

いようにすべきだ』という意見が強く出されて

いる。これはまさしく事業認定のあり方の問題

であり、住民側から「公共事業の評価システ

ム」を提案する必要がある。 （別掲政野論文参

照）

◆このように「公共事業の評価システム」を確

立することが執行停止の道を開く手段になるの

ではないか。

テーマ 3 「ダム等の公共事業の評価システム

および見直し機関」

〔主旨〕

国等ではダム等審議委員会や、公共事業再評

価システムによる事業評価委員会が設置さ

れ、ダム等の公共事業の評価が行われてきてい

るが、それらの委員会はほとんどの場合、

事業の推進にお墨付きを与える機関になってい

る。そして、それらの評価に住民が参加で

きる余地は皆無か、また、あったとしてもそれ

は公聴会で陳述する程度で、きわめて形式

的なものにとどまっている。ダム等の公共事業
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の是非を公正に評価するためには、必要な

情報が公開され、住民が事業者や専門家たちと

十分に議論を行うことが可能となる制度が

必要である。更に、それに基づいて事業の是非

を公正に評価する見直し機関が設置される

べきである。このような評価システムと見直し

機関をつくるための法制度の枠組みについ

て検討を行う。

〔議論の内容〕

(1)見直し機関について

◆見直し機関を各省庁とは独立した委員会（国

家行政組織法第3条による独立行政委員会）と

して設置することが今まで検討されてきたが、

これには二つの面で非常にむずかしい問題があ

る。

◇第ーは、国の行政組織は内閣総理大臣を頂

点としたピラミッド式であって、それぞれの

行政組織の所掌事務が決められており、独立

行政委員会という行政機関の一つが他の行政

機関（建設省等）の行政裁星の是非を判定す

ることが可能かという問題である。

◇第二は、行政の簡素化が世の中の流れであ

るのに、独立行政委員会という新たな行政組

織を設置することが可能かという問題であ

る。事務局のスタッフも入れると、この組織

はかなりの人数になることが予想され、似た

ような他の行政組織を廃止するようなことで

もない限り、そのような組織を新たに設置す

ることはむずかしい。

◆見直し機関がたとえ設置されても、それはあ

くまで両刃の剣であって、委員の人選によって

は、逆にダム事業の推進にお墨付きを与えるこ

とにもなりかねない。現在の政治情勢ではその

ような見直し機関になる可能性の方が高い。

(2)公共事業の評価システム

◆私たちが求めているのは、委員会の設置その

ものではなく、ダム事業等に対する異議申立て

を受け付けて、情報の完全公開のもとに、住民

側が事業者と十分に議論することが可能となる

ような制度ではないか。

◆現実性を考えれば、見直し機関の設置より

も、住民が関与できる公共事業の評価システ

ムの実現を図るべきではないのか。

◆公共事業の評価システムは欧米の環境影響評

価制度をベースにして考えるべきである。



◆そのような公共事業の評価システムとしで次のような案がある。

◇対象事業

現在行われている公共事業再評価システムでは、 「事業採択後5年間を経過した時点

で未着工の事業」などの要件に該当するものがすべて対象となっているため、対象事
業数が多すきて形式的な再評価になっている。そこで、要件に該当する事業のうち、
住民側から異議申立てがあった事業を選択して入念な評価を行うようにする。

◇公共事業評価委員会

公共事業評価委員会は事業者（各地方建設局等）の内部に設置し、委員は一定の基準
を設けて事業者が選任する。

ただし、 i、iiを必須の条件とする。

i 会議はすべて公開とし、会議資料も全面的に公開する。
ii 委員および専門部会の委員に対して異議申立てを行った住民は質問権を行使できる。

◇公聴会
住民がただ陳述するだけの公聴会ではなく、欧米では常識的な双方向の公聴会とし

、評価委員会の主催のもとに住民側と事業者が十分な議論を行う公聴会とする。

◇評価の手順
（事業者） （委員会〕

要件に該当する事業の概要を公告

縦覧して住民の意見を求める。

住民の異議申立てとそれに対する
事業者の見解→→→→→→→→→→→→→→→→→→→公共事業評価委員会

問題あり ↓ 
↓←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←↓ 

↓ 
事業者が再度、事業のメリットや

デメリット等を再度検討

↓ 
↓事業継続の意思あり

↓ 
検詞結果を公告縦覧して住民の意

見を求める。
↓ 

住民の異議申立てとそれに対する
事業者の見解→→→→→→→→→→→→→→→→→→→公共事業評価委員会

i 
公聴会の開催、専門部会の設置、立入調査等を

行って審査
↓ 

委員会の笞申 ↓ 
↓←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←↓ 

↓ 
事業者が笞申に基づいて継続の

適否を判断
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2000年 6月 24日

建設大臣

中山正暉殿

水源開発問題全国連絡会（代表 矢山有作）

ほか、後記の団体・個人

徳島市民そして全国民を愚弄する発言の撤回と

謝罪を強く求めます。

1.事実経過と申し入れ団体・個人の見解

貴職は徳島市民と全国民を愚弄する行為•発言を 4度もおこなっています。

その 1 1月24日のテレビでの対応

平成 12年 1月23日の住民投票において徳島市民の大半が第十堰の可動堰化計画反対の意思を表

示しました。その翌日、貴職はテレビ各局に出演しました。いずれの局においても、貴職はキャスタ

ーからの質問や第十堰住民投票の会代表の姫野氏からの発言に対して対応することなく、本件には関

係のないことを延々と話し続けていました。

特に姫野氏の発言に対して貴職は耳を貸そうともせず、極めて意識的に大きな声を出しっぱなしで、

結果的にはテレビ視聴者には姫野氏の発言内容が聞きとれない状態でした。

公共のマスコミ媒体上での建設大臣という公人としての貴職のあの対応は、民主主義の原則から外

れたものといわざるを得ません。

このような対応は国民を愚弄するもの以外の何物でもありません。

貴職の言動からは、第十堰の可動堰化計画反対の意思表明をした徳島市民に対する適切な対応を行

う姿勢を貴職が持ちあわせていないことは明白です。

その 2 2月2日の対応

平成 12年 2月2日に第十堰住民投票の会との面談で、貴職は次の 3点を約束しました。

1. 住民投票の結果を尊重する。

2. ゼロから話し合いをスタートさせる。

3. 徳島で住民との公開討論をする。

しかしそれらは現在に至るも実現されていません。

約束を守ることは公人としての義務です。

この 2月2日、貴職は「今日、皆さんとあっているのは私の好意によるもの」という趣旨の発言も

しています。

建設大臣が第十堰住民投票の会の面談に応じることがなぜ「私の好意」となるのでしょうか。

国政の主権者たる国民の声を大臣が直接聞くことは、公人としての義務であり決して「好意による

もの」であってはなりません。このように本末転倒した発想が為政者にある限り、日本の民主主義は

言葉だけのものになってしまいます。
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その 3 5月22日の発言

貴職には「第十堰住民投票の会」との約束を果たす姿勢がないことを現わしたのが、平成 12年5

月22日の一連の発言です。

以下、 5月23日朝日新聞記事の一部を引用します。

「市民団体の一人を名指しして、 『新左翼で逮捕歴のあるものがいる。日本の国をつぶそうと思っ

た人となんで話しをしなければならないのか。』」

この発言を含め、 5月22日の一連の発言には、次の問題があります。

1. プライバシーの侵害で、人権蹂躙である。

2. 発言内容に事実無根のことが多く、いわば「でっち上げ」、 「冤罪」により当該者を社

会的に分断しようとする意図がはたらいている。

3. 貴職なりに「スキャンダル」と判断した事柄を口実に、 「十堰住民投票の会」との約束

を反故にする意思を顕在化した。

更に貴職は「この発言はプライバシーの侵害である」という批判を受けると、 「こんなことを記事

にしたマスコミに責任がある。私は噂があることを言っただけ」と責任逃れに徹しています。

その4 6月21日の発言

貴職は6月21日、大阪市内での演説会で上記5月22日の発言に関する批判に対し、 「公共事業

を全部邪魔してやろうと思う人たちが運動に加担していることを見抜いたから、政治家として挑戦し

ている。これは魔女狩りだ」 （朝日新聞 6月22日の記事引用）と発言しています。

この発言には次の問題があります。

l. 「公共事業を全部邪魔してやろうと思う人たち」とは具体的にどの団体、個人をさしてい

るのか。まった＜実体のない、 「でっち上げ」である。

2. 「政治家として挑戦している。これは魔女狩りだ」との発言は、これからも公共事業に対

して批判している者のプライバシーを調べ上げ、それを公表する意思のあることを表明して

いるものである。

3. 「公共事業に対して批判することを全面的に否定すること」を目的とした全国民へのファ

シズム的挑戦である。

2. 貴職への要請

1. 5月22日の貴職の発言が、政治家としての発言であるのか、建設省を代表する者とし

ての職責上の発言であるのかを明白にすることを求めます。

2. 上記4つの貴職の行為•発言について、その全てが徳島市民のみならず全国民を愚弄す

るものであることを認識し、発言の撤回と徳島市民と全国民に対する謝罪を速やかにおこな

うことを求めます。

3. 「第十堰住民投票の会」と 2月2日に約束した 3項目の即時実現を求めます。

4.貴殿が現在把握している「公共事業を全部邪魔してやろうと思う人たち」の具体的個人名

もしくは団体名を明記することと、そのために用いた調査手法を明らかにすることを求めま

す。

5. 「魔女狩り」について、その内容を明確にすることを求めます。

6. 以上、 5点について貴職が記者会見を設定して言明することを求めます。
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7.なお、発言の撤回と謝罪がされない場合は、貴殿が建設大臣を辞任されることを求めます。

8.以上の要請に対する回答を 6月30日までにFAXで下記宛てに頂きた＜思います。

なお、本要請文と貴職からの回答については水源開発問題全国連絡会のホームページ等で公開させ

ていただきます。

水源開発問題全国連絡会連絡先

東京都千代田区平河町 1-7-28-W201 堀田正人

電話 03-5211-5429 FAX 03-5211-5538 

水源開発問題全国連絡会以外の申し入れ団体・個人名

Wind TWA 岩畑正行

足羽川ダム阻止全国地権者同盟 代表酒井興郎

美しい球磨川を守る市民の会 代表出水晃

思川開発事業を考える流域の会 代表藤原信

霞ケ浦・北浦をよくする市民連絡会議

事務局長飯島博

粟境ボランティアグループ ままはぷん

事務局真野京子

球磨川から全てのダムをなくして鮎の大群を呼び

戻す会 代 表原豊典

黒部川ウォッチング・富山ネットワーク

代表桂木健次

兼六園と辰巳用水を守り、ダム建設を阻止する会

会長中井安治

ごみ・栗境ビジョン 21 代表 江川美穂子

子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会

代表 中島康

子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る東京の会

事務局 渡 辺誠

コユンババ •EPR研究室 代表安濃一樹

相模川キャンプインシンポジウム 代表 岡田一慶

三多摩・自区内処理を実現する市民プロジェクト

代表服部美佐子

市民の時代を創る群馬の会代表代行山崎紫生

ストップ・ザ・苫田ダムの会 代表矢山有作

消流球磨川・川辺川を未来に手渡す郡市民の会

代表池井良暢

束京の水を考える会 連絡責任者堀田正人

徳山ダム建設中止を求める会 代表上田武夫
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新月ダム建設反対期成同盟前木地区代表吉田一義

廿地区代表小松正

廃棄物処分場問題全国ネットワーク

日の出の森・水・命の会

日の出の森、支える会

事務局長大橋光雄

代表中西四七生

代表三 輪啓

日の出の森・トラスト運動代表三輪、大橋、標

福井県美山町足羽川ダム反対期成同盟

会長小田中 守 人

槙尾川ダムの見直しを求める連絡会

事務局長南 泰 子

松倉川を考える会 事務局長鎌鹿隆美

真名子ダム建設反対星野村協議会会長 松永雅男

水土と緑を考える会 代表 町田武士

八ッ場ダムを考える会 代表 樽 谷 修

よいしょきとうむら 代表 近藤英敏

吉野川・東京の会 事務局担当 村山嘉昭

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

代表世話人高松健比古

三島悟（北川かっぱの会）

藤田恵（木頭村村長）

保屋野初子（ジャーナリスト）



2000年8月 18日
自由民主党

政調会長亀 井 静 香 様

水源開発問題全国連絡会

代表矢山有作

公共事業見直しについての要請

貴党が「公共事業抜本見直し検討会」を設置され、精力的に活動されていることに敬意を表しま

す。

私たち水源開発問題全国連絡会は、治水•利水などからみてもはや必要性が無く、様々な災いをも
たらすダム建設等の水源開発事業に対して反対運動を行っている、各地城の市民団体の全国ネット

ワークです。同封のリーフレットを参照下さい。

「事業の必要性」を最優先に

貴党の「公共事業抜本見直し検討会」が見直しをするにあたって、その判断基準には「事業の必

要性」を最優先していただきたいと思います。

建設省は 19 9 5年から『ダム事業の評価システムの試行』を実施し、 1 3の事業について『ダ

ム等審議委員会』を発足させました。渡良瀬遊水池総合開発 (II期）以外は各審議委員会から最終

答申が出されていますが、答申のほとんどは、当該県の知事の意向に沿ったものでした。特に「推

進」の答申を出した『ダム等審議委員会』は、その事業の必要性について科学的な調査・審議をする

ことなく、知事の意向に沿って、事業推進にお墨付きを与える結果になりました。

多くの地域住民が当該事業に疑問をもち、特にその事業の必要性について問題を提起しました。

しかし、ほとんどの『ダム等審議委員会』はそれらの疑問・問題提起を真摯に受け止めることなく、

「事業推進」の答申を出しました。その最たるものが、川辺川ダム事業、吉野川可動堰建設事業

（第十堰改築事業）、苫田ダム事業、徳山ダム事業です。

建設省は『ダム等審議委員会』に次いで、 『公共事業再評価システム』に基づいて「見直し」を

行っているとしています。しかし、この『再評価システム』は、事業者、すなわち各地方建設局の

中に設置された再評価監視委員会に、地方建設局があらかじめ自らの評価を付した数十の事業リス

トを提示し、せいぜい2~3回の委員会の会合で再評価の結果を求める、という代物です。 『再評

価システム』は委員会が実質的な審議をする時間が保証されていないばかりか、地域住民の意見を

聞くことや科学的な調査・検討を行うこともありません。 『ダム等審議委員会』よりも更に悪いシス

テムといわざるを得ません。

ダム問題の事例

以下、各地で賛否両論があり問題になっているダム事業の事例として、川辺川ダム事業、吉野川

可動櫃建設事業（第十堰改築事業）、苫田ダム事業、徳山ダム事業、足羽川ダム事業について、そ

の概要と問題点、および貴党への要望を記します。

1. 川辺川ダム建設事業について

利水面の受益予定者とされる農民の過半数が受益辞退の訴訟を起こしており、同事業の利水の目

的は完全に破綻しています。治水面でも基本高水流量が過大で、ダムの代替手段の方がはるかに優

れていることが住民サイドから具体的に示されています。また、球磨川漁協は「ダムができると鮎

などの水産資源に壊滅的打撃が出る」として、ダム建設に同意を与えていません。このような状況

であるにもかかわらず、建設省は本体着工を目指して球磨川漁協の切崩しを図っており、地域社会

に混乱を引き起こしています。

今、最も必要なことは、農水省および建設省が本事業計画の破綻を認め、ただちに事業を中止す

ると共に、五木村の立村基盤整備と五木村住民の生活基盤整備、五木村民に強いてきたこれまでの

精神的・物理的苦痛に対する補償を五木村および五木村民との合意の下でおこなうことです。

貴党の心ある判断を期待します。
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2. 第十堰改築事業について

多くの住民がその必要性に疑問を呈し、徳島市議会で制定された条例に基づく住民投票の結果

は、圧倒的多数 (91%)が「可動堰化反対」でした。その状況に焦燥感を持った建設大臣は住民

投票制度を否定する発言や個人のプライバシー暴露などを行い、建設省等は道理をわきまえない事

業推進の多数派工作と事業反対派への妨害工作を行っています。

「第十堰可動堰化」についての住民投票の結果は、可動堰化を必要とする論理に対して住民側が

専門家集団の協力も受け、しつかりとした科学的裏付けを根拠に構築した論理を背景にしたもので

す。建設省が公正な住民投票の結果を尊重し、当事業計画を白紙撤回するよう、貴党から申し入れ

ることを求めます。

3. 苫田ダム建設事業について

建設省は水没予定地の居住者や地権者の存在を無視し、一切の話し合いもないまま、本体工事を

強行しています。これは、ダム完成という既成事実を造ることによって、反対派住民や地権者をお

さえつけ、苫田ダム容認の世論を創り出そうという、強権的な手法であります。

＜治水面について＞

苫田ダムは治水上必要がありません。基本高水流量が異常に過大に設定されており、既定の治水

計画に基づく河道整備が行われればダムが不要であることが科学的に立証されています。

また、建設省の計画では吉井川の治水は苫田ダムを含む上流ダム群による、とされていますが、苫

田ダム以外のダムについては未定とされ、一切明らかにされていません。吉井川治水計画は未定ダ

ムに治水を依存する欠陥計画です。

＜利水面について＞

更に利水上でも苫田ダムは不要です。苫田ダム利水容量の約3分の 1は引き受け先がない上に、

受水予定の市町ですら水需要が減少していることから、苫田ダムは利水上も必要がないことが明ら

かになっています。

＜貴党への要望＞

苫田ダム等審議委員会は実質審議を何ら行っていないこと、奥津町あげての反対運動が岡山県か

らの執拗な行政圧迫で苫田ダム建設への同意を余儀なくされたこと、上記のとおり苫田ダムには必

要性がないことなどを考慮し、建設省は同事業を白紙撤回するべきです。

苫田ダムの事業認定について係争中であるにもかかわらず、建設省は土地収用法をかけてダム建設

工事を強行しています。

以上のことから、貴党は建設省に対し、係争中の事業凍結を緊急に申し入れるとともに、苫田ダ

ム建設事業について、事業中止を申し入れるべきと考えます。

4. 徳山ダム建設事業について

水資源開発公団と建設省は水没予定地地権者に対し強制収用手続きをかけ、事業認定取消の係争

状態を無視したまま、本体工事を強行しています。

く利水面について＞

同事業に関わる利水の需要予測は実績と乖離した架空の予測です。木曽川水系の水資源開発は他

水系に比べても明らかに過剰であり、使わない、使うあてのない水源の開発分担金を一般会計から

違法に支出している状態です（愛知県・岐阜県・三重県）。ここに徳山ダムという水源を開発して

も使い道はなく、ただ地城住民に多大な負担を負わせるだけです。

さらに最近、建設省の調査で、揖斐川のダイオキシン濃度は全国的にみても非常に高いことが分

かりました。おいしくて安全な地下水でまかなわれている地域の水道をダイオキシン入りの危険で

まずい水に変えて大きな負担を背負わせるというのは、まさに住民の生命と財産を危険にさらすも

のです。

利水の必要性が希薄であるが故に、徳山ダムの第一目的はに利水ではなく治水になっています

が、治水目的であるならば、本事業は水資源開発促進法に基づく＜水資源開発公団を事業者とする

＞事業とはいえません。

＜治水面について＞

治水面での効果についても科学的根拠がないことは明らかです。基本高水流量が過大に設定され

ています。河道整備で十分に治水に対応できます。徳山ダムの集水面積が揖斐川の流城面積に比し
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てきわめて小さいため洪水調節効果が小さく、建設のあてのない他のダム群を前提としている揖斐

川治水計画は欠陥計画といわざるを得ません。

＜大型猛禽類の保護について＞

『大型猛禽類の保護については、専門家の助言に基づき十分配慮する』と公団は言明しました。

しかい、公団からの依頼を受けた自然保護協会が専門家として調査結果を分析し、 「当面、事業を

中止して再調査をおこなうこと」を提言したにもかかわらず、公団はそれを無視して本体工事を強

行しています。

＜貴党への要望＞

建設省は以上のことを事実として捉え、自らが出した事業認定を即刻取り消すとともに、この事

業主体としてもはや水資源開発公団は相応しくないことを認めるべきです。

以上のことから、貴党は建設省に対し、係争中の事業凍結を緊急に申し入れるとともに、徳山ダム

建設事業について、事業中止を申し入れるべきと考えます。

5. 足羽川ダム建設事業について

当事業の審議委員会答申で「現計画は犠牲が多く不適切」と指摘されています。しかし、建設省

は、何らの根拠もないまま答申に記されている「足羽川にダムは必要」という一文を基に、現計画

との比較対照ということで机上の空論というべき代替案（部子川ダム案）を提示しています。その

狙いが「代替案も検討したが現計画しかありえない」という結論付けにあることは疑う余地があり

ません。このように時間を引き延ばすことだけを目的とした建設省のやり方は、水没予定地住民を

苦しみ続けさせるだけであり、到底許されることではありません。

く足羽川にダムは不要であるという根拠＞

i.利水面

代替案の検討で建設省は利水目的を除外していることからも、利水上の必要性はすでに失われて

います。

ii.治水面

建設省が設定した足羽川の基本高水流量はあまりに過大で、異常としか言いようがありません。

私どもの試算では基本高水流量は計画高水流星よりも小さく、現在の河道整備計画を進めるだけで

十分です。

＜貴党への要望＞

建設省は足羽川ダム事業計画には必要性がないことを事実として認めるべきです。直ちに、代替

案も含め、同計画を白紙撤回するよう、貴党から申し入れることを期待します。

貴殿への要請

ダム事業が抱える問題について、五つの事例をあげて大まかな紹介をさせていただきました。全

国にはこれ以外にも必要性がないダム事業計画が数多くあり、地城住民にとって大きな問題になっ

ています。 「公共事業の抜本的見直しを検討する」と言われるのであれば、マスコミに大きく取り

上げられている事業のみではなく、思い切って対象を広げて再検討されることを要望いたします。

上記五つの事例をはじめ、同封のリーフレットに記載されている事例（建設省補助事業も含む）

を、是非、再検討の遡上にのせ、関係住民や私どもの声を直接お聞きいただくことを要請いたしま

す。

貴党が実践されようとしておられる「公共事業の抜本的見直し」に私たちは敬意を表するととも

に、これを実りあるものにするためにも、私たちの要請を真摯に受け止められることを期待しま

す。お忙しいとは存じますが、本要請に対して御回答下さるようお願いいたします。

水源開発問題全国連絡会連絡先

〒102-0093東京都千代田区平河町一の七の一のW二0-
リバークラブ内 堀田正人

電話 03-5211-5429FAX 03-5211-5538 
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吉野川第十堰改築事業をめぐる中山正暉前建設大臣と

建設省徳島工事事務所長の言動に関する質問主意書

参議委員議員 中村敦夫

本年一月二十三日に徳島市で行われた吉野川可動堰建設に関する住民投票は、投

票率五五・ 0%、建設に反対が九ー・六％、賛成が八•四％という結果となった。

これを受け、中山正暉前建設大臣（以下「建設大臣」という。）は、二月二日、

建設大臣室を訪れた徳島市民に対し、初めに可動堰ありきではなく、どうすること

が吉野川にとって最善であるのかをゼロから考えたい旨の発言をし、建設大臣自ら

が徳島を訪問して住民との間で話し合いを行うことを約束した。しかし、建設大臣

は五月頃、「第十堰住民投票の会」の中心メンバー（以下「住民投票メンバー」と

いう。）に逮捕歴があることを公言し、これを理由として住民との対話を拒否した。

また、建設大臣は、五月二十三日の参議院国土・環境委員会において「私が欠陥議

員だと言われて、最初にけんかを吹っかけられたんです」と答弁し、私怨を晴らす

べく住民投票メンバーヘの打撃を与える明確な意図をもって、過去の経歴を暴露し

たことを示した。

行政権は、内閣総理大臣と国務大臣（以下「大臣」という。）とで構成される内

閣に属しているため、大臣の職にある者には、個人情報を含めて様々な行政情報が

集中する。この事件のように、大臣が行政に批判的な立場にある私人の個人情報を

公表することが日常化すれば、市民が行政に対して意見や批判を表明することが困

難となり、日本国憲法の根幹を大きく揺るがすことになる。憲法九十九条は、大臣

の憲法尊重擁護義務を定めており、大臣の日本国憲法に反するような発言を、同じ

く意法尊重擁護義務を有する国会議員として看過することはできないと考える。

以上の観点から、次の事項について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、

各項目ごとに平易な文章で答弁されたい。

一 行政機関が逮捕歴の有無等を理由として、法令等の根拠や合理的な理由なく、

特定の個人や団体に対して利益や不利益を与えたり、約束を不履行とすることは、

憲法十四条で定める法の下の平等に照らして認められないと考えるが、政府の見解

を明らかにされたい。

二 最高裁判所判決（一九八一年四月十四日第三小法廷判決）によると、人の名誉、

信用に関わる事項をみだりに公開されないことは法律上の保護に値する利益である

として、公務員が個人の犯罪経歴等を第三者に漫然と報告することは違法な公権力

の行使に当たると判示しており、判例としても確定している。政府は、このことを

承知しているか。

三 二で示した最高裁判所判決から、建設大臣が「個人の犯罪経歴等を第三者に漫
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然と報告した」ことは、「違法な公権力の行使」に当たると考えるが、政府の見解

を明らかにされたい。

四 大平一典建設省徳島工事事務所長（以下「徳島工事事務所長」という。）が、

建設大臣の発言が発覚する以前から住民投票メンバーの過去の経歴について情報を

取得し、これを各所で第三者に告げていたと聞いている。徳島工事事務所長は、そ

の情報をどのようにして入手したのか、内閣の責任の下で厳正な調査の上、経緯を

明らかにされたい。また、調査期間や体制など、調査形式の概要に関しても併せて

示されたい。

五 徳島工事事務所長の行為が事実であれば、これも「違法な公権力の行使」に当

たると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

六 政府は、国権の最高機関である国会において、常に万事遣漏のないよう誠実か

つ慎重な姿勢で答弁していると認識しているが、どうか。

七 建設大臣は、住民投票メンバーの過去の経歴を大学の同窓会関係者から聞いた

と五月二十三日の参議院国土・環境委員会で答弁している。この件に関して、建設

大臣は、関係行政機関に事実関係を照会・確認したのか。照会・確認したのならば、

照会の時期・内容や関係行政機関等の保有する個人情報提供の有無などの経緯を明

らかにされたい。確認していないならば、国民の個人情報という行政として重大な

取扱いを必要とすることに関して、不明確な伝聞情報に基づいて大臣が国会で答弁

したことを認めることになり、国権の最高機関である国会を軽視するにも甚だしい

と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

八 建設大臣は罪名や逮捕が二回にわたることなど住民投票メンバーの過去の経歴

を詳細に把握しており、同窓会関係者からの伝聞で知ったという建設大臣の答弁は、

非常に不自然である。むしろ、四で指摘した徳島工事事務所長の行為などから、行

政機関等が組織的に同人の経歴を調査していたと強く疑わざるを得ない。建設大臣

が住民投票メンバーの過去の経歴に関する情報の入手した経緯について、内閣の責

任の下で厳正な調査の上、明らかにされたい。また、調査期間や体制など、調査形

式の概要に関しても併せて示されたい。

九 国家公務員が、合理的な理由や法令等によらず、逮捕歴等の行政機関が専有す

る個人情報を第三者に対して明らかにすることは、国家公務員法第百条に違反する

行為であり、懲戒処分に該当し、同法百九条で定める「一年以下の懲役又は三万円

以下の罰金」という罰則の適用もあり得ると考えるが、どうか。

右質問する。
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，，ム暴走0メ11＝スムを衝く
長良川河口堰建設差止訴訟（元）原告

村瀬惣一

'9 8年堰本体完成、 '98年4月から上水の

供給と債務の償還開始、これにて一件落着！。

この段階で反河口堰運動の継続⇒決着はあり得

るのか。この訴訟は、そのかいとう、即ち用水

供給の停止⇒ゲート解放による環境の復元と債

務償還不能⇒事業の清算への導火線にするのが

ネライなのである。

3県知事を相手とする一般会計から企業会計

への繰入れ差し止め（岐阜県は徳山ダム）の住

民訴訟は、鉄壁の官僚体制への反撃なのであ

る。

先行していた三重県では 1月27日、津地裁

が却下（門前ばらい）判決ーだが名古屋高裁で

の控訴審では差し戻し判決を得、再度事実審理

からやり直すことになった。三重県では最高裁

へ上告したが、高裁判決がくつがえることはあ

るまい。

名古屋轟裁判決 7月13日

訴訟人 成田正人ほか 9名

訴訟代理人在間正史弁護士

被控訴人 三重県知事北川正恭

三重県出納長松岡美知男

判決主文 1、元判決を取り消す

2、本件を津地裁へ差し戻す

裁判官 笹本淳子

鏑木重明

戸田久

理由（要旨）

①国家財政の場合は財政法 2条 3項において

「収入」および「支出」は会計間の繰入れを含

むと規定するが、地方公共団体にその規定はな

い。だが同様に解するのが相当である。②被控

訴人らは、本件支出は同一地方公共団体内部の

会計間における公金の移動にすぎず、県に財産

的損害を与えないと主張する。が、一般会計は

住民の税金によって賄われるに対し、特別会計

は当該公営企業の経営収入によって賄われる。

③従って公金支出の可否を問う住民訴訟は許さ

れるべきである。

ー以上の通りであるから、本件訴訟を却下した

元判決は取り消しを逸れず、これを原審に差し

戻す。

売れない水なのに債務と追皿投資

長良川河口堰は '73年事業実施計画告

示、 '88年 6月起工、 '94年 3月本体完

成、 '95年4月上水の供給と債務の償還開

始。総事業費1500億円、受水県の債務（厚生、

通産の負担を除き、金利5.33％を加えた額）は

下記のとおり。

愛知県 三重県 名古屋市

上水 222偲円 220億円 155億円

工水 500像円 355億円
河口堰に設定される水利権は秒22.50ni（日呈） 194.4万m'

上水 2.86(2Am)  2.84 (24.5万） 2.00 (17 ZJj) 

工水 8.39 (72.3万） 64.1(5 5. 4万）

ー用途がないのに一

（上水）愛知県は知多半島の4市5町 (50 

万人）へ供給する。旧水源は木曽川の犬山と馬

飼、計日量20万rri。だが馬飼だけで上水、エ

水の合計供給能力は 13 9万m冨、実績は 70万

rri平均だから切替えは不要。なのに導水の為に

328億円の追加投資までしている。

三重県は当初中勢の 2市7町 (29万人）へ

の供給を計画した。日量 8万rriの新規需要と

いうが過大、しかも 6万rriの自己水源を伏せて

いる、そのうえ、エ水の余剰が4万rri。中勢だ

けではさばき切れず北勢へも給水する。北伊勢

工水に 40万出の余剰があるのに！追加投資は

中勢 754億円、北勢374億円、計 11 2 8 
億円。

両県とも、河口堰を正当化するためにムリを

しているのだ。名古屋市では導水せず、債務だ

け負担する。この方が賢明か。

（エ水）全量の2/3を占める工業用水の販

路は皆無。で、両県は債務償還に充てるため

に、 '98一般会計に下記の金額を計上した。

愛知県 33億5000万円（貸付金）

三重県 20億3000万円（出資金） ＊新聞報道

では20億8000万円

ーだが一地方財政法第 6条は「地方公営企業で

政令に定めたものについては、その経理は特別

会計を設けてこれ行い 一中略ー 当該企業の
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経営に伴う収入をもってこれに充てなければな

らない一」と規定する。一般会計からの繰入れ

が認められるのは性質上採算困難な事業、また

は災害等特別な場合に限られる。料金収入の見

込めない事業に手を出すことは禁じられている

のだ。ここを攻撃すれば無用のダム（堰）建設

を止められる！

3県で監査請求 ⇒ 住民訴訟

ということで始めたのが下記の監査請求→住民

訴訟である。代理人はl日差止訴訟の在間正史弁

護士。

監査 回答 請求者

愛知県 98.7.10 98.9. 8 お人

三重県 98.11.26 99.1.2512人
岐阜県 99.1.6 992. 8 43人

訴訟原告代表者

磁 9.14叫伊藤達也

992.16 10人 成田正人

99.3. 1 43人上田武夫

（注）岐阜県の訴訟は徳山ダム。同ダムは本体

未着工だが、岐阜県はエ水2540億円X0.111=
282億円の30%=84億円を先払いしている。

これを不当とする訴訟だが、賠償請求額は時効

の関係で34億7000万円とした。

論争を回避した津地裁
次に両者の判決をみる。

県の支払い義務は利水権の代償（被告）
長良川河口堰は治水、利水を目的として、木曽

川水系水資源開発基本計画（フルプラン）に組

み込まれた事業であり、このエ水分はH7年3
月23日、知事と企業長との間の資金負担に関

する協定に基づく庁内におけるカネの移転行為

である。原告との争いのうち①新フルプランに

は水需要の見通しに誤りがあり、且つ工業用水

道の用に供しない時には費用負担はないと主張

するが、フルプランは閣議決定に基づくプロジ

ェクトであること、および工業用水道は水源開

発から給水との間に乖離があるものであるか

ら、その故をもって支払い義務無しとするのは

失当である。②フルプランは国の高度且つ広範

な裁盤権下に決定された計画であり三重県が主

体的に決定するわけではない。③支払いの開始

は総理大臣と建設大臣の定めるところである。

④原告は本件支出を「出資」ではないするが

（水利権の獲得は）県の資産の増加であるから

「出資」なのだ。その旨議会議決も得ている。

同意したから債務が発生するのだ（原告）

工業用水道は地方公営企業であり、その経理

は特別会計。一般会計の会計主体は知事、財源

は税金だが、公営企業の会計主体は企業長、財

源は料金収入。両者は、明確に区別すべきとさ

だめられている。以下被告の主張に反論する

と、①被告は、フルプランは国家プロジェクト

だと言うが、水資源公団は、費用負担をする者

の同意を得た事業を実施する機関であり②本件

堰は計画時においてすでにエ水の需要は見込ま

れていなかった。

③現に三重県においても河口堰の工業用水供給

事業は存在せず、給水可能の予想は立っていな

い。④一般会計から企業会計への繰入れは性格

上、採算困難な事業、または災害時に限られる

が本件はいずれにも該当しない。

どの途、庁内のカネの移動なのだ（判決）

ところが、地裁判決はなんとも奇妙な理由で

訴えを却下している。すなわち「住民訴訟と

は、地方公共団体の執行機関または職員の財務

会計上の違法な行為が住民の利益を害すること

を予防または是正することを目的とする制度で

あるが」 「本件の場合、公金を一般会計から企

業会計へ移したものであり、いずれも三重県と

いう同一法人内での公金の移動であるから、住

民訴訟の対象たり得ない」ー というもの。な

らば地方財政法6条はどうなる！ （裁判官は小

川悦男、増田周三、西村康一郎の 3氏）この判

決が高裁で否定されたわけだ。

ダム暴走のメカニズムを衝＜

反河口堰（ダム）運動の中で、閣議が所管の省

庁へ再検討を指示したことはない。議会が中止

を議決したこともない。閣議の議案書は予め各

省庁の事務次官会議で合意したペーパーであっ

て、首相官邸製ではなく、予算はー 内閣直属

の機関ではなく ー 大蔵省。その骨格とデテー

ルは同省主計局と各省庁との事務折衝の段階で

固まってしままう。内閣も議会も機能せず、ロ

ーテーションの早い大臣の指導力に期待もでき

ぬ。加えてダムの場合、水資源公団は公共企業

体ではなく、起債で事業を進め、債務を受水県

へ転嫁するトンネル会計だ。このことが無用の

ダム建設を助長している。

唯、県がその事業の効用と債務のバランスか

ら受容を拒否した場合のみ、公団は断念を迫ら

れる。ただし、知事は 1/2は天下り官僚、議

会がオール与党では中止の前例は希だが。それ

がこの一両年不況の中でようやく、不要論が陽

の目を見るようになった。即ち、県が鉄壁の官
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僚体制のアキレス腱なのである。ここへ反撃を

集中し、債務の支払不能へ追い込む。地方公営

企業法43条以下は、財政の再建を要する企業

について県が再建計画を立てて国の承認を求め

ることで、起債および債務の利子のうち3.5％を

越える部分につき、国の補給を受けられるとあ

る。一般会計からの繰り入れ阻止は、不採算ダ

ムをここへ追い込むこと、あわせて次のダム暴

走に歯止めをかけることをねらいとする。我が

国の裁判所の現状、楽観を許さないが、借金ま

みれの公共事業への批判の高まりの中、希望を

もって本件訴訟を進めたいと思っている。
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に

め

圧

ち

使

わ

れ

て

い

る

の

は

器

、

と

四

晨

し

た

任

磁

の

判

つ
い
て
考
え
る
勉
強
会
を
開
い
ー
―

-
m囲
阻
で
B
t
-
l
-
•
九
~
ン
だ
け
決
を
破
稟
し
、
差
し
戻
し
た
。

ロ
，
＂
駐
註
口
込
政
"
"
]
"
口
籟
囀

“
m砕

っ

た

。

員

房

蜃

息

見

財

眉

房

い

の

だ

。

膚

論

争

に

道

を

限

た

。

も

鵞

松

野

幸

昭

組

合

最

は

ア

千

八

百

四

十

億

円

の

河

口

壕

直

爾

の

急

屡

円

要

J

事

菜

費

の

う

ち

、

約

九

百

欝

●

「

む

だ

」

の

畠

に

た。

5
り
は
「
利
水
分
」
と
し
て
堰
完
成
畏
良
川
河
口
塙
は
、
研
究
者

ア

ユ

は

川

で

ふ

化

§

需

後

、

合

開

発

公

団

へ

二

十

や

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

＇

．

で

作

る

下

り

、

成

長

し

て

川

に

戻

る

。

ム

刀

―

―

一

年

ロ

ー

ン

立

姦

ぢ

。

翌

「

二

十

一

巽

藷

招

羹

j

こ

の

五

謡

で

同

懃

男

ァ

ュ

丑

汐

を

含

め

る

と

型

＇

四

百

億

円

に

が

和

ハ

年

に

塁

し

た

ア

ン

ケ

違
精
評
鯰
新
1

7

1

[

3

↑
"
ロ
ロ
竺
恥
鱈
汀
彗
。

が

遅

れ

て

小

型

化

し

た

た

め

、

が

計

”

が

狂

っ

た

。

公

共

事

菜

を

考

え

る

象

徴

的

な

市
場
価
格
が
落
ち
込
み
、
減
収
犀
市
の
建
殴
省
中
部
地
方
四
設
愛
知
姐
企
渫
庁
は
今
年
度
、
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
う

は
さ
ら
に
激
し
い
。
運
用
前
に
局
に
、
堰
の
試
験
間
紋
な
と
運
宛
れ
な
い
H
棠
用
水
分
二
十
ー
か
が
わ
せ
た
。

一
人
あ
た
り
平
均
百
万
円
の
柚
用
改
芭
を
求
め
た
。
應
円
の
ほ
ぼ
全
額
を
一
般
会
計
住
民
疫
票
で
揺
れ
る
吉
野
川

償
金
を
も
ら
っ
た
が
、
「
被
害
だ
が
、
建
殴
省
の
団
査
で
は
か
ら
府
り
て
公
団
に
返
し
た
。
可
励
堰
（
菰
島
銀
）
の
直
民
グ
ル

は
甚
大
だ
っ
た
」
（
松
野
組
合
「
特
股
の
支
陣
は
生
じ
て
い
な
―
―

-m阻
も
同
諏
だ
。
ー
プ
は
、
反
回
教
師
と
し
て
、

最
）
と
い
う
。
い
」
と
い
う
。
中
部
地
達
の
担
g
知
双
は
介
年
、
士
ハ
年
ぶ
紙
良
几
河

□溢
の
現
g
写
真
を

特
南
だ
っ
た
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
当
者
は
「
昨
年
の
出
水
の
時
も
り
に
市
町
村
に
供
給
す
る
水
道
パ
ン
フ
に
刷
り
込
む
な
と
、
市

源
も
河
口
塚
付
近
で
は
行
わ
れ
役
だ
っ
た
」
と
治
水
効
果
を
強
水
の
料
金
値
上
げ

(
1
0
•八
民
レ
ベ
ル
の
提
燐
が
進
む
。

て
い
な
い
。
江
殴
省
調
査
で
も
調
。
こ
の
五
年
を
象
徴
す
る
よ
％
）
に
町
み
切
っ
た
。
三
重
眼
建
殴
省
に
も
教
血
を
残
と
て

堰
付
近
は
泥
が
た
い
印
し
、
そ
う
な
や
り
と
り
に
紐
始
し
た
。
も
九
八
年
、
関
係
自
治
体
へ
の
い
る
。
同
省
は
九
七
年
に
住
民

の

上

流

で

シ

ジ

ミ

は

ほ

と

ん

と

水

道

水

の

革

本

料

金

を

一

立

方

対

話

U
磁
裕
日
を
盛
り
込
ん

.
1
6年
ぶ
り
値
上
げ

生
息
し
て
い
な
い
。
日
本
自
然

2

盆
だ
り
、
一
ー
ー
百
八
十
円
か
ら
だ
逝
烈
川
法
を
施
行
し
、
部
分

醤
協
会
は
今
月
六
日
、
名
古
長
良
川
河
口
堰
に
は
治
水
に
二
千
六
十
円
に
引
き
上
げ
さ
る
的
に
中
小
ダ
ム
の
中
止
、
休
止

................................... ◆
 
..... ：
 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ••…………•, 

........ ':, .............. ,…, ................ :
•
も
打
ち
出
し
た
。
河
川
需
饂
会

地

す

巾

提

棗

ヽ

加

導

邸

収

古

の

屑

部

会

に

昨

年

、

暑

一

衷

疇

□『

5
砕

三

塁

＂

＂

t

d

o

賃

巴

二

』

巴

字

盟

麟

始

禁

匹

翌

柔

魯

線

を

進

め

て

い

る

。

ぐ

ム

で

を

事

堰

点

し

故

。

・

設

寄

間

訴

訴

払

め

戻

控

裂

頁

に

な

っ

た

口

香

忠

呻

3

薗
259

こ
詈
混
喜

9
然

畠

喜

畠

山

闘

一

総

務

旨
讐
曇
讐
四
言
冒
胃
。

ま
だ
古
い
ダ
ム
腐
な
と
に
固

ぞ

”

月

月

月

3

6

7
皿

7
a
n

り

7
皿
9
皿

7

熟
て
い
る
部
力
も
念
が
、

一

宣

ご

細

呻

血

翡

一

蹟

籟

な

か

っ

た

変

化

,
.
9
,
1
1
 .

.

 

,
,
1
 

-21-



法
律
は
現
状
に
呼
応
し
、
問
題
解
決
を
す

る
た
め
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
行
政
主
導

の
立
案
は
、
最
初
か
ら
限
界
に
突
き
当
た
っ

て
い
る
。
全
体
的
な
骨
格
の
問
題
に
表
面
的

に
治
療
効
果
の
な
い
ば
ん
そ
う
こ
う
を
張
る

よ
う
な
も
の
だ
。
総
合
的
な
解
決
を
望
む
の

で
あ
れ
ば
立
法
府
に
望
み
を
か
け
る
し
か
な

い
。
そ
こ
に
お
い
て
、
本
来
、
問
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
論
点
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

①
事
業
の
計
画
段
階
で
、
十
分
な
情
報
公
開

と
住
民
参
加
を
確
保
し
、
公
益
性
、
必
要

性
、
妥
当
性
、
優
先
性
を
議
論
す
る
仕
組

み
を
確
保
す
る
。
高
齢
化
し
、
税
収
が
減

る
社
会
で
、
ハ
コ
モ
ノ
と
、
年
金
や
医
療

と
い
っ
た
ソ
フ
ト
な
公
共
事
業
を
六
五
〇

兆
円
の
赤
字
を
返
し
な
が
ら
ど
う
選
択
す

る
か
、
住
民
自
身
が
決
め
る
べ
き
時
代
で

あ
る
。

②
現
在
、
公
益
性
の
議
論
の
中
に
入
ら
な
い

自
然
現
境
の
価
値
を
考
應
で
き
る
よ
う
に

す
る
。

③
行
政
手
続
法
制
定
時
に
立
ち
消
え
て
し
ま

っ
た
「
計
画
確
定
手
続
」
を
盛
り
込
む
。

こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
公
共
事
業
の
計
画
段

階
で
厳
重
に
住
民
参
加
を
さ
せ
て
議
論
を

す
る
制
度
だ
。
入
り
口
を
厳
重
に
す
る
代

わ
り
に
、
出
口
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
に

な
る
の
で
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

④
自
然
環
境
へ
の
影
響
だ
け
に
絞
っ
た
現
境

影
響
評
価
法
を
、
戦
略
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト

に
大
改
正
し
て
、
社
会
的
な
影
轡
そ
の
他

す
べ
て
を
評
価
に
入
れ
る
。

⑤
事
業
認
定
に
対
す
る
取
消
し
訴
訟
を
起
こ

し
た
場
合
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
中
で
裁

判
所
が
執
行
停
止
を
判
断
す
る
た
め
の
要

件
を
整
え
、
国
民
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る

裁
判
運
営
を
実
現
す
る
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
論
点
を
総
合
的
に
検
証

し
、
議
論
で
き
る
の
は
国
会
し
か
な
い
。
し

か
も
既
存
の
委
員
会
で
の
通
り
一
遍
な
法
案

審
議
で
は
対
応
で
き
な
い
。
縦
割
り
を
廃
し

た
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
、
専
門
家
や
当

事
者
、
関
係
者
を
そ
ろ
え
て
公
聴
会
を
開
き
、

ー
つ
ひ
と
つ
を
丁
寧
に
勉
強
し
な
が
ら
、
審

議
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
な
法
改

正
メ
ニ
ュ
ー
は
そ
の
後
で
決
め
る
べ
き
だ
。

そ
の
意
味
で
も
、
今
回
建
設
省
が
進
め
て
い

る
法
改
正
は
あ
ま
り
に
局
所
的
で
あ
り
、
縦

割
り
行
政
の
弊
害
が
そ
の
ま
ま
現
れ
て
い
る
。

政
府
提
案
に
よ
る
法
改
正
の
弊
害
と
言
っ
て

も
い
い
。

一
行
政
主
導
の
政
策
立
案
の
課
題

今
回
の
改
正
の
流
れ
は
、
「
土
地
収
用
制
度

調
査
研
究
会
」
で
作
ら
れ
て
い
る
。
建
設
省

建
設
経
済
局
長
の

r
私
的
研
究
会
」
と
し
な

が
ら
、
知
る
人
が
み
れ
ば
明
ら
か
に
改
正
の

た
め
の
常
套
手
段
だ
。
担
当
官
を
お
き
、
公

人
を
含
む
二

0
名
も
の
研
究
会
メ
ン
バ
ー
を

集
め
、
大
々
的
か
つ
組
織
的
に
進
め
る
。
法

的
根
拠
な
し
に
行
う
も
の
だ
か
ら
私
的
研
究

会
と
い
う
し
か
な
い
だ
け
だ
。
言
葉
は
悪
い

が
、
「
無
法
地
帯
」
で
私
的
な
枠
組
を
装
っ
て

正
式
な
法
改
正
の
流
れ
が
作
ら
れ
る
。

さ
て
、
建
設
省
に
よ
れ
ば
、
研
究
会
メ
ン

バ
ー
は
、
大
学
教
員
一
名
、
環
境
な
ど
市
民

団
体
三
名
、
マ
ス
コ
ミ
ニ
名
、
自
治
体
一
名
、

行
政
O
B
二
名
、
弁
護
士
一
名
、
土
地
鑑
定

一
名
、
収
用
委
員
一
名
、
事
業
者
一
名
な
ど

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
は
必
ず
し
も
、

土
地
収
用
法
の
専
門
家
で
も
な
け
れ
ば
、
私

た
ち
国
民
の
側
で
、
国
家
権
力
を
左
右
す
る

法
律
の
検
討
を
負
託
し
た
つ
も
り
も
権
限
も

与
え
た
つ
も
り
も
な
い
。
第
一
、
研
究
会
は

非
公
開
で
開
か
れ
、
誰
が
メ
ン
バ
ー
か
も
非

公
開
で
あ
る
。
成
田
空
港
問
題
で
収
用
委
員

達
が
襲
わ
れ
る
な
ど
し
た
経
緯
が
背
景
に
あ

る
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
っ
た

＜
筋
の
違
う
話
だ
。
一
般
国
民
は
論
点
が
出

揃
う
段
階
で
意
見
を
出
す
機
会
す
ら
与
え
ら

れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
建
設
省
は
自

治
体
な
ど
に
ア
ン
ケ
ー
ト
で
現
場
の
声
を
上

げ
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
誰

が
何
を
言
っ
て
法
改
正
が
な
さ
れ
る
の
か
、

政
策
過
程
が
ま
っ
た
く
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

研
究
会
で
は
、
第
三
回
の
九
月
に
は
す
で

に
「
制
度
見
直
し
の
基
本
的
な
方
向
性
の
検

討
」
を
す
る
と
あ
る
。
最
終
回
の
―
二
月
の

「
制
度
見
直
し
の
骨
子
案
の
取
り
決
め
」
ま
で

に
は
、
他
の
省
庁
と
の
調
整
も
ほ
ぽ
終
わ
り

に
な
っ
て
い
る
と
予
想
で
き
る
。
こ
れ
で
来

年
一
月
か
ら
始
ま
る
通
常
国
会
へ
の
提
出
準

備
完
了
で
あ
る
。

一
事
が
万
事
、
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
で

な
さ
れ
る
の
が
政
府
提
案
に
よ
る
法
改
正
作

業
の
現
状
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
は
法
律
は
国

民
の
感
覚
に
は
近
づ
か
な
い
。

今
回
、
こ
の
改
正
に
際
し
て
、
国
会
は
ど

の
よ
う
な
力
が
発
揮
で
き
る
か
。
二

0
0
-

年
に
始
ま
る
国
土
交
通
省
を
監
視
す
べ
き
立

法
府
の
力
が
試
さ
れ
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
、

ダ
ム
や
道
路
や
廃
棄
物
処
分
場
な
ど
を
巡
っ

て
政
府
批
判
を
強
め
る
国
民
や
、
ト
ラ
ス
ト

運
動
や
住
民
投
票
運
動
な
ど
様
々
な
手
法
で

声
を
挙
げ
、
一
定
の
成
果
を
収
め
て
き
た
人
々

が
ど
う
議
員
達
に
問
題
を
提
起
で
き
る
か
、

そ
し
て
議
員
達
が
そ
れ
を
ど
う
受
け
と
め
る

か
に
か
か
っ
て
く
る
。
公
共
事
業
を
巡
る
世

論
の
闘
い
が
佳
境
に
入
っ
て
き
た
。

（
ま
さ
の
•
あ
っ
こ
）

用
語
解
説

ト
ラ
ス
ト
巡
動
；
共
有
地
運
動
、
一
坪
運
動
な
ど

様
々
な
呼
び
方
が
混
在
す
る
。
自
然
の
豊
か
な
土

地
の
保
全
や
公
共
事
業
阻
止
を
目
的
に
用
地
や

立
ち
木
を
共
同
で
購
入
す
る
運
動
手
法
。
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る
近
藤
ゆ
り
子
さ
ん
（
徳
山
ダ
ム
建
設
中
止

を
求
め
る
会
）
は
こ
う
語
る
。

「
事
業
の
公
共
性
に
対
す
る
疑
問
を
広
く
職

論
し
、
第
三
者
に
よ
っ
て
客
観
的
に
審
査
す

る
場
を
作
る
前
に
、
収
用
法
自
体
の
改
正
を

先
行
さ
せ
る
の
は
本
末
転
倒
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」

徳
山
ダ
ム
は
木
曽
三
川
の
一
っ
揖
斐
川
の

最
上
流
に
水
資
源
開
発
公
団
が
昭
和
四
六
年

に
計
画
し
た
ダ
ム
事
業
で
、
完
成
す
れ
ば
丸

ご
と
水
没
す
る
徳
山
村
は
同
六
二
年
に
廃
村

と
な
っ
た
。
高
度
成
長
の
終
焉
と
と
も
に
水

需
要
が
頭
打
ち
と
な
り
、
下
流
に
完
成
さ
れ

た
長
良
川
河
口
堰
の
水
さ
え
も
余
っ
た
状
態

で
、
徳
山
ダ
ム
か
ら
水
を
最
も
多
く
買
う
予

定
だ
っ
た
名
古
屋
市
は
、
す
で
に
そ
の
半
分

を
不
要
で
あ
る
と
し
て
正
式
に
返
●
す
る
一

方
で
、
ダ
ム
の
水
よ
り
安
全
で
安
価
な
地
下

水
が
豊
富
な
自
治
体
ま
で
が
水
を
買
う
こ
と

を
想
定
し
て
な
お
進
め
ら
れ
て
い
る
水
資
源

開
発
事
業
で
あ
る
。
公
共
性
が
乏
し
い
と
し

て
事
業
認
定
の
取
り
梢
し
を
訴
え
た
裁
判
が

続
行
中
で
あ
る
と
同
時
に
、
周
辺
住
民
を
中

心
と
し
た
一
―
六
名
の
地
権
者
を
相
手
に
現

在
ま
さ
に
収
用
委
員
会
の
審
理
が
進
む
中
、

事
業
は
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
る
。

岡
山
県
で
進
め
ら
れ
る
建
設
省
の
苫
田
ダ

ム
事
業
で
も
同
様
の
事
態
が
展
開
し
て
い
る
。

ト
ラ
ス
ト
運
動
を
進
め
な
が
ら
、
事
業
認
定

取
消
し
訴
訟
と
収
用
委
員
会
双
方
に
取
り
組

む
矢
山
有
作
さ
ん
（
ス
ト
ッ
プ
ザ
苫
田
ダ
ム

代
表
）
は
、
土
地
収
用
法
と
裁
判
制
度
と
の

関
わ
り
を
強
く
問
題
視
す
る
。

「
事
業
認
定
の
取
消
し
裁
判
を
認
め
な
が

ら
、
事
業
が
そ
の
ま
ま
続
行
さ
れ
る
今
の
法

制
度
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
公
益
性
を
問
う
裁

判
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
中
は
事
業

を
止
め
る
べ
き
。
時
間
が
か
か
り
事
業
が
長

期
化
す
る
か
ら
ダ
メ
だ
と
言
う
な
ら
、
裁
判

所
、
原
告
、
被
告
が
精
力
的
に
集
中
し
て
裁

判
を
行
な
い
、
一
年
な
り
二
年
な
り
期
限
を

区
切
る
な
ど
し
て
裁
判
の
運
営
を
変
え
れ
ば

い
い
。
裁
判
技
術
の
問
題
だ
。
そ
こ
を
是
正

し
な
い
で
、
公
聴
会
で
聞
い
て
や
る
か
ら
収

用
委
日
会
は
さ
っ
と
済
ま
せ
ろ
と
い
う
の
は

法
制
●
の
問
題
を
悪
化
さ
せ
る
だ
け
だ
」

苫
Illダ
ム
は
、
吉
井
川
の
歩
い
て
渡
れ
る

ほ
ど
の
最
上
流
に
位
置
し
、
岡
山
県
奥
津
町

の
豊
か
な
米
ど
こ
ろ
を
沈
め
る
こ
と
と
な
る
。

昭
和
弓
一
年
の
計
画
で
水
を
買
う
予
定
だ
っ

た
自
治
体
の
一
っ
、
倉
敷
市
が
事
業
か
ら
手

を
引
い
て
論
議
を
呼
ん
だ
。
議
会
、
首
長
一

体
と
な
っ
て
反
対
を
し
て
い
た
奥
津
町
行
政

へ
の
岡
山
県
に
よ
る
強
引
な
補
助
金
カ
ッ
ト

な
ど
異
常
な
反
対
運
動
つ
ぶ
し
が
あ
り
、
公

共
事
業
と
し
て
疑
問
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
経

緯
も
あ
る
。
地
権
者
ー
ニ

0
0名
の
う
ち
、

約
四
二

0
名
が
、
事
業
認
定
取
消
し
訴
訟
の

原
告
と
な
っ
て
い
る
。

静
岡
空
港
に
し
て
も
、
①
オ
オ
タ
カ
や
貴

重
な
植
物
の
存
在
な
ど
環
境
面
の
公
益
性
、

②
一
九
九
九
年
に
財
政
危
機
宣
言
を
し
た
一

方
で
、
二
千
億
円
の
事
業
支
出
を
職
員
給
与

カ
ッ
ト
な
ど
で
乗
り
き
ろ
う
と
す
る
静
岡
県

政
と
、
一
七
八
万
人
か
ら
一

0
0万
人
へ
下

方
修
正
さ
れ
た
需
要
予
測
へ
の
疑
問
、
③
空

港
予
定
地
は
新
幹
線
ト
ン
ネ
ル
の
上
に
あ
る

と
い
う
安
全
性
や
耐
久
性
へ
の
疑
問
な
ど
、

ま
さ
し
く
公
益
性
へ
の
疑
問
か
ら
起
き
て
い

る
反
対
運
動
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
。

「
公
共
事
業
」
や

r
公
益
性
」
そ
の
も
の
が
、

根
本
か
ら
問
い
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
「
岡
山
県
や
静
岡
県
か
ら
も
改
正
の

要
望
が
届
い
て
い
る
L

（
建
設
省
談
）
と
し
て

行
政
の
手
続
き
だ
け
が
迅
速
化
さ
れ
る
法
改

正
が
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
時
代
に

逆
行
し
た
話
で
あ
る
。
「
公
共
政
策
」
の
名
に

値
す
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
対
象
の
拡
大
化

改
正
の
方
針
で
は
、
も
う
一
っ
注
視
す
べ

き
こ
と
が
あ
る
。
土
地
収
用
の
対
象
事
業
の

拡
大
化
だ
。
第
一
回
の
研
究
会
で
は
、
民
営

化
の
流
れ
で
登
場
し
た
独
立
行
政
法
人
、
指

定
法
人
、

P
F
I
や
、
新
種
の
事
業
と
し
て

高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
、

リ
サ
イ
ク
ル
施
設
な
ど
が
資
料
に
含
ま
れ
て

い
る
。

厚
生
省
は
廃
棄
物
処
理
セ
ン
タ
ー
を
土
地

収
用
の
対
象
に
し
て
欲
し
い
と
一
九
九
九
年

秋
に
建
設
省
に
対
し
要
望
を
出
し
た
。
廃
棄

物
処
理
セ
ン
タ
ー
は
、
地
方
自
治
体
が
財
団

法
人
や
株
式
会
社
や

P
F
I
と
共
同
で
、
い

わ
ば
第
三
セ
ク
タ
ー
で
設
立
す
る
ゴ
ミ
処
理

施
設
や
最
終
処
分
場
だ
。
予
定
地
の
選
定
に

お
け
る
住
民
参
加
や
環
境
影
響
評
価
が
万
全

で
な
い
ま
ま
、
建
設
地
の
不
足
解
消
だ
け
が

優
先
さ
れ
れ
ば
、
地
権
者
は
も
ち
ろ
ん
周
辺

住
民
か
ら
の
反
発
は
今
以
上
に
大
き
く
な
る

の
で
は
な
い
か
。
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物

の
最
終
処
分
場
に
関
し
て
言
え
ば
、
欧
米
が

脱
原
発
へ
動
き
だ
し
、
日
本
で
も
よ
う
や
く

電
力
自
由
化
が
始
ま
り
、
大
手
電
力
企
業
本

位
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
見
直
す
べ
き
時
期

に
、
無
条
件
に
対
象
事
業
に
加
え
ら
れ
る
な

ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
関
心
を
寄
せ
る
人
々

か
ら
の
反
発
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、

拡
大
生
産
者
責
任
が
叫
ば
れ
る
中
、
私
企
業

が
利
潤
追
及
の
た
め
に
商
品
を
開
発
販
売
し

た
結
果
必
要
と
な
る
リ
サ
イ
ク
ル
施
設
に
ま

で
公
共
事
業
の
概
念
を
拡
大
す
る
こ
と
は
矛

盾
す
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
例
で
あ
り
、

公
共
事
業
の
概
念
が
拡
大
し
た
と
い
う
理
解

で
無
造
作
に
対
象
事
業
に
含
め
る
方
向
で
進

め
れ
ば
、
行
政
不
信
は
高
ま
る
だ
け
で
あ
る
。

＿
国
会
の
出
番
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公共事業の実施をめぐるトラスト事例調ぺ（平成10年 7月現在） （出典＝建設省）

起業者 事槃種別 反対目的 反対逼動の方法 人数 規模

北陸地建 ダム 事業計画 土地共有 50 個人

中部地建 道路 ルート変更 所有権移転仮登記 14 個人

中部地建 道路 ルート変更 土地共有 76 地域

中国地建 ダム 建殷阻止 一坪運動 1,097 全国

四国地建 道路 ルー H反対 立木トラスト 160 個人

四国地建 ダム 建設阻止 借地トラスト 約3,000 全国

地方自治体

水資源公団 ダム 事業計面 一坪運動 48 全国
自然環境保護

鉄道公団 鉄道 生活環境保謹 立木トラスト 46 全国
自然環境保護

鉄道公団 鉄道 生活環境保護 立木トラスト 32 全国

鉄道公団 鉄道 生活環境保護 立木トラスト 不明 全国

自然環境保護

空港公団 空港 事業計画 ・一坪運動 1,226 個人

帝都交通営団 鉄道 生活環境保護 一坪運動 260 全国

宮城県 ダム 事頻計画 土地共有 82 地域

栃木県 道路 歴史的建物保護 一坪運動 不明 地域

埼玉県 道路 生活環境保護 所有権移転仮登記 12 個人

石川県 ダム 建設阻止 土地共有 282 全国

歴史的建物保謹 立木トラスト

長野県 ダム 災害発生危慎 立木トラスト 450 地域

静岡県 空港 生活環境保護 一坪運動 75 地域

自然環境保護 立木トラスト 約1,200 全国

愛知県 新住市貨栂 生活環境保護 立木トラスト 約1,000 地域

（万博会場）

滋賀県 空港 建設阻止 立木トラスト 約430 地域

白紙撤回 （約2,300本） 全国

奈良県 道路 歴史的文化財保護 要望書提出 不明 地域

景観保護 （文化財保存協鼠会）

（大和古墳群）

横浜市 鉄道 生活環境保護 立木トラスト 約200 地域

自然環境保謹

京都市 緑地 生活環境保謹 立木トラスト 不明 地域

（道路） 自然環境保護

広島市 ゴミ埋立 生活環境保謹 立木トラスト 1、256 全国

（地下水汚染）

自然環境保護

東京都三多摩 ゴミ埋立 生活環境保謹 立木トラスト 約2,500 全国

地域広域廃棄 （地下水汚染）

物処分組合 自然環境保護

に
役
割
分
担
を
明
確
に
す
る
。
ま
た
こ
れ
ま

で
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
で
な
か
っ
た
認
定
の

理
由
を
公
開
す
る
」
と
建
設
省
事
務
局
は
第

一
回
の
研
究
会
が
終
わ
っ
た
時
点
で
す
で
に

述
べ
て
い
る
。
研
究
会
が
進
む
前
か
ら
す
で

に
方
針
は
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

収
用
委
員
会
は
各
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ

る
が
、
現
場
か
ら
の
訴
え
は
さ
ら
に
細
か
い
。

東
京
都
に
よ
れ
ば
、
多
摩
市
日
の
出
町
で

起
き
て
い
る
ニ
ツ
塚
廃
棄
物
広
域
処
分
場
で

の
ト
ラ
ス
ト
運
動
に
お
い
て
、
五
七

0
0万

円
の
土
地
と
物
件
の
収
用
の
た
め
に
、
全
国

に
広
が
っ
た
二
八

0
0人
を
相
手
に
時
間
、

労
力
と
共
に
一

0
億
円
近
い
経
費
が
投
入
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
「
早
く
公
共
事

業
を
す
る
た
め
の
要
望
を
都
と
し
て
政
府
へ

提
出
し
た
」
と
い
う
。
具
体
的
に
は
、
①
収

用
に
際
す
る
権
利
関
係
の
確
認
を
立
会
い
署

名
方
式
か
ら
公
示
縦
度
方
式
に
、
②
収
用
委

員
会
の
審
理
は
同
じ
意
見
に
つ
い
て
は
代
表

者
に
よ
る
意
見
陳
述
方
式
に
、
③
補
償
金
の

支
払
い
は
郵
便
為
替
な
ど
の
簡
易
支
払
い
制

度
も
認
め
る
よ
う
に
（
現
在
は
地
権
者
が
全

国
に
散
ら
ば
っ
て
い
て
も
持
参
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
）
o
④
共
有
物
件
の
移
転
補
償
は
全

員
の
合
意
か
ら
、
四
分
の
三
の
合
意
と
す
る

こ
と
な
ど
、
手
続
き
の
簡
素
化
が
眼
目
だ
。

＿
得
視
さ
れ
る
研
究
会
で
の
議
論

こ
う
し
た
動
き
に
関
し

て
注
目
す
べ
き
は
研
究
会

で
の
第
一
回
目
の
議
論

だ
。
建
設
省
事
務
J
I
J
も
認

め
る
通
り
、
そ
こ
で
は
、

土
地
収
用
法
自
体
の
問
題

よ
り
公
共
事
業
の
あ
り
方

そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る

と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た

の
で
あ
る
。

議
事
要
旨
に
は
「
公
共

事
業
に
関
す
る
政
策
評
価

の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
て
き
て
お
り
、
今

後
は
更
に
進
ん
で
事
前
評

価
や
、
第
三
者
に
よ
る
政

策
評
価
が
問
題
と
な
っ
て

く
る
」
「
強
引
に
進
め
て
き

た
事
業
を
、
一
逼
立
ち
止

ま
っ
て
振
り
返
っ
て
み
る

＿
な
ぜ
ト
ラ
ス
ト
連
動
は
起
こ
る
の
か

た
め
の
法
律
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
」
「
事

業
認
定
の
段
階
か
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
計

画
策
定
の
段
階
に
お
い
て
、
情
報
公
開
、
参

加
手
続
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
」
な

ど
の
意
見
が
あ
る
。

建
設
省
の
認
識
が
い
か
に
世
論
か
ら
ズ
レ

て
い
る
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
意
見
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
、
成
果
を
出
す
の
だ
ろ
う
か
。

尋
ね
て
み
た
。
r
土
地
収
用
法
の
体
系
内
の
も

の
は
、
研
究
会
で
報
告
書
を
作
っ
て
提
示
し

法
改
正
を
し
ま
す
。
体
系
の
中
で
対
応
で
き

な
い
も
の
は
、
建
設
省
主
導
で
な
く
、
座
長

が
受
け
と
め
た
上
、
世
論
が
ど
う
受
け
と
め

る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
課

長
補
佐
。
つ
ま
り
法
の
体
系
内
で
処
理
で
き

る
も
の
に
と
ど
め
、
そ
れ
以
上
に
つ
い
て
は

責
任
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
で
は
、
た
と
え
研
究
会
メ
ン
バ
ー
が
建
設

省
全
体
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
意
見
を
出
し
て

も
生
か
さ
れ
な
い
。
問
題
の
是
正
は
不
可
能

で
あ
る
。

ト
ラ
ス
ト
運
動
を
展
開
し
て
い
る
側
は
、

こ
の
動
き
を
ど
う
受
け
と
め
る
の
だ
ろ
う
か
？

岐
阜
県
で
今
年
着
工
さ
れ
た
徳
山
ダ
ム
で
ト

ラ
ス
ト
運
動
を
展
開
し
、
建
設
大
臣
に
よ
る

事
業
認
定
の
取
り
消
し
訴
訟
の
原
告
で
も
あ
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公
共
事
業
を
迅
速
に
進
め
る
た
め
に
、
建
設
省
に
よ
り
、
土
地
収
用
法
改
正

が
議
論
さ
れ
始
め
た
。
し
か
し
、
建
設
省
が
問
題
と
す
る
こ
と
と
憔
論
が
U
I
J

題
と
す
る
こ
と
の
間
に
は
、
大
き
く
深
い
溝
が
あ
る
。

建
設
省
が
土
地
収
用
法
の
改
正
作
業
に
入

・
た
。
五
月
に
建
設
経
済
局
長
の
私
的
研
究

会
と
し
て
「
土
地
収
川
制
度
調
査
研
究
会
L

を
設
置
し
‘
―
二
月
ま
で
に
四
回
開
催
し
て

報
告
書
を
出
す
と
い
う
。
不
要
な
公
共
事
業

へ
の
批
判
か
ら
広
が
っ
た
ト
ラ
ス
ト
運
動
な

ど
へ
の
対
応
や
、
公
共
事
業
概
念
の
拡
大
が

背
景
に
あ
り
、
そ
の
答
え
と
し
て
、
手
続
の

迅
速
化
と
土
地
収
用
の
対
象
の
拡
大
と
い
う

i
i
つ
の
方
向
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

政
府
提
出
法
案
に
あ
り
が
ち
な
縦
割
り
対
応

で
あ
る
。

一
公
共
事
業
と
土
地
収
川
法

土
地
収
用
法
は
昭
和
二
六
年
に
制
定
さ
れ

公共事業

た
。
恕
法
第
二
九
条
「
財
産
権
は
、
こ
れ
を

侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
第
一
項
）
が
、
「
正

当
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に

用
ひ
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
第
三
項
）
財
産
権

の
公
共
の
福
祉
の
た
め
の
制
限
に
基
き
、
公

共
事
業
を
進
め
た
い
が
地
権
者
な
ど
が
土
地

買
収
な
ど
に
応
じ
な
い
場
合
、
正
当
な
補
償

金
を
定
め
て
収
用
し
、
事
業
を
円
滑
に
進
め

る
こ
と
を
事
実
上
の
目
的
と
し
て
い
る
。

収
用
の
手
続
き
に
は
、
①
建
設
大
臣
ま
た

は
知
事
が
土
地
収
用
を
行
な
う
事
業
を
認
定

し
、
②
補
償
額
の
妥
当
性
に
つ
い
て
収
用
委

員
会
を
開
い
て
審
理
す
る
と
い
う
二
段
階
が

あ
る
。
引
渡
し
合
意
に
至
ら
な
い
場
合
、
行

政
代
執
行
に
よ
る
強
制
取
得
を
許
す
。
俗
に

「
強
制
収
用
」
と
言
わ
れ
る
の
が
そ
れ
だ
。

制
定
か
ら
半
世
紀
、
昨
今
、
新
規
の
ダ
ム
、

道
路
、
橋
、
港
酒
な
ど
の
整
備
の
必
要
性
が
薄

れ
、
人
々
は
、
こ
れ
以
上
の
ハ
コ
モ
ノ
の
公

共
事
業
が
本
当
に
「
公
共
の
た
め
」
な
の
に
な

る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
を
強
く
抱
き
、

税
金
の
使
い
道
、
住
民
参
加
、
情
報
公
開
、

自
然
現
境
の
保
全
と
い
っ
た
新
し
い
観
点
か

ら
個
々
の
事
業
を
見
つ
め
な
お
し
て
い
る
。

同
時
に
、
不
要
で
あ
る
と
考
え
る
公
共
事

業
を
阻
止
す
る
有
効
な
手
立
て
が
な
い
ま
ま
、

土
地
な
ど
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
業

を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
広
が
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
事
業
の
公
益
性
を
議
論
す

る
場
は
収
用
の
手
続
き
に
入
っ
て
も
な
お
な

い
。
結
果
的
に
、
本
来
、
補
償
額
を
話
し
合

う
場
で
あ
る
収
用
委
員
会
に
そ
の
権
限
外
で

世
論
か
ら
遺
い

土
地
収
用
法
改
正
を
考
え
る

ジャーナリスト

政野淳子

あ
る
公
共
事
業
そ
の
も
の
へ
の
批
判
や
公
益

性
へ
の
疑
問
が
持
ち
込
ま
れ
、
負
担
が
か
か

っ
て
い
る
と
い
う
の
が
改
正
の
―
つ
の
き
っ

か
け
だ
。

そ
れ
な
ら
ば
、
公
共
事
業
と
い
わ
れ
る
も

の
の
公
益
性
や
優
先
性
な
ど
を
計
画
策
定
段

階
に
遡
っ
て
総
合
的
に
是
正
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
た
ま
た
ま
シ
ビ
ア

な
形
で
ひ
ず
み
が
出
た
土
地
収
用
法
の
改
正

の
み
に
と
ど
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
今
回

の
建
設
省
の
動
き
で
あ
る
。

＿
手
続
き
の
迅
速
化

「
土
地
収
用
制
度
調
査
研
究
会
」
の
事
務
局

で
あ
る
建
設
省
建
設
経
済
局
総
務
課
長
補
佐

は
、
今
回
の
改
正
の
最
も
大
き
な
論
点
は
、

事
業
認
定
と
収
用
委
員
会
の
手
続
き
の
役
割

分
担
だ
と
い
う
。
研
究
会
の
議
事
要
旨
に
も
、

「
権
限
外
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
収
用
委

員
会
の
審
理
に
お
い
て
は
七
＼
八
割
が
事
業

計
画
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
批
判
に
終
始
し

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
本
来
の
任
務
で

あ
る
土
地
の
範
囲
で
あ
る
と
か
、
補
償
金
額

で
あ
る
と
か
に
つ
い
て
の
審
理
に
要
す
る
時

間
は
極
め
て
少
な
い
L

と
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
反
対
論
者
の
意
見
を
事
業
認
定

の
前
に
充
分
に
聞
き
、
そ
の
代
わ
り
収
用
委

員
会
を
す
っ
き
り
と
済
ま
せ
る
と
い
う
よ
う
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----------―ーーダ云爾題墓涎調返―------------------------

基本高水涼量と計画高水涼量 〈その 2〉

・・・苫田ダムを例にとって．．．

前号で基本高水流量や計画高水流量の意味と、それらとダム建設計画との関係を解説しました。基本高

水流量は 100年とか 150年とかに 1回の確率で来ることが想定される最大洪水流量です。洪水調節を行うダ

ムが計画されている河川の場合は、基本高水流量をダムで受け持つ分と河道で受け持つ分に分けます。後者

は河川改修で対応する分で、これを計画高水流量と言い、その流下が可能となるように堤防の整備や河床の

掘削が進められていきます。すなわち、

〔基本高水流量〕＝〔ダムの洪水調節堡〕＋〔計画高水流量〕

の関係になり、ダムが必要でなければ、 〔基本萬水流量〕＝〔計画高水流量〕となります。

ここで重要であるのは、基本高水流呈が大きく設定されれば、河川改修で対応する計画高水流量を基本高

水流量が上回って、洪水調節ダムが必要となってくることです。実際に、基本高水流呈が洪水流量の実績と

比ぺて過大な値に設定され、そのために、本来は不要なダム建設計画が進められている例が多々あります。

今回と次回は苫田ダムの建設が計画されている岡山県吉井川を例にとって、基本高水流堡が果たしている

役割とその虚構を検証してみましょう。

1.ダム計画の進行と符合する基本高水流量の倍増

吉井川では中流部の岩戸（和気町）が治水計画の基準地点になっています。岩戸の基本高水流量と計画高

水流量についての過去の経過は次のとおりです。なお、基本高水流量という概念ができたのは、昭和39年の

河川法改正からのことで、それまでは、計画高水流量だけでした。

昭和27年 吉井川水系改修事業の計画高水流量 5800立方メートル／秒

(39年河川法改正）

40年吉井川水系工事実施基本計画

基本高水流量（計画高水流量） 5800立方メートル／秒

(40年代苫田ダム計画が進行）

48年 吉井川水系工事実施基本計画の改定

基本高水流量 11000立方メートル／秒

計画高水流呈 7500立方メート｝レ／秒

上記のとおり、昭和47年までは基本高水流量は計画高水流量と同じ値、すなわち、ダムなしで（河川改修

だけで）洪水に対応できる治水計画でした。ところが、 48年の工事実施基本計画の改定により、基本高水流

量が一挙に倍増して11000立方メートル／秒となり、数字上は苫田ダムとその他の洪水調節ダムが必要とな

りました。理由は、それまでの計画が既往最大洪水流量をベースにしていたのに対して、 48年の改定計画は

150年に 1回の洪水流塁を想定したものに変わったということです。

しかし、いかに150年に 1回とはいえ、 11000立方メートル／秒という大洪水が本当に来るのでしょうか。そ

の疑問に対する回答は2.以降で述べることにして、上記の経過において注目すべきことは苫田ダム計画の

進行と相まって、 48年に基本高水流堡の倍増が行われたことです。それまでの吉井川治水計画では苫田ダム

等のダム群は不要ということになっていたのに、 48年の改定でダムがなくては洪水に対応できないという計

画に変わったのです。これは、苫田ダムをつくるための治水計画の改定であったことを示唆しています。

2.基本高水流量 11000立方メートル／秒の異常さ

前号で述べたように、基本高水流量は、 i. 100年とか 150年に 1回の最大降雨量（計画降雨量）を統計

計算、ii過去のいくつかの洪水に計画降雨量を当てはめて洪水流量を計算（洪水流量の引き伸ばし計

算）、iii．各洪水についての最大流量の計算結果から基本高水流量を選択、の手順を踏んで求めます（雨量

確率方式）。このうち、 iは客観性がありますが、ii、iiiは恣意的な要素が多々あります。

吉井川の場合、 iiでは過去のたった 5つの洪水だけについて計算しています。通常は 10以上の洪水につ

いて計算するものですから、随分手抜きの計算が行われました。ここで取り上げたいのはそのことよりも、

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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iiの計算そのもののおかしさです。計算の手法の問題点は次回に回すことにして、その計算結果と実綜値と

の乖離を見てみましょう。

図1の実組値0は年最大洪水流量が出た時の降雨量とその流量との関係を示しています。また、同図の計

算値▲と△は計画降雨量（285mm/2日） と、それを過去5洪水に当てはめて求めた最大流量との関係を示し

ています。実績値0は降雨量と最大洪水流量との間にある程度の相関関係がみられます。ところが、五つの

計算値のうち、三つ(10000立方メートル／秒以上の▲）は実績値0とはかけ離れた場所に位置しており、実績と

比べて異常に大きい流量が求められていることが分かります。その計算値の最大 11000立方メートル／秒が基本

高水流量として採用されています。計算の手法を吟味するまでもなく、同図は基本高水流量の算出において

随分と無茶な計算が行われたことを如実に示しています。

実績と乖離した計算を行って、それがあたかも科学的な計算であるかのように装い、ダムがなければ、大

洪水に対応できないとするのが河川管理者の常套手段なのです。
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吉井川の雨量と洪水流量 （実績は1961-19ア2年）
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計園降両量285

四 1

3SO 

3.苫田ダムは必要か？

図2の棒グラフは過去の実績洪水流量（年最大流量の観測値）の頻度分布です。実績洪水流量と比べて、

基本高水流量 11000立方メートル／秒が異常に大きい値であることは同図からも明らかです。前号で述べたよう

に、 100年とか 150年とかに 1回の洪水流量が本当は何立方メートル／秒であるかは、この実績洪水流量から統

計的に直接求めることができます（流量確率方式）。

吉井川（岩戸）について 150年に 1回の洪水流量を流量確率方式で求めると、約6700立方メートル／秒になり

ます。これは図 3に示すとおり、基本高水流量 11000立方メートル／秒よりかなり小さく、更に、河川改修で対

応する計画高水流量7500立方メートル／秒をも下回っています。このことは、河川改修さえ計画どおり実施す

れば、 150年に 1回の洪水に対応できることを意味しています。

要するに、吉井川においては河川改修さえ計画どおり実施すれば、大洪水に対応できるのであって、苫田

ダムの必要性は皆無なのです。 （続）

図3 吉井JIIの洪水流量
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苫田ダム住民訴訟の状況

I.協力鴫謝金返遍＂求訴111: .

◇ I 9 8 7 （昭和62)年6月

岡山地裁に塁訴原告21名

◇ I 9 9 6 （平成8)年 1'2月

判決．”求棄却．口頭弁論43回

広島高絃岡山支郎に控訴．控訴人 I2名

◇2000 （平成 I2)年6月22日

第6回口頭弁論

2.県広域水道企業団、出賣金、貸付金

陪求 訴訟

◇I 9 9 9 （平成 IL)年5月

岡山地鯰に提訴、

◇2000 （平成I2)年2月

第4回口頭弁論

4月、 5月、小法廷での準傭手院き

争点整理のため

（編集後記I
●苫田ダム事稟認定の取り消し訴訟が、 5

月 I7日提起された．

公共性も必要性もない苫田ダムを正iiiか

らとらえた住民訴訟がはじまった．この汲

判の原告団に地憎者の 3分の 1を越える 4

2 2人も参加したのは大変なことだ．

●遺餃省苫田ダム工事事務所は、ダム也設

工事に伴う用地補償協議と称して、土地共

打者の地権者宅を訪問 したり、苫話で日己

・の問い合せをしている．訪問先での破等の

手口のーにば、土地を免供者に返してあ；f

てください，土地奨供名に．返された工之

は．町に寄付すると言っている．など．土

地炎供者を使って地憎者の心をくすぐる祇

術を採つている．

●元々土地提供者と土地共有者の間に1：：：ヽ

渭与・売買契約が苔ばれており、土地を返

i原告団422人が

！ 岡山地裁へ訴状提出

5月 I7日午前 I0̀’、岡山地方裁判所玄

関前に、多くの褐這陣が待機する中、原告団

団長の矢山右作さんほか I3人が集合しまし

た．そじて、代理人の大石和昭、石田正也｀

則武透の三人〇弁護士とともに、．地紋へ 4
• ̀ こ

2 2人 の委任状を添え．訴状を提出しま

¥公;2ばん、公9y
I 0勾30分から．錢判所近くの岡山弁護

士会館で、原告団の記者会見がおこなわれま

した．会見には．矢山布作団長、谷川正彦副

団長．慣田悦子約1団長．武田英夫事務局長と

代理人の大石．石田．則武三人の弁護士が立

ち会いました．

席上．矢山さんはこれまでのたたかいのな

かで．苫田ダムは百苔あって一利ないことが

浮彫となった．t台水、利水でも必要がない．

そのうえ． 困境を破ばするダムに兵大な費用

をかける必要がない....:..こと を前提として今

回の絨判は、①公共事稟のあり方②地方自治

とのかかわり③人間の生き方にかわる問題と

して、歴史的な裁判としたい．と決意を述ぺ

ました．

事業認定取消請求事件とは
大石弁護士の説明

代理人の大石和閉弁護士が、 苫田ダム事；；；

認定取消訴訟の妻点について筏明しました．

口頭大石弁護士は、・岡山凩内をはじめ、全

国 28昴道府県から地II者の3分の lを迅え

3ー事業霞定取潜請求事件

◇2..0 0.0 （平成12)年5月 I7日

岡山地に提訴、原告42 2'la 

冑と『冒[I
ぁはあ正 の遵この のの曇
る使るか で＂と一 葛 各 道
こ用こつ あ十： に 定号 府
とナと合 るる 褐 をす濃
・る．鴫 こ烹げすぺ知

◇ 事棠認定の違法性を駿＃1で年っている

間にも、洩制収用手望きは進み、工事は連

んでいくとい・う今の法律は全くおかしいな

ものです． •こうしたことを変えていくのも

世白の力です． Uやめよ！徳山ダムJの編

集者近涵のり干さん）

す、返さないというよう な関保ではない．

ダムを阻止ナる手段としての土地共有で

ある。建設省は、百も承知していて少しで

も地権者を切り川すことで．強制収用への

地ならしをしているとしか思えない．

●建設省の対応も、長野知事時代の竺圧的

手法から、ソフトクッチな手口へ変わった

が、背後では強制収用のアイクチをつきつ

けている．人間の尊厳をふみにじっては1-:.

からない長野知事9年代と本質的には変わら

な,..

●土地共打運動Iさ百苫あって一~Iない苫

田ダム這氏の阻止が原点だ．真大な税金の

需駄這いと巨大な函稟廃棄物の出現を防止

し、本流にダムのない吉井川の清流と豊か

な目然を守るにはこの原点を忘れてはな

るまい， （N) 

r,'f 

る42 2人もの原告団参加者があったことに

改意を表すると述ぺました

訴訟相手は建設大臣と岡山県知事

事某認定取in:'求事件は、建紋大臣及び岡

山県知事に対して、苫Illダム達設工亨及びこ

れに伴う 工事に保わる土地収用法第20条の

規定に基づく事某認定は、これを取り消す．

といっものです．

収用法20条の認定は違法
収用法第20条の事案認定の要件は、次の

点で認められない． 従って．違法であるとい

うものです．

①事棠目的である治水の必要性が認められ

ない．吉井川の洪水防御I之．苫田ダムのみで

は不可能であり．上近ダム詳により初めて可

能となるものであるから、苫田ダムの根褐が

不明である．とくに、吉井）II中流域は、河川

改修が遅れている．洪水防淘には、河）企改修

河返整償を急ぐ必要がある｀

②苫田ダムの利水開発は、岡山市や津山市

らの市町村の水道事莱の経営を悪化させ、地

方財政に大きな負担を与えるものである．

③ダム遠設は、日然環境を破壊し、貸皇隕

であるクマタカ筍の大型猛食類の生息を困難

にする．

④苫田ダム建餃予定地の地質慣造1;、ダム

建餃には．危険であり、不適切である．

苫田ダム建餃の事菜認定は、こうした重要

な点を鳴慮、評価しておらず、収用法20条

に違反する違法な事菜認定処分である．と述

ペま した・大石弁護士は、最後に今回の訴訟

は．歴史に残る裁判としたい．と決意を

去明しました．

案そ禽糎聾塘否紐璽：
年会費：饂人 1口2千円 団体1口5千

島便振諄： l3 S-0 -5 -6 3 9 3 7 

加入者名．：苫田ダム住民訴訟を支える会

f、ユ

-30-

苫田ダム住民訴訟を支国する会ニュース 2 0 0 0年6月 I5日 必 3

古井川 Z.II:岨::ごZ霊：里の

事務兄 閾山市春日町5-5 (!ill山地区労内） t! (086) 2 3 2 -3 7 4 1 

3-Aヘ・ージhtt,,://一 3.ocn.r”ゃr．心必n/如u/t叩` ぶ心血

苫日ダムを正爾から問う裁判
土地の強制収用取消訴訟

不必要な苫田ダム這餃の事莱認定取り渭

しを求めて、起菜者である建投大臣 と岡山

県知事を相手に、地憎者からなる原告団 4

2 2人は、5月 l7日岡山地方裁判所に礎

訴しました．

苫田ダム構想から 43年、 この間国 ・県

は行政圧迫や札束攻撃で強引にダム達設を

ナすめてきました．そして．咋年 6月水没

地区内の居住者．地虐者を需視して、ダム

本体工事に着工し、今年の 3月土地の竺栢

収用に保わる事業認定を告示しました．

今回の r事業認定取消訴訟」の裁判は、

こうした地元の人とも話をせず、 一方的に

地方自治を需視してきた国 ・県の行政のあ

り方と真大な税金を使う苫田ダムの公こ性

と合理性を、正面から問う絨判となりますコ

中央床告団代表 ・矢山有作さん

歴史的な輯判に
俎逮鯰知退、観知野

5月・・告団屯鎗磁

引〇つづ9紐喰＊める

苫田ダ・ムを土・地収用法の適用対象事菜と

する認定は違法だとして、水没予定の土地

共有者を．中心に. 5月 14日その取り消し

を求める行政訴訟の原告団が岡山市の勤労

者濯祉センターで結成されました．
- - --—h -四た＂ば匹逗

屈が粒零齢--うミと9、 : f~I
R-
笞成総会では大石和昭弁護士が訴状の内

容にふれながら、f苫田ダム達R事某には

公共性がない、ここに焦点を当てた紐判に

したい！と訴えました．また原告団長に遺

ばれた矢山有作さんば f訴訟のあり方、人

間と自然の悶わり方を問う歴史的な絨判に

したいjと力強く決意表明しました．

40数年にわたる苫田ダム阻止の運動に

とって、まさに正念湯となるたたかいです2

なお、当日までに原告団に茎加申し込み

をしたのは42 0人ですが、引きつづき原

告参加を求めていく ことを霞認しました．

矢山さん以外の選ばれた役只は次の通り．

副団長 ：谷）11正彦 ・慣m悦そ・崎本敏干

事務局長 ：武田英夫 ＼ 

If研3鴎ょ

喝冨竺塁
きれいな水・豊かな自然を

I 9 5 7年 11月、苫田ダム建餃計涵を

新聞報這で知ってから、奥檸町は町をあげ

て反対運動に立ち上がりました．これに対

し、県や国は、問答燕用と 3人の町長が辞

任せざるを得ないような地方自治蹂躙の行

政迫を加え、他万、水没予定地内の住民

に対しては、人間の尊鐙を踏みにじるよう

なIt束攻零で、ダム容認を撞綱し、終に，

9 4年8月奥津町地域板異計両と引き答え

に、町にダム建設を認めさせました。この

暴拳こそ、逆に苫田ダムの必要性のなさ．

公共性のなさを証明していると思いま九

私たち原告団は、 一致団結して事英認定

取消訴訟をたたかい｀苫田ダム阻止をかち

とるとともに、強権を掛ってまで．人の生

活と自然を破壊してはばからぬ土建国家日

本の公共事某の実態を快り出す歴史的裁判

にする決意です．

きれいな水と喪かな自然の保全に関心を

お符らの行さんの御支援を心からお関い申

し上；fます．

苫田ダム違設事菜の

零哀認定取in訴訟原告団

団艮 矢山百作

f•3 
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負
料
二
十
人
。
「
薔
ダ
ム
の
あ
り
方
国
の
に
に
を
収
、
手
設
る
と

m
用
す
を
~
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~
匹
圭
兌
（
七
名
塁
阻

を
た
だ
し
、図
の
公
共
塁
へ
の
姿
勢
を
問
い
た
い
j
と
訴
え
た
。
一
刀
、
中
碧
迎
め
る
辺
設
名
中
国
地
社
哉
闊
は
一
市
~

息

し

て

は

、

ほ
か

の

地

お

一

人
、
岡
山
地
区
労
亭
在
わ
っ
た
。

石
罠
を
無
祖
し
た

哭

認

器

公

共

性

、

，

＇

団

し

た

結

果

j

と

し

て

塁

姦

け

る

奇

治
水
・
利
水
に
疑
問
叫
叫
討
叩
翡
間
直

翡

後

、

原

裔

醤

山

市

"
h・』"[
国
「適
法
か
つ
適
正
」

＿
ス
ト
ッ
プ

・
ザ
・
苫
田
ダ
ム

の
会
l

f
t
衷
の
矢
山
育
作
さ
ん

（
t
忌
竺
翡
省
や
県
は
、
町
児
訴
を
受
け
て
注
設
省
中
国
と
し
た
う
え
で

=-8四
年
木
部
念
与
は
提
訴
に
つ
い
て

や
地
元
住
民
を
庄
迫
し
な
が
地
逹
は
談
話
を
発
表
し
た
．
度
の
ダ
ム
完
成
を
目
指
し
て
必
「
訴
訟
の
当
事
者
で
な
く
、
コ

ら
、
王
を
強
紺
器
て
き
「
足
翡
ま
こ
と
に
残
念
。
認
要
な
手
訊
き
を
取
り
、
a
r
o
o
的
メ
ン
ト
す
る
立
9
に
は
な
い
。

を
と
摺
滴
．
今
浚
、
地
方
定
は
事
業
の
公
益
性
、
必
顎
性
な
団
氾
取
間
を
進
の
て
い
く
j

亭
稟
認
定
自
体
に
は
間
四
は
な

田
政
や
自
然
環
閲
と
の
か
か
を
、
適
法
か
つ
辺
正
に
判
断
し
と
g
関
し
た
。
い
、
と
受
け
止
め
て
い
る
j
と

わ
り
も
含
め
て
問
四
点
を
明
た
結
果
た
と
認
m
し
て
い
き
ま
た
、
口
の
中
島
幹
一
•
土
話
し
た
。

ら
か
に
し
て
い
く
と
去
明
し

た
。支

す
る
含
f
u
昭
弁
士

は
、
訴
訟
の
争
点
は
可
兵
そ
の

も
の
の
怠
味
だ
と
強
g
.
―
苫

田
ダ
ム
亭
g
に
公
益
性
、
合
埠

牲
が
な
い
こ
と
を
科
学
的
に
証

明
し
て
い
く
l

と
印
っ
た
。
原

効
で
、
ダ
ム
の
初
来
は
少
な
い

②
水
需
哀
は
横
ば
い
で
、
新
駁

利
水
の
必
茨
は
な
い
⑤
口
醤

も
合
め
多
な
生
物
が
生
怠
す

る

自

然

阻

墨

累

あ

る

④

慇

房

地

嬌

は

地

震

災
窟
誓
る
恐
れ
が
あ
る
、

巌
収
用
法
に
森
つ
く
適
川
迎
性
が
あ
る
か
と
う
か
だ
．

こ
と
を
苓
げ
て
い
る
。

対
象
悶
の
認
定
取
り
消
し
行
堕
唇
公
益
性
が
な
い
田
四
つ
の
開
は
、
ダ
ム
を
達

骰

訟

の

1点
は
、
向
法
の
四
四
と
し
て
①
治
水
で
は
河
巖
設
す
る
恵
義
を
問
い
直
す
お

用
要
件
と
さ
れ
る
公
益
性
や
合
峰
竺
の
洪
水
対
漬
の
方
が
打
に
な
り
そ
う
だ
i

――
-i

m-=↓

u
u蘊

1

1
ー

ー

！

ー

一問夕
いム
直建
す設
もの
の意
に義
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述股省苫Illダム Dlf.事務所

所艮塚J爪浩一 様

2000年 7月28日

苫田ダムに反対する土地共有者の会

代表 由比浜省吾

租 た ちはあくまで苫田ダム事業に反対である

全国で大型公共事業への批判が麻まるなか、苫田ダムを巡っても、

紐設省と反対派住民との公開シンポが訛続して開催 されるなど、苫

nIダムを巡る繕論が行なわれている最中である。

また、苫田ダムの事業認定の取り消しを求める裁判も始まったばか
りである。

しかし建股省は、昨年、本体工事を強行し、今年 3月には事業認定

をした。さらに、 最近は「共有者」への強権的な戸別訪問を行って
いる。

こうした、建設省の態度は百柄逍断であり、ただちに中止・撤回を
求めるものである。

記

I. 卸 Iダム建股叶両は、全ての而で無駄であるばかりでなく 、布 布

である。ただらに計画を中止すること。

2.建設省9哉員による人権侵害につながる土地共有者への戸別訪r:!l
に抗諾するとともに、今後は中止すること。

3. 現在、「苫Illダム事業認定取り消し」を求める裁判が始まり、苫

田ダムの公共性を巡る培論が戦わされようとしている。 裁判の結

論が出るまで「事業認定Jを取り消すとともに、本体工市を中JI:
すること。

紅
反
対
を
中
し
人
れ

呻
臼
し
、
憚
事
務
所
長
へ

0

澤＇ぷ叩

B
.

奥
津
町
の
苫
田
ダ
ム
建
股
め
た
。

に
反
対
す
る
地
権
者
ら
が
二
由
比
浜
代
表
が
、

「治
水
、

十
八
日
、
津
山
市
小
田
中
の
利
水
効
果
の
両
面
か
ら
も
短

蒼
設
省
苫
田
ダ
ム
工
事
事
籾
問
だ
。
計
画
自
体
に
無
哩
が

叫

所
の
塚
原
浩

一
所
長
に
「
あ
あ
っ
た
一
と
し
た
う
え
で
、

く
ま
で
苫
田
ダ
ム
事
業
に
反
▽
苫
田
ダ
ム
建
設
計
画
は
、

対
」
と
し
た
申
入
書
を
手
渡
す
べ
て
の
面
で
無
駄
で
あ
る

し

た

。

ば

か

り

で

な

く

有

害

だ

▽

人

「
苫
田
ダ
ム
に
反
対
す
る
梱
侵
害
に
つ
な
が
る
土
地
共

王
地
共
有
者
の
会
」
の
由
比
有
者
へ
の
戸
別
訪
問
に
抗
暉

蚕
省
吾
代
衷
ら
＋
一
人
が
同
す
る
と
と
も
に
中
止
す
る
こ

事
務
所
を
訪
れ
、
今
月
＝―
-
日
と
▽
事
業
認
定
取
り
消
し
を

付
で
赴
任
し
た
塚
原
所
長
に
求
め
る
裁
判
の
結
論
が
出
る

改
め
て
ダ
ム
建
設
反
対
の
意
ま
で
本
体
工
事
を
中
止
せ
ょ
一
読
み
上
げ
、
塚
原
所
長
に
手

嬰
祟
し
、
建
設
中
止
を
求
ー
ー
な
ど
と
し
た
申
入
●
を
渡
し
た
。

ヽ` ・マ喪

塚原所畏QE)にダム反対の申入●を手渡す地檀考ら
~ ~ 

迫
8
ゴ
ス
ト
ッ
プ
り
ザ

・

苫
田
ダ
ム
の
会
」
の
矢
山
有

作
代
表
は
、

「
土
池
共
有
者

に
土
地
譲
渡
を
言
う
な
ら
先

に
、
強
制
収
用
が
明
ら
か
な

事
業
認
定
を
取
り
消
す
べ
き

で
、
姿
転
御
だ
」
と
抗
識

し
た
。塚

原
所
長
は
、

f
工
事
は

予
定
通
り
進
め
る
。
戸
別
の

お
顧
い
は
迷
惑
が
か
か
ら
な

い
よ
う
に
配
慮
し
、
続
け
て

い
か
ざ
る
を
得
な
い
。
事
業

認
定
に
は
、
あ
く
ま
で
も
協

力
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
誠

意
を
も
っ
て
お
顧
い
し
て
い

く
」
な
ど
と
し
て
い
る
。
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JII辺JIIダム問題の現状
子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会

西田陽子
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●球磨lII漁協、 lII辺lIIダム推進派が補

償交渉委員会設置を求め臨時総代会開

催ヘ
球磨川漁協の同意が得られないため、建設省

は昨年度の本体着工を断念しましたが、漁協の

中の一部のダム推進派は、執拗に球磨川漁協に

対して「理事全員の解任」と「補償交渉委員

会」の設置を求めて臨時総代会の開催を要求し

てきました。しかし、良識派の理事・監事は

「ダムによる損害は漁民一人一人であるので、

個人の財産権を侵害するようなことを一部の組

合員だけしか出席しない総代会では決められな

い」ということで開催を拒み、監事も理事の姿

勢を支持してきました。

大蔵省の概算要求の期限を 8月に控え、建設

省も川辺川工事事務所のみならず、九州地方建

設局から担当者が出向いたり、流城の市町村長

で構成している川辺川ダム建設促進協議会（会

長・福永浩介人吉市長）が何度も漁協に赴き、

建設への協力を要請し、さらに漁協内部の推進

派は力ずくで反対派を切り崩そうと躍起になっ

ていました。

その結果、 8月11日の臨時理事会では反対派

だった 2人が臨時総代会開催賛成に廻り、遂に

9月1日に臨時総代会の開催が決定してしまい

ました。

建設省がこの時期、建設推進に躍起になるの

はわかりますが、ダム建設で損害しか被らない

はずの漁民がダムを認めるような「補償交渉委

員会」の設置に躍起になり、いかにも「ダムを

早く造ってくれ」と言わんばかりの行動を取る

ことは理解に苦しみます。これは、漁協の役員

ではなく、漁協に入り込んだ利権に群がる人た

ちがいるということの証しです。

本来ならば水産振興を目的とする熊本県漁政

課は、ダム建設は水産振興に逆行するはずであ

るのに、ダム推進派の肩を持ち、 「理由はどう

であれ、総代会請求の手続きが合法であれば総

代会を開くよう」臨時総代会開催の勧告を出

し、それを推進派が利用して反対派理事への糾

弾の材料に使ってきました。 8月8日に反対派

理事らが熊本県漁政課を訪れた際には、水産庁

から「補償交渉の締結にあたっては、全員の同

意を得るように」という通達が出ているにも関

わらず、県漁政課は「水産庁の通達は尊重する

が、そのような指導はしない。漁民同志で話し

合うように」と述べるなど、水産庁通達を軽視

した発言を行いました。 8月2日には東京で漁

業権、主に「補償を受け取るものは誰か」につ

いて建設省のヒアリングが行われ、この中で建

設省は矛盾をさらけ出してしまいました。も

し、補債を受けとるものが漁協であるなら、補

償は漁協の赤字補填に使われようと構わない

し、配分についても出資金に従って配分される

はずですが、実際はそうはなりません。補償金

は漁民の漁業との関わりによって配分されるの

です。建設省も補償金の算出は「漁民の被害を

調査して」と認めたにも関わらず、その点を突

かれると、 「意味がわからない」 「担当が違

う」と逃げ、矛盾を認めようとせず、参加者に

は建設省の無責任ぶりがよく理解できた筈で

す。

球磨川漁協の一部の理事、総代、組合員の国

家権力に対する戦いはまだまだ続きます。他県

から稚アユを買って放流することを拒み、地元

の天然アユのこだわり放流を続けてきたこの球

磨川・川辺川の漁民を支え、市民も協力しなが

ら川を守っていきたいものです。

●lII辺lII利水裁判、判決圃近！
「川辺川ダムからの水はいらない」と対象農

家4000戸のうちの 20 0 0人以上の農家が

農水大臣を相手取り 96年から熊本地裁で争わ

れている「川辺川利水裁判」は 3月10日に結

審し、判決が 9月8日に迫っています。原告団

では「公正な判決を求める要望書」と「農水大

臣に国営川辺川総合土地改良事業変更計画の中

止を求める要求書」の署名活動を展開し、 1万
人以上の署名を熊本地方裁判所に提出しまし

た。また、裁判に加わっていない受益農家から

も土地改良事業に「参加の意志はない」とする

辞退届が相次いで出され、その数は 53 9人に

上り、川辺川土地改良事業がいかに不要な事業

であるかがおわかりだと思います。
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判決前夜／門前／東京／現地集会は以下の予定

になっています。是非みなさまのご支援をお願

い致します。

【判決前夜集会】 9月7日（木） 18:30~

熊本市青年会館

【判決門前集会】 9月8日（金） 9:20~

熊本地方裁判所前 ※判決は10:00から

【裁判報告東京集会】 9月8日（金） 18:30~
文京区民センター

※盟水省前では終日宣伝行動を行います。

【現地報告集会】 9月10日（日） 18:00～ 人
吉カルチャーパレス

●本の紹介
岩波ブックレットNo.516

誰のための公共事業か

―熊本・川辺川ダム利水裁判と農民——
高橋ユリカ著

定価440エン＋税 ISBN-00-009216-2 

発行：岩波書店 2000年8月18日発売

川辺川ダム・利水事業をめぐって対象農家4

000軒の過半数を超える 2000人以上が原

告団に参加して起こした裁判。この裁判を通し

て、農水省構造改善局が計画している無駄な土

地改良事業がいかに強引に進められようとして

いるかが明らかにされました。裁判にいたるま

での経緯や、多くの農家の具体的な陳述などが

盛り込まれたルポルタージュになっています。

熊本の皆さんの努力によって、川辺川利水裁判

が、全国の土地改良事業見直しのきっかけにな

るのではないでしょうか。

●建設省・環境保全報告書に多くの市

民団体が抗議
建設省が「環境アセスに準じた調査をしてい

る」として公表した『川辺川ダム事業における

環境保全への取り組み』に対し、数々の市民団

体から意見書や質問書を郵送。 8月5日に専門

家を交えて開かれた「市民による『川辺川ダム

現境保全報告書』検証会」において調査項目の

漏れや疑問点が多数指摘され、批判が続出しま

した。市民団体では連名団体を募り、合同で建

設大臣などに再調査を要望することになりまし

た。

●潮谷熊本県知事と環境アセスメント
当選直後に「川辺川ダムに環境アセスメン

ト」発言をした潮谷熊本県知事ですが、発言後

すぐにトーンダウンしてしまいました。建設省

が発表した環境保全報告書に対しては自ら九地

建に赴き、川辺川ダム事業における環境調査の

継続と保全対策を要望し、項目の中に「球磨川

漁協と話し合うこと」や「環境保護グループに

クマタカ調査の説明をすること」などを謳うな

ど、前知事と比べれば画期的な申し入れを行い

ました。しかし、その後建設省が「（クマタカ

に影響を与えると予想される）原石山の採取を

最小限に押さえる」という回答に「満足」と答

えるなど納得できない面もあります。潮谷知事

に対しては引き続き川辺川ダム問題を知らし

め、働きかける必要があります。 「市民派」の

知事だけに、世論を盛り上げ、知事をその気に

させることが重要です。

環境アセスメントを求める国会請願は目標を

1 0万人とし、引き続き活動を継続中です。是

非ご協力をお願い致します。

tel&fax: 096-349-8090 e-
mail:yokon@ab.mbn.or.jp西田陽子

●クマタカ調査グ）トープ、建設省と継

続的な情報交換に。
1996年から川辺川ダム予定地周辺のクマタカ

調査を続けてきた熊本県クマタカ調査グループ

は8月7日に川辺川工事事務所を訪れ、建設省

の調査との食い違いについて情報を交換し合う

ことを確認しました。当初、建設省は調査グル

ープとのクロスチェックを否定していました

が、急逮こういうことになった背景には潮谷知

事の要望（上記参照）があるとの見方もありま

す。建設省が民間の調査グループとの協議に応

じるのははじめてということで画期的な試みで

す。（財）自然保護協会の横山隆一常務理事は「ど

ちらの判断が望ましいのか世の中の人に決めて

もらう」と述べています。

= *= * = * = *= * = Citizens for Saving the 
Kawabe =*=*=*=*=*=*= 

子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る
県民の会

862-0926熊本市保田窪2-3-57
tel&fax:096-349-8090 

県民の会HP
< http://kawabe.technologic.eo.jp/> 
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川郡IIダム建設に絡む漁業補償問臨なとをテーマ1こ
問かれた窓只交換会＝東京・永田町の国会；n口 会 館

川辺川ダム

晴
呻
認
意
見
分
か
れ
平
行
線

漁
業
補
償
で
論
議

る
ぺ
き
だ
」
と
贔
。
こ
れ
に
一

対
し
、
紐
股
百
叩
は

「邸
菜
補

旧
は
共
同
邸
菜
枡
の
泊
滅
に
対
一

す
る
も
の
で
、
共
同
邸
菜
枷
を

も
つ
罰
協
が
対
釦
に
な
る
」
と

反
論
。
一
時
血
半
余
リ
綸
諏
し

川
辺
川
ダ
ム
建
設
に
反
対
し
た
が
、
平
行
線
の
ま
ま
だ
っ
た
。

一

て
い
る
「
子
守
唄
の
里

・
万
木
邸
菜
椛
の
強
制
収
田
岡
図
も
テ
｀

を
育
（
は
ぐ
く
）
む
研
流
川
辺
ー
マ
に
挙
げ
て
い
た
が
、
時
問

川
を
守
る
東
京
の
会
」

｛代
表
切
れ
で
忘
兒
交
換
で
き
な
か
っ

・
大
石
武
一
元
図
況
庁
艮
官
）
た
。
個
人
の
立
均
で
出
席
し
た

は
i一
日
、
束
京
・
永
田
町
の
国
塚
本
昭
司

・
同
邸
協
郎
ホ
宮
3

会
議
口
会
館
で
、
同
ダ
ム
建
設
ー
八
代
市
1
1
は
「
邸
菜
補

m-

に
絡
む
邸
菜
姉
団
な
ど
に
つ
い
つ
と
っ
て
も
、
入
リ
ロ
で
食
い

て
怠
兄
交
換
会
を
開
い
た
。
迎
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、

邸
菜
補

m閥
図
に
昨
し
い
熊
な
ぜ
建
設
省
は
強
制
収
用
な
ど

杢

規

明

治
大
教
授
を
は
じ
と
い
う
言
菜
を
出
し
て
く
る
の

め
中
村
敦
夫
参
院
議
阻
ら
国
会
か
。
邸
協
と
の
侶
頼
関
係
が
で

議
只
四
人
、
建
設
省
、
球
昭
川
き
て
い
な
い
」
と
同
白
へ
の
不

漁
協
組
＾
員
ら
引
約
二
十
人
が
脳
を
訴
え
た
。

出
席
し
た
。

熊
本
教
授
は
「
共
同
邸
棠
椛

は
入
会
梱
と
同
じ
で
組
合
只
個

人
に
屈
し
、
断
菜
補
g
も
邸
協

で
は
な
く
邸
民
個
人
が
受
け
取

％ 
算文日

材
を
削
る
山
）
の
役
割
を
め
ぐ

リ
、
「
ク
マ
タ
カ
の
屯
袈
な
え

さ
均
」
と
屯
視
す
る
氏
間
調
西

グ
ル
ー
プ
と
「
ク
マ
タ
カ
の
行

動
の
外
緑
部
で
影
四
は
小
さ

い
」
と
す
る
固
巾
務
所
と
の
問

9沼

川

丁

中

事

務

所

で

も

初

め

て

。

で

見

解

が

担

反

し

た

。

間
報
交

扉
本
県
内
の
ク
マ
タ
カ
馨

省

こ
の
涸
査
グ
ル
ー
プ
は
、
口
換
で
は
、
ど
ち
ら
の
分
析
が
正

グ
ル
ー
プ
は
七
日
、
同
県
相
良
、

几
又

然
瞑
怒
掴
計
や
日
本
野
烏
の
右
E

し
い
か
が
媒
点
と
な
る
。

丘
木
両
村
の
川
辺
川
ダ
ム
建
設

＿＿―-口

会
の
会
只
な
ど

1
―
一
人
で
構

共

金

尾

健

司
・
闊
務
所
貶
は

羞
地
周
辺
に
生
皐
る
絶
皿

建

を

「薗

馨

の

履

デ

ー

タ

の

危
ぐ
郁
の
ク
マ
タ
カ
保
懇
っ

と

川

辺

川

ダ

ム

タ

揺

が

出

れ

ば

、

骨

の

や

リ

い
て
、
互
い
の
凋
査
デ
ー
タ
1u
*
中

-

,
1
1
1
し
も
あ
り
得
る
」
と
柔
軟
な

突
き
合
わ
せ
な
が
ら
硝
報
交
換
成
。
日
本
自
然
保
護
協
会
と
合
ゞ
姿
勢
を
示
す

―
J
j
、
原
石
山
の

忍
拐
扉
続
叩
に
設
け
る
こ

匝

l
a
J
で
、
四
年
前
か
ら
川
辺
川
タ
一
プ
愚
の
可
能
性
憐
定
。
日
ム

宅
合
忌
し
た
。
曰
杢
口
腐

護

ム
予
罷
周
辺
の
ク
マ
タ
カ
の
杏
一
日
然
保
渡
協
会
の
横
山
隆
砥

隈
協
会
に
よ
る
と
、
建
設
省
と
生
忠
調
査
を
続
け
て
い
る
。

訊
務
狸
平
は
「
ホ
実

（糾
査
デ
ー

嘉
羅
団
体
が
、
ダ
ム
平
栗

伯

川
辺
川

T
r
n＄
務
所
は
六
初

夕
）
負
有
し
た
う
え
で
、
と

を
め
く
る
ク
マ
タ
カ
な
と
の
猛

然

r
J
、
ク
マ
タ
カ
調
査
の
結
墨
と
碑
ち
ら
の
判
断
が
1
し
い
な
箭

き
ん
類
阻
幽
に
つ
い
て
継
続
的

白
口

発
表
し
た
が
、
ダ
ム
予
定
地
近
の
中
に
問
う
形
に
な
る
だ
ろ

な
術
報
交
換
を
行
う
の
は
全
国

イ
の

「原
石
山
」
（
タ
ム
の
骨
う
」
と
話
し
て
い
る
。

．．．．．．．

．．．．．．．．．

．．．．．．
．．．．．．．．
．．

．．
 

．．．．．．．．．．．．．．．．．
．．．．．．
．．． 
、
．．．．．．．．．．．．． 
・
 

球
磨
川
漁
協

八
代
市
部
会
、
下
球
聡
部
会
卜
九
人
）
の
ム
分
の
．
以
上
が
、
開
催
権
の
あ
る
理
巾
会、

を
中
心
と
す
る
タ
ム
容
認
派
に
あ
た
る
＝l

．百
丘
卜
几
人
の
監
巾
会
が
拒
否
c

-

)

の
た
め

の
組
合
只
が
七
日
、
ダ
ム
廷
署
名
を
添
え
て
お
り
、
屈
陥

七
月
か
ら
署
名
集
め
を
し
て

ダ
ム
容
認
派
が

総

会

開

催

請

求

設

に

伴

盆

妥

餓

斐

渉

委

協

は

チ

ェ

ッ

ク

後
、
器
嬰

い
た
。
定
改
で
は
、
詣
靡

態
省
の
川
辺
川
タ

ム

計

蓼

の

設

四

な

ど

を

諮

詈

る

か

ど

嘉

詞

熔

。

受

理

さ

れ

れ

ば

、
一
手
日
以

両
（
熊
本
阻
相
良
村
）

を

め

す

露

闘

裔

嬰

同

漁

容

認

派

は

、

総
会
に
代
わ
内
に
臨
闊
答
を
招
渠
し
な

ぐ
り
、
川
辺
川
の
漁
菜
権
を
協
に
詔
求
し
た
。
謂
求
に
必
る
臨
時
総
代
会
（総
代
百
人
）
け
れ
ば
な
ら
ず
、
理
市
会
の

持
つ
球
隔
川
漁
協
の
う
ち
、
要
な
正
組
企
図

（
千
ヒ
百
万

開
催
を
再
i．一
求
め
て
き
た
判
断
が
注
目
さ
れ
る
。

％ 而日爪
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朝日

叫......__U防胚響罪紺[I"呂直

建
設
省
が
進
め
て
い
る
隈
本
叫
の
i
l
l
J
I
I
ダ
ム
建
股
に
か
ら
ん
で
、
流
域
の
球
四
川
漁
協
内
部
で
、
ダ
ム
笠
成
派
と
反
対
派

の
対
防
か
厳
し
さ
を
J
M
し
て
い
る
。
ダ
ム
本
体
打
工
へ
の
ほ
後
の
関
門
と
な
っ
た
建
設
省
と
の
総
杏
補
旧
交
渉
を
め
ぐ
っ
て、

翔
撒
が
函
協
内
で
の
多
数
決
で
決
め
ろ
」
と
主
張
す
れ
ば
、
反
対
派
は
函
協
に
は
補
旧
問
図
を
決
め
る
櫛
限
は
な
い
J

と
抵
抗
。
双
j
i
の
主
張
の
恨
既
に
は
「
懃
菜
櫛
は
だ
れ
の
も
の
か
」
と
い
う
、
法
打
界
で
も
口
術
の
分
か
れ
る
問
図
が
横
た
わ

っ
て
お
り
、
両
派
の
攻
防
は
商

mに
は
決
苫
し
そ
う
に
な

い

。

（

騎

説

委
貝
・
池
見
哲
司
）

反
対
派

裁
の

「狐
協
の
も
の
」
と
の
判
ー
数
決
で
凹
肱
闊
3

を
抑
し
切
り

例
を
炭
JIJし
、
総
代
会
で
の
多
た
い
名
え
。

「
漁
業
権
は
漁
民
の
総
有
」
我

妻

教
授
説
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ヨ

を
と
．
叩
炉
恐

ゃ
代
阿
皿
晨
、
通
郎
の
付
け
科
え
月
部
良）
c

一

限
財
政
に
頂
い
負
担

谷
料
闘
．
〈
＇
の
段
隋
で
は

i

な
ど
本
体
以
外
の
J

mは
完
成
に
近

切
議
凶
に

h
て
い
な
い
9

と
叫
門
づ
い
て
お
i
J
‘
叫
在
辿
行
形
の
市
某
」

た
だ
今
後
、
賠
酎
課
叫
と
し
て
論
贖
と
説
明
す
る
が
、
褐
均
の
エ

Tnm籾

几
地
紐
に
よ
る
と
、
同

m業
の

匹

出

揺

択

）
し
、
が
士
ハ
年
の
さ
れ
る
可
庫
性
ま
で
は
否
定
し
な
所
サ
イ
ド
で
は
「
自
民
党
内
で
ど
ん
辿
ち
ょ
く
平
は
巾
爵
ペ
ー
ス
で

完
成
羞
だ
っ
た
。
そ
腐
、
甲

成

い

。

な

議

論

が
あ
っ
て
い
る
の
か
、
全
く
五
丘
％
。
十
年
度
ま
で
に
段
じ
た

ト
年
ま
で
i
直
に
わ
た
リ

旧

圃

変

史

分

か

ら
な
い
」
と
不
安
も
の
ぞ
か
せ
翌
荘
壬
―
―酉
十
る
情
を
超
え
ー

自
信
の
中
に
も
焦
り

る。

し
、
完
成
予
定
璧
卜
年
に
c

帖

果

る

。

と
し
て
、
今
回
の
罹
外
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
建
殴
省
幹
部
は
本
体
忠
工
の
か
ぎ
と
な
露
濶
川

肌

負
担
分
は
約
五
百
↑
闘

し
か
し
、
小
蒻
は
当
初
の
約
七

＇

眼
知

T
が
加
結
を
1
に
し
た
中
師
干
巖
と
の
閥
交
渉
に
は
入
れ
な
い

で
、
半
分
近
い
言

八
虞
g
円
が

六
倍
の
二
千
六
百
五
十
偲
1
に
膨

れ

拓
、
住
民
投
匹
が
で
邸
閲
市
民
が
反
対
ま
ま
。
昨
年
度
初
め
て
予
算
化
さ
れ
支
出
済
み
。
し
か
し
、

m政
雙

花

点

夕

っ

た

。

し

た

古

野

川
可
動
堰
と
役
辿
い
を
強
た
本
体
上
市
代
の
五
偲
円
は
繰
リ

越

に
取
リ
糾
ん
で
い
る
眼
に
と
っ
て
、

腿
行
政
に
昨
し
い
同
党
職
目
は
調
。
「
川
辺
川
ダ
ム
は
百
と
し
て
、
さ
れ
、
木
年
ぼ
分
と
合
わ
せ
て
十
g
爪
い
只
担
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。

「川
辺
似
ム
が
見
肛
し
対
象
に
な
兄
直
し
が
必
痰
と
考
え
て
い
な
い
」

円
は
未
消
化
。
来
年
ぼ
予
群
概
罫
袈

「小
架
毀
が
今
後
血
え
る
よ
う
な

る
わ
け
が
な
い
。
当
初
町
刺
か
ら
―
＿
一
と
断
―回す
る

。

求

が

今

月

末

に

迫
る
中
、
「
時
間
を
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
と
シ
ピ
ア
な
議

十
数
年
た
つ
と
は
い
え
、
棚
加
し
て
九
州
皿
力
股
同

（九

翡

）
の

無
墜
に
毀
や
し
、
こ
れ
以
上

m架
四

論
を
せ
さ
る
を
閲
な
い
」
と
叫
皿
域

き

た

閾
。
地
元
の
強
い
翡
も
あ
田
月
達
也
河
川
部
良
は
「
移
転
補

m
を
見
直
す
わ
け
に
い
か
な
い
」
（
屯
政
策
問
建
設
省
に
は

「速
や
か
な

尖
印
と
虹
担
の
縮

、

球
闊
へ
の

m大

め
て
い
る
」と
詰
す
。

L
長

期

化

と

負

担

増

懸

念

限

の
薗

屈

＜
求

万

、
一1
日
に
自

組
し
た
巾
民
団
体
の

員
世
論
の
盛
り
上
げ
決
意

旦汀ロ

・

メ
ン
パ
ー
は
「
感
習
よ
か
っ
た
。

暫
“

S

5
4

・

ル

田

地
元
の
開

は

よ
く
通
じ
た
と
忠

ネ
競

う
」
と
評
価
す
る
塁
、

「結
閻
、

h
 

:

‘

J

9

.

2
厨

自
分
た
ち
贔
手
に
判
断
邸
嬰
っ

ふ・
9

1

r

:

'
●

路
相
く
リ
、
予
勾
配
分
を
見
摩
形
式
的

、

：

．．
 
，
窯

＾
こ
芦
＇

瓜

、
な
も
の
」
と
忍
め
た
見
方
に
分
か

．

で

燐

．

サ

日

1
t．

うヽ

デ｛
、

仮
20

れ
る
。

＇
と
月

た
だ
、

「こ
れ
ま
で
敵
と
し
か
兄

l
、̂
.‘

.

↓

`

A

9
"

地

7

}
:
・
A
 .. ‘

"

'冒．

遥
ぉ

え
な
か
っ
た
自
民
党
と
話
を
し
、
地

は`
‘

・

予

元
の
区
刃
を
示
せ
た
の
は
人
き
い
。

竺

ふ

定

―

―

・・4
．
ド
、
総

ぷ

．
設

粘
リ
強
く
迎
動
を
続
け
れ
ば
、

111

l

i

b

限

似

の

中

湘

工

拓

や

徳

烏

肌

の

．

‘，t,

弄

，
＂
ぱ
・

冷

＇
の
何
と
か
な
る
の
で
は
。
今
後、

血

斤

古
野
川
可
動
堰

（ぜ
き
）
が
議
凶
に

．
．
 
＂．＂
々
・
建

心

べ`
心
，
ム

叫

レ
ペ
ル
で
も
多
叩
府
J
I
J
が

血

上
る
な
か
、
両
闊
扁
ぷ
念
公

浜

.

,-

5

か
か
る
こ
と
を
知
っ
て
し
ら

皿

翡
究
の
川
辺
川
ダ
ム
に
も
江
日
が

．や
＃

靡

る
が
、
と
の
福

に
閲

て
は

＾

臣

：

J

I

ロ

ま

賢

」

昭

和

四

十

が

に

叶
圃

，i

g

二

[

g

亡

汀

『

鱈

彗

[

、
．

魯

i

べ＇

に
し
て
い
る
。

覧

几

じ

年
に
枯
本
肝
圃
を
第
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籠山ダム周麗の現状

徳山ダム建設中止を求める会近藤ゆり子

1. 「無駄な公共事業の中止」 • •徳
山ダムが焦点に？
くもうできない、バラマキ公共事業＞

600兆を超える財政の借金を抱え、無駄な

公共事業に投資し続けることは将来の世代を破

滅に追い込むことになる。このことは国民一般

の共通な認識となった。これまで、無駄な公共

事業をなりふりかまわず推進してきた自民党で

すら、公共事業の見直しを言い出した。現時点

で着工されていない事業、凍結中の事業は、中

止へと大きく踏み出すことのなるだろう。

しかしこのことは、止めたくない事業を強引

に押し進めるためであるとも言える。現段階で

は、全戸移転・廃村となって久しい徳山ダム建

設事業は、 「何があっても進める事業」にリス

トアップされていることだろう。 8月末の概算

要求では、これまで以上に大きな予算要求を行

う可能性が大きいと思う。

とはいえ、岐阜県のような「自民党完勝」県

で、自民党が「無駄な公共事業見直し」を言い

出したことの波紋は小さくない。これまで、徳

山ダム事業の推進を唱えるのに「理由」など必

要なかった。 「すでに決まったことだから」で

十分、決まったことに文句をつける者は、権威

に逆らうことを自己目的化している不退の輩、

「共産党だ」と切って捨てておけばそれですん

でいた。だが「（一般的には）無駄な公共事業

は見直すべきだ」ということが是とされる状

況では、 「徳山ダムが無駄ではない、必要な事

業である」と立証する必要に迫られる。 （たと

え間違っていようとも）確信をもって「徳山ダ

ムは必要だ」と考えている人はほとんどいな

い。 「よらば大樹の陰」で推進を唱えていたに

すぎない人にとっては、居心地の悪い状況に

なったといえる。

＜民主党の動き＞

7月27日、民主党のネクストキャビネット

(NC)社会資本整備担当大臣の前原誠司衆議

院議員の一行が徳山ダム建設予定地を視察し、

私たちからのヒアリングを行った。これをふま

えて、 8月8日、民主NCは徳山ダムの中止を

念頭においた凍結を求める方針を決定した。こ

の決定が全党的なものになるためには地元県連
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との調整が必要とのこと。梶原拓岐阜県知事の

与党としての民主党岐阜県連は予想通りブーイ

ングを行っている。しかし徳山ダムが目的を喪

失した事業であることは明らかである以上、い

つまでも後ろ向きな「推進論」を唱えることは

できないであろう。

＜対決の焦点は徳山ダム？＞

自民党が「無駄な公共事業の見直し」を言い

出し、実際「お荷物」になった事業を止める決

定を始めている。中海千拓に続いて、吉野川可

動堰も正式中止となるであろう。川辺川も 9月

の利水裁判の判決を経て、中止に向けて大きく

動き出すと思われる。

新聞報道はいささか椰楡的に「民主党はお株

を取られた」と評している。民主党と自民党が

真っ向からぶつかりあうことになるのが「徳山

ダム」なのかもしれない。

徳山ダムは「着工してしまったから後へは引

けない」という理由だけでなく、県知事が強硬

な推進派であることが止まらない大きな理由の

一つである。民主党NCは徳山ダムの凍結と同

時に長良川河口堰のゲートをあげることを方

針としたが、この両方ともに梶原知事は絶対に

容認できない。梶原知事は来年2月の4選を目

指している。民主党がこれまで通り、梶原与党

に乗りたいのだとすれば徳山ダム凍結は大声で

は言えない・・・。しかしそれでは公共事業の

利権配分を積み重ねることで成り立ってきた

「政治」を変えることはできない。 「徳山ダム

対決」になってこそ、政治のありようを変える

ことができるなずである。

2.ダイオキシン入りの水を飲まされ

たくない
建設省が7月21日に発表した昨秋の一級河

川水質調査で、揖斐川のダイオキシン濃度の高

さが実質的にワースト 1であることが明らかに

なった。

（建設省HPの「川と水のページ」

http:/ /www.moc.go.jp/river /press/000721 
bindex.htmD 



地点名 水質 1回目 水質2回目 底質

揖斐川岡島橋 0.082 0.11 0.62 
揖斐川福岡大橋 0.52 0.80 19 
阿武隈川伏黒 0.96 0.37 0.24 
淀川伝法大橋 0.087 0.093 22 
室生ダム県営取水口 0.10 29 
室生ダムダムサイト 0.10 34 
揖斐川宍道湖 0.11 25 

単位：水質pg-TEQ/L. 底質pg-TEQ/g

水質 1回目＝ 8月末～9月初め 2回目＝9月末～ 10月

半ば

参考のため揖斐川福岡大橋より水質または底質で高い値が

検出された地点も載せた

日本の水質基準では lpg-TEQ/L。 「これを

下回っているから良い」と建設省は言う。底質

については基準がない。

日本が採用するTDI （耐容1日摂取量）は

体重 1kgあたり 4pg。行政側はこれを単純に当

てはめて「体重60kgならば300リットルも

摂取しなければ上限にならないから大丈夫」と

言うだろう。しかしアメリカの環境保護庁の

Risk Specific Dose Estimate (1 0 0万分の 1
レベルの発ガンリスクに基づく評価）では、体

重1kgあたり 0. 0 1 pg以下に抑えるべきだと

いう値が示されている。これによると 0. 8 0 

pg-TEQ/Lの水は、体重6Okg大人だと 75 0 
ミリリットルの摂取が上限、体重6kgの赤

ちゃんだと 75ミリリットルが上限である。赤

ちゃんのミルクを溶かして与えることができな

い汚染された水ということになる。

こういう値については、極端だとか神経質だ

とか言う人がいる。しかし日本では一つ一つの

基準が甘いために、日本人のダイオキシン摂取

の総量は世界的にみて大変多くなっている (4

pg/kgの 3倍あまりを摂取しているという調査

がある）。深刻な健康被害が具体的に表面化す

るまでは「大丈夫」と言い続ける日本の行政の

恐ろしさは、水俣病、薬害エイズを経てもまだ

変わっていない。

徳山ダムを推進する側は「洪水の危険！」

「生命と財産を守る」 「人の命か鳥の命か」と

言う。しかし実際には人の命、とりわけ若い

命、これから生まれる命を危険にさらしてまで

ダムを作りたいのだ、ということが、こういう

ことからもよく分かる。

3. 裁判・収用委•これからの運動
＜徳山ダム裁判＞
事業認定取消訴訟（行政訴訟） ：建設省は徳

山ダム事業の合理性を全く立証できないでい

る。岐阜県・大垣地城の人口が20年間に 2割

以上も増加するという常軌を逸した仮定に頼ら

なければ必要性を説明できない。それも事業認

定時 (98年12月）の「20 1 8年の必要

量」のバックデータとして出した数字の資料作

成時が99年11月という不思議さ。ダム建設

に合わせて需要予測を作るという手法が見え透

＜。
工業用水違法支出差し止め訴訟（住民訴

訟） ：長良川河口堰「だからいったじゃない

の」裁判・三重県版の控訴審で、 「損害はな

い」などと言い放った津地裁の一審が取り消さ

れた（三重県は上告）ことによって、こうした

訴訟を入り口論でごまかすことができなくなっ

た。岐阜県側も実質審理を覚悟する一方で、引

き延ばしにかかるようである。

＜収用委員会＞

岐阜県収用委では、徳山ダム裁判（住民訴

訟）の被告梶原知事の代理人である端元弁護士

が会長を務めるという実に「分かりやすい」構

造である。収用委とは事業内容を審理するとこ

ろではないから（これは事実）、補償金額につ

いての中立性があるだけで良いというのだ。 7
月、端元氏の収用委員人任期切れに伴う再任人

事案件が岐阜県議会に出された。私たちは事前

に県議会各会派にこの人事案件に反対するよう

に要請した。その結果、民主党6名と共産党 1
名が反対した。与党である民主党が人事案件に

反対をしたのは、驚くべき成果というべきであ

ろう。

これまでの 3回の収用委員会では、実質的な

審理はさせていない。そもそも開くべきではな

いというのが私たちの主張だからだ。次回では

鮮明に中断と凍結を迫る。読者で地権者の方

は、是非今のうちに意見書を出してほしい。

くこれからの運動＞

「高いお金を出してダイオキシン入りの水を

買う不合理」を訴えていく。とりあえず、県・

市レベルで行政や議会に働きかけるとともに、

市民への情報の浸透を図る。
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姦
で
可
決
し
た
。
端

妥

腿

は
、
阪
紅
村
の
徳
山
ダ

ム
述
設
に
反
対
す
る
グ
ル
ー
プ

が
叫
を
相
手
に
起
こ
し
た
住
民

闘
で
髄
拓
知
事
の
代
瑯
人

を
務
め
て
い
」
Q
°
眼
収
田
萎
で

は
同
グ
ル
ー
プ
が
所
有
す
る
末

買
収
建
股
川
地
に
つ
い
て
帝
即

が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
・
公

嘔
を
閲
う
声
が
あ
っ
た
。

嬰
は
虹
賢
主
党
の
五
人

と
共
産
党
の
一
人
が
反
対
し
た

ほ
か
は
貿
成
多
数
で
可
決
。

端
元
会
段
は
七
年
前
か
ら
委

結
J
籾
め
て
い
る
。
ダ
ム
反
対

派
の
「
紹
山
ダ
ム
紐
設
中
止
を

求
め
る
会
J

(
~1
武
夫
代

衷
）
の
メ
ン
バ
ー
ら
は
六
月
二

十
八
曰
、
各
会
派
に
端
元
｛
姦

の
蓉
只
再
任
に
屈
息
し
な
い
よ

う
求
め
て
い
た
。

「
求
め
る
会
」
が
務
局
の
近

腋
ゆ
り
子
さ
ん
は
「
明
や
か
に

中
立
性
を
欠
い
て
お
り
、
ま
ず

『
収
用
あ
り
き
』
の
委
図
会
の

実
限
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い

る
」
と
批
判
し
た
。
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の
長
良
川
河
口
ぜ
き
と
、
揖
斐
干
潮
時
や
水
質
汚
濁
時
な
ど
）
に
こ
う
し
た
ネ
ク
ス
ト
キ
ャ
ビ
は
「
党
中
央
や
ネ
ク
ス
ト
キ
ャ
国
民
の
批
判
に
堪
え
ら
れ
な
知
事
は
「
現
在
、
建
設
省
の

郡
藤
橋
村
の
穂
山
ダ
ム
事
業
の
一
定
時
間
、
ゲ
ー
ト
開
放
す
る
ネ
ッ
ト
の
方
針
に
対
し
、
民
主
ビ
ネ
ッ
ト
の
メ
ン
バ
ー
に
県
内
い
」
と
し
て
、
可
動
ぜ
き
計
画
懇
談
会
な
と
で
合
意
形
成
に
努

見
直
し
な
と
を
求
め
て
い
く
方
柔
軟
な
運
用
が
必
要
だ
と
し
党
県
連
は
、
同
ダ
ム
事
業
な
と
の
状
況
を
あ
ら
た
め
て
説
明
の
継
続
は
困
難
と
の
認
識
を
伝
力
し
て
い
る
。
い
き
な
り
中
止

針
を
決
め
た
。
長
良
川
河
口
ぜ
た
。
ま
た
、
徳
山
ダ
ム
に
関
し
に
つ
い
て
推
進
の
立
揚
を
示
し
し
、
地
元
へ
の
理
解
を
求
め
て
え
た
。
や
白
紙
撤
回
の
結
論
は
問
題

き
は
遅
く
と
も
三
年
以
内
に
ゲ
て
は
、
利
水
、
発
電
、
治
水
の
て
い
る
だ
け
に
、
戸
惑
い
の
表
い
き
た
い
」
と
話
し
て
い
る
。
円
藤
知
事
に
対
し
て
も
「
受
だ
」
と
慎
露
な
議
論
を
要
望
し

ー
ト
を
全
面
開
放
し
、
そ
の
後
三
つ
の
自
的
に
つ
い
て
検
証
。
情
を
見
せ
て
い
る
。
同
問
題
で
は
、
前
原
謡
員
が
益
地
で
反
対
の
頭
い
事
菜
を
中
た
が
、
こ
の
後
の
記
者
会
見
で

に
せ
き
の
存
続
か
撤
去
か
の
最
特
に
治
水
対
策
は
、
ダ
ム
に
よ
山
下
県
連
代
表
代
行
は
「
徳
先
月
二
十
七
日
、
長
良
川
河
口
央
か
ら
押
し
付
け
る
こ
と
は
で
「
（
現
計
画
の
継
続
は
）
非
常

終
結
論
を
出
す
と
し
、
徳
山
ダ
る
治
水
と
い
う
発
想
を
児
直
山
ダ
ム
建
設

m業
は
隈
連
や
県
ぜ
き
や
徳
山
ダ
ム
建
設
現
場
な
き
な
い
」
と
児
直
し
の
必
要
性
に
厳
し
い
状
況
と
受
け
止
め
て

ム
は
史
采
を
凍
結
、
再
検
討
す
し
、
森
林
保
全
で
の
山
の
保
水
民
の
大
部
分
が
同
意
し
て
い
る
と
を
視
察
。
記
者
会
見
で
、
ダ
を
説
明
し
た
。
一
い
る
」
と
述
べ
た
。

べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
力
充
実
や
堤
防
強
化
な
と
、
多
上
、
公
共
平
業
と
し
て
既
に
稽
ム
建
設
事
業
の
凍
結
を
求
め
る
f

た
方
針
に
対
し
て
、
同
党
瞑
連
く
の
方
法
を
組
み
合
わ
せ
た
ス
エ
し
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
意
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
民
八
i
サ
六
車
ヂ
血
示
自
R
幸
匡
ー
）
年
血
が
‘

中
止
リ
ス
ト
28日
に
策
定

（
山
下
八
洲
夫
県
連
代
表
代
行
）
タ
イ
ル
の
検
討
を
強
調
。
ダ
ム
ま
た
、
河
口
ぜ
き
の
ゲ
ー
ト
開
ダ
ム
事
業
な
と
の
促
進
を
国
自

か
ら
は
「
既
に
事
業
は
ス
タ
ー
迎
設
は
ク
マ
タ
カ
や
イ
ヌ
ワ
シ
放
は
、
閉
め
る
こ
と
の
影
響
だ
に
求
め
て
い
る
県
水
資
源
諌
で

ト
し
て
県
民
の
支
持
を
得
て
お
な
と
絶
滅
危
ぐ
種
に
深
刻
な
影
け
で
な
く
、
開
け
た
埠
合
の
影
は
、
「
民
主
党
が
決
定
し
た
方
自
民
党
の
公
共
事
業
抜
本
見
で
休
止
（
凍
結
）
ー
に
該
当
す

り
、
地
元
の
実
憫
が
反
映
さ
れ
竪
吝
与
え
る
可
能
性
も
高
く
、
咽
も
当
然
考
え
る
べ
き
だ
」
と
針
の
詳
し
い
内
容
は
分
か
ら
な
直
し
検
討
会
（
座
長
・
谷
津
義
る
事
業
を
「
原
則
中
止
」
と
す

て
い
な
い
」
と
戸
惑
つ
声
も
出
自
然
生
態
系
の
保
全
か
ら
も
再
述
べ
、
党
中
央
の
方
針
に
疑
念
い
の
で
、
コ
メ
ン
ト
は
差
し
控
男
政
調
会
長
代
理
）
は
二
十
八
る
こ
と
と
し
、
現
地
視
察
と
並

て
い
る
。
検
討
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
を
隠
さ
な
い
。
山
下
代
表
代
行
え
た
い
」
と
し
て
い
る
。
日
に
予
定
さ
れ
る
中
止
対
象
事
行
し
て
三
省
に
該
当
那
菜
の
洗

運

用

開

始

以

来

、

約

五

年

が

業

の

リ

ス

ト

策

定

に

向

け

て

作

い

出

し

を

急

が

せ

て

い

る

。

．

経

過

し

た

長

良

川

河

口

ぜ

き

に

ぎ

業

を

進

め

て

い

る

が

、

関

係

議

谷

渾

座

長

が

十

日

、

中

止

を

詮
い
い
[

5

こ
白
紙
撤
回
を
要
請
叶
闘
汀
炉
彗
“
J
I
I
鱈
鱈

可

原
誠
司
衆
院
議
員
（
京
都
）
は
、

11

る
か
が
煎
点
と
な
っ
て
き
た
。
地
を
視
察
。
謳
井
開
香
政
調
会

▽

藻

類

の

大

毘

発

生

に

よ

る

深

呻

鱈

靡

蹟

計

画

継

続

困

難

と

説

明

欝

会

は

欝

、

農

水

、

運

畏

ら

与

党

政

策

責

任

者

も

二

十

言
3
沓

汚

景

発

生

▽

水

余

輸

三

省

の

再

評

価

謳

準

よ

り

も

一

、

二

士

＿

胃

に

同

所

烏

り
状
態
が
生
じ
て
お
り
、
河
口
自
民
党
の
公
共
串
業
抜
本
兒
建
設
批
進
、
反
対
両
派
代
表
と
論
を
明
記
す
る
。
厳
し
い
児
直
し
韮
準
を
独
自
に
租
瞑
中
海
本
庄
工
区
の
千
妬
事

ぜ
き
瑯
業
そ
の
も
の
の
兒
瞑
し
直
し
検
討
会
（
座
長
・
谷
渾
毅
意
児
交
換
し
、
可
励
ぜ
き
方
式
住
民
グ
ル
ー
プ
と
の
意
兒
交
つ
く
る
方
針
を
洒
定
。
菜
の
現
埠
を
相
次
い
で
訪
れ

が
不
可
欠
▽
腹
業
用
水
の
給
水
男
政
調
会
妥
代
理
）
は
十
日
午
を
白
紙
撤
回
し
て
地
元
で
代
替
換
の
中
で
、
検
討
会
側
は
可
動
こ
の
結
果
、

0
採
択
後
五
年
る
。

路
整
備
で
、
せ
き
を
開
放
し
て
絞
、
兄
直
し
の
検
討
対
象
L

．
堺
案
を
検
討
す
る
よ
う
求
め
た
。
ぜ
き
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
「
幅
広
経
て
も
末
将
エ

0
完
成
予
定
年
こ
れ
を
踏
ま
え
、
二
十
八
曰

民
主
党
は
十
日
、
ネ
ク
ス
ト
も
塩
害
の
恐
れ
は
少
な
い
ー
な
げ
て
い
る
徳
烏
漿
•
吉
野
川
可
現
地
視
菜
の
結
果
な
と
を
踏
く
工
法
を
検
肘
し
て
は
と
う
度
か
ら
二
十
年
経
過
し
て
も
末
を
め
と
に
「
具
体
名
を
含
む
中

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
（
次
の
内
閣
）
と
と
詣
摘
。
水
黄
汚
澗
や
生
態
動
ぜ
き
姻
設
問
願
を
め
ぐ
っ
て
ま
え
、
八
月
下
句
に
ま
と
め
る
か
」
と
提
案
。
反
対
の
声
を
念
完
成
◎
調
査
期
間
が
十
年
過
ぎ
止
対
象
事
業
数
を
公
袈
」
（
ぬ

会
議
を
開
き
、
三

m瞑
艮
血
町
系
の
破
嬰
防
止
す
る
た
め
、
徳
島
市
内
で
内
膝
寿
穂
知
由
や
中
止
対
象
瑯
菜
の
リ
ス
ト
に
結
頭
に
「
こ
の
案
で
強
行
す
れ
ば
て
も
末
採
択
0
政
府
の
再
評
価
井
氏
）
す
る
段
取
り
だ
。

長
良
川
河
口
ぜ
き

徳

山

ダ

ム

如幽と西—

匿璽冒讀鳳夏麗霞
県連側には戸惑いの声

・

1

.

 ~
F
J
ー

／
 

し．

祈I
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辰巳ダム問題どは
◆2000年1月22日：近畿ダム問題連絡会で話した内容◆於：大阪労働センター

兼六園と辰巳用水を守り、ダム建設を阻止する会（辰巳の会） 渡哀り 寛：

（辰巳の会HP http://www2u.biglobe.ne.jp/-saigawa/) 

■金沢の地形 る」ということもあり、どうも積極的に関われなかっ

ダム問題とか治水とかは、士地勘がないと、よくわ た。

からない。金沢市は南東に山。北西に日本海。全体に

なだらかな傾斜になっている。この傾斜に 2本の浅野

川、犀川が流れている。北のほうが浅野川、南にある

のが犀川。

浅野川は女川と呼ばれ、犀川は男川と言われていま

すが、流れの様子や上流部の景観は対照的です。犀川

は、深い渓谷を作り、ダムを作りやすい地形があり、

大小 5つのダムがあります。

この崖に沿って、江戸時代の初期に作られた辰巳用

水が金沢城や兼六園に水を送っているのです。上流部

は4キロの水トンネルになっています。

浅野川は全体的に緩く、ダムを作る場所がないの

で、本格的なダムはない。この地形上の特徴は、金沢

の治水を考えるキーポイントですので、頭に入れてお

いて下さい。

■ナギの会のこと

私は、もともと自宅の近くに 30年ほどまえに干拓

された河北潟をベースに、水草でレッドデータブック

にも載っているミズアオイの調査や繁殖、それと日本

では絶滅寸前といわれていて、石川県内では既に絶滅

宣言をされているオニバスを田圃の下になっている用

水を掘り起こして種を探し、発芽させて復活させよ

う、という問題意識で活動しています。

本来なら、昨年の秋には種が見つかる予定だったの

です。全労済からの助成も受けていて早くオニバスの

種を掘り出すのに焦っていたのですが、辰巳ダム問題

に引っ張られて、オニバスはまた 1年延びてしまいま

した。

■辰巳ダム反対運動との出合い

辰巳ダム反対運動は、 20年の歴史があります。全

国的にも知られておらず、金沢市民でもおそらく、最

近の動きの中で、改めて「まだそんな話があったの

か」と驚く方も多かったのです。実は、私も最近まで

そんな一人でした。

辰巳ダム問題には、辰巳用水という文化財が絡んで

います。ダムを作れば、江戸時代の初期に作られた水

トンネルが壊されるという問題です。だから県も慎璽

でしたし、金沢市民も賛成という雰囲気は昔からな

かったのです。

また、この辰巳ダムの予定地は、多くの市民にとっ

て、子供の頃からの憩いの場所です。きれいな渓谷美

を持つ場所で、金沢市の中心から車でほんの 15分も

走れば着きます。私も反対運動の方たちとはつきあい

がありましたが、 「金沢の治水とか、生命と財産を守

つきあい程度では悪いなとは思っていたのですが、

もう一つの理由は、正直言ってダム問題は雨量とか、

流量とか、数字が出てきたりして良く判らない。いつ

かじっくり調べて考えたいという思いはありました。

■資料集め、情報公開請求

昔から反対を唱えている先生から、少しづつ資料を

集めました。それを見ながら感じたのは、その資料の

中に、自分たちの声明とか陳情書とか要望書、新聞の

コピーはたくさんありましたが、県の主張とか、ダム

に関する基礎的な資料が全くないことに気が付きまし

た。

これでは、辰巳ダム問題そのものを考えることはで

きないな、と思いました。資料がないなら自分で集め

るしかありません。そこで、県の情報公開窓口を訪ね

て、辰巳ダム計画の資料を請求したのが、私が辰巳ダ

ムに関わる発端でした。 19 9 8年の9月、 1年4カ
月前です。

私が自分でも偉らかった思うのは、単なる辰巳ダム

計画のパンフレットをもらうのではなく、国の助成を

受けた計画ならば、当然大臣認可があるはずだから

と、元の資料を請求しました。当時はそれほど問題意

識もなく、 「1から見たい」程度の意識で、窓口の方

に相談して、 「すべてを見るにはどうすれば良いか」

と聴いて請求したのです。①建設大臣への認可申請書

②ダム計画書 ③大臣の認可書 ④部内の稟議書、

伺い書 の4つで、辰巳ダム計画や申請当時のことが

判るだろうと思ったわけです。

この時、ついでに文化財保護審議会が「辰巳用水破

壊もやむなし」という結論を昔出していたので、当時

の文化財保護審議会の議事録と、当時作成されたアセ

スメント報告書を請求しました。すぐ資料が手に入り

ました。数字が一杯で、見たことのない漢字とか用語

がたくさん並んでいます。これは困ったな、正直そう

思いました。

しかし、おかしいなと思ったことがありました。辰

巳ダム計画を建設大臣に申請したのが平成 1年。認可

が3年になっている。辰巳ダムはもっと前に決定して

いるはずだと思っていましたらか。まあ、暇になった

ら調べてみよう、と放っておきました。

しばらくして、建設省の指導で石川県でも、公共事

業評価監視委員会が設置され、辰巳ダムも対象になる

との報道があり、第 1回の監視委員会に傍聴してみま

した。そこで、県は辰巳ダム事業を説明するのです

が、工事着工を昭和 58年と言っているのです。
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「おかしいぞ。大臣認可もないのに工事着工ができる

のか？」そう思いました。

この事に気が付いたのは、私だけだったのです。こ

の日から、忙しくなりました。

■資料と格闘

辰巳ダム計画書を念入りに読み出しました。

河川法の手続きで申請されているので、図書館から

河川法関係の本を借りてきて読み出す。まあ大変でし

た。

河川法の 16条という条文に、工事実施基本計画と

いうのがでてきます。工事実施基本計画というのは、

資料にも付けておきました。施行規則も載せてありま

す。これを見ると、ダムを作るにも河川改修をするに

も、この計画を持たなければできません。犀川にそも

そも工事実施基本計画というものがあるのだろうか。

すぐに、資料請求をしました。

石川県の公開手続きは、直接窓口をたずねなくても

ファックスでも受けつけるので、自宅から簡単にでき

ます。その日から、家で考えていて、思いつくとすぐ

ファックスをする。読み、考えながら資料請求する。

そんなことのくり返しの毎日でした。

計画を見ていると、どうしても判らないことが出て

くる。最初は自分で考えていましたが全く手に負えな

い。

工事実施基本計画のこともそうですが、計画書の中

に「妥当投資額」の計算をしている中で「治水、年平

均被害軽減額」として、 22億円と書いてある。全く

根拠なしに突然出てくる。いろいろ探すと、 「洪水調

節計画説明書」という中で「既往災害額調書」とし

て、昭和 38年から 53年までの実際の被害総額が一

覧表になって出てくるのですが、総額は27億円とな

るのですが、年平均 1億7千万円にしかなりません。

実際の被害が1億7千万円なのになぜ、治水年平均

被害経験額が22億円なんだ？

こうなると自分で考えても限界があります。分から

ないことは県に聞くのがいいと、訪ねたのが県の河川

開発課。ここなら教えてくれるだろう。

昨年の2月10日のことです。ほんの 1年前のこと

です。

ここで、担当者がうまく説明していれば、私も納得

していたのでしょうが、担当の課長補佐の彼日く、

「良く分かりませんねえ。なんせ昔の計画だから」

と。それだけなんです。

工事実施基本計画の問題も、申請が平成元年。認可

されたのが平成2年なんです。こういう計画なしに辰

巳ダム以前にいくつものダムができている。おかし

い。

「昔はそうなっていたんじゃないですか？」課長補佐

はそう言うだけです。

「それじゃ昭和58年の工事着工ってなに？ 大臣認

可がないのに」って聞いても、 「分かりません」と言

うだけです。本当に知らないのです。

分からないのなら、上司に聞けばいいと思うのです

が、役所の人間は、特に肩書きなどがつくと簡単では

ないようです。難しい人間関係があって、簡単ではな

いようでした。

この担当者は、私より 3つ下で、人当たりのいい。

和やかに話に付き合ってくれましたが問題はいっこう

に解明されない。

この人、今まで辰巳の会が県と交渉していた時も、

親切な方だったようで女性軍からは人気がありまし

た。

「あの人はいい人だ。玄関まで送ってくれた。課長は

いやな人だけど」って。

「急な話ですぐに答えられないだろうから、 1週間後

に来ますから調べておいて」といくつかの宿題を出し

て帰ってきました。

■人相が変わっていた担当者

1週間たちました。 2月17日。

人のいい課長補佐は、その日は前回と比べると人相

が変わっていました。げっそりしていて、まった＜元

気がないのです。覇気がなく目もうつろ。ほとんど寝

ていないという様子でした。

ちょうど県議会が始まっていて、辰巳ダムの質問も

出るのだそうです。彼がその答弁書の原稿を作ること

になっていて、 「もう私は引退だ。ワープロも打てな

いし……」なんて言ってましたが、激励しながら、

「で先週の宿題、どうなりましたか？」と聞くと、

「わかりませんでした」って言うのです。これにはこ

ちらが拍子抜けしてしまったですね。

「これから監視委員会にもかけるんでしょう。委員か

ら私みたいな質問が出たらどうするんだ？」 「出たら

考えます」 「あなたが答える問題ではないでしょ

う？」 「課長にまかせば？」 「そうも出来ないんです

よ」なんて調子でした。

ここで、茶飲み話をしていても始まらないので、

「この私の宿題は、あなたと私の個人的な話に終わる

のはまずいようなので、私の問題点を公開質問という

形で持ってきますので、県の見解を文書で下さい」と

言って帰ってきたのです。

■公開質問へ
この日から、私は大忙しでした。

公開質問をするのだから、こちらも根拠を明確にし

て、県がどうしてああいう返事しか出来ないか、ある

程度調べておこうと、猛烈に本を読みました。

私、今53歳ですが、大昔の受験勉強以上の馬力が

でたのではないかと思いました。

徹夜が続きました。パソコンの前で資料を読み、メモ

を打ち込み、おそらくご飯も食べずに格闘していたと

思います。

河川法など条文の解読とか、河川法関係の本。河川

法が裁判になった例がないか、判例を集めたりしまし

た。
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■テーマは 10以上に
公開質問状を作るために調べたテーマは、辰巳ダム

問題だけではなく、かなり多岐に渡っていました。辰

巳ダムを県の資料から調べたいという動機から深みに

はまって行きました。ざっと当時考えていたテーマを

あげますと 10以上になります。

①工事実施基本計画とはなにか。

②明治29年 (1896)成立の旧々河川法の成立

③昭和40年 (1966)の旧河川法改正

④用水などの水利権とはなにか。

⑤慣行水利権と許可水利権

⑥情報公開制度

⑦蜂の巣城紛争（熊本・下答松原ダム問題＝ダム反対の

初の裁判闘争）

⑧文化財保護審議会の役割

瓢j例研究•河川管理上の瑕疵（河川被害と治水、法律）

⑩多目的ダム法と河川法

⑪土地収用法とダム問題

⑫ 1級河川と 2級河川、普通河川

⑬下流の内水被害と都市計画上の宅地造成の関係

などなど。

■記者会見と報道姿勢

県への公開質問ですが、 2月22日に持っていきま

した。回答期限が 3月3日の雛祭りとしました。事前

に問題点を解説した文書を報道機関に送っておきまし

たが、県議会の最中で、しかも選挙前というタイミン

グも重なって、ほとんどすべての新聞、テレビが取材

にきました。しかし、私の公開質問状の内容は、

ちょっと意地悪な書き方をしたため、記者の反応はイ

マイチでした。

ある地方記者は、 「工事実施基本計画って、これそ

んな大きな問題なの？ 県が問題ない、って言ったら

あなたはどうするの？」なんて言うのです。

私も意地悪で、 「問題が何か、あなたが考えて下さ

い。私自身は、明確な見解を持っているが、県の回答

が来た時点で発表したい」と。

なぜ私がこうした言い方をしたかというと、報道へ

の批判があったからです。今までさまざまな活動をと

おして、報道機関の限界というか、記者諸君の勉強不

足、というより、報道現場をよく知っていましたの

で、わざと意地悪な問題提起をしたのです。

ちょっと脱線しますが、 NHK出版から「ニュース

とは何か」という本が20年ほど前に出ています。ア

メリカ人の著者は、この中で、ハロルド・エバンズと

いうジャーナリストの言葉を引用しています。

「どこかで誰かが押し隠したがっていること、これが

ニュースだ。それ以外は宣伝さ」実に明解に報道の本

質を突いています。

ニュースというおびただしいもののほとんどは宣伝

なんですね。行政の宣伝もあれば、市民団体の宣伝も

ある。どこかの団体が動かなければ記事にもならな

い、報道もされない。なぜ報道記者が独自に調べ、問

題点を整理し、読者に分かりやすく報道しないのか？

昔からの私の報道への疑問でした。

歴史を振り返ってみても、記者が苦労して調べ、問

題を追及してきたものは、社会を変えてきました。ア

メリカ大統領をも辞任に追い込むことがあるし、時の

首相をも辞任に追い込んだことがありました。社会制

度をも変えてきたのです。これが報道の役割だと思う

のです。

■工事実施基本計画のこと
話を元にもどします。公開質問に対して、地元テレ

ピの 1社だけが事前に私の家をカメラマンを伴って

やってきて問題点をわりと正確に把握していました。

電話取材で建設省の見解を取ったり、課長へ工事実施

基本計画について「それは事前に作らなければならな

いものなんですね？」と厳しい質問をしていました。

画面で課長は、困った顔でニャッっと笑い、マイク

を避けるような小さな声で、 「あ、アトで……。ま

あ、後ほどお返事しますわ」と言っていました。私は

この課長に「アトデ課長」とあだ名を付けました。

かなり期日を過ぎて、県から質問状の回答がありま

した。案の定すり替えと意味のない回答でした。

私が、この工事実施基本計画不在という問題を発見

したとき、たしか午前 3時頃だったと思いますが、突

然全身が痰え始め、パソコンのキーボードが打てない

のです。風邪かな、と思ったのですが、これ武者蔑い

でした。

「ひょっとして、今やっていることは、日本の河川

行政に真っ向から楯突いているのかもしれない」と思

いました。これは面白いと思いました。

■評価監視委員会で辰巳ダム継続審議

後日、評価監視委員会が開かれ、 1 0 8件の県関係

の公共事業が監視委員会にはかられ、唯一、辰巳ダム

だけが継続審議となりました。同時に事業者である石

川県に対して「反対運動が長く続けられてるため、市

民と十分意見交換をしなさい」との条件を付けたので

す。本来なら、委員会が独自に市民側の意見を聞き、

県の主張と併せて、独自に審議するのが筋だと思うの

ですが、逃げた訳ですね。

意見交換会とその経過については、辰巳の会のホー

ムページに厖大な資料になって経過がよくわかります

ので詳しくはふれません。

当初、市民側に「監視委員会といっても御用機関

だ。これに参加することで、計画へのお墨付きを与え

るだけだから参加すべきではない」というような意見

もありました。しかし、参加する市民側としては、問

題はあるとしても、対等に行われることとか、期限を

切らないとか、監視委員が必ず複数参加すること、共

同の責任で報告文書をつくること、監視委員会での市

民側の補足意見の発言も認めるなど、県にとって厳し

い条件を認めさせて、この意見交換会への参加を決

め、みなさん大奮闘しました。

■県と市民側との意見交換会
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辰已ダム反対の市民はもちろん、疑問、意見をもっ

市民と事業者の対等な意見交換会として歴史上初めて

行われることになったのです。土木コンサルタントの

中さんは、技術者として意見を述べ、県の見解を聞く

という立場で参加しました。私も行政資料そのものの

矛盾について説明を求めるという立場で参加しまし

た。

ルールは、数日前に市民側から質問項目を県に出

し、交換会当日に県が答え、議論するという形で行わ

れました。

第 1回の意見交換会のテーマは、 「工事実施基本計

画問題」です。当時、河川開発課の課長以下、何人も

建設省へ出張していました。あとで分かったことです

が、この工事実施基本計画の法的問題について指導を

仰いでいたわけです。

この問題について、意見交換会で県はこう言いまし

た。

「適切ではないが、罰則規定がないので違法ではな

い。これは建設省の見解です」 こちらは、 「建設省

の見解というのは分かった。その法的根拠は何か？

建設省はどう説明しているのか」と執拗に求めまし

た。県はよほど困ったのでしょう。

「河川局の事務担当者に脈々と流れている思想で

す」と言いました。

なぜ、建設省は法的根拠を聞かれて、思想だと逃げ

たのでしょうか。答は簡単です。

全国の河川の多くに工事実施基本計画がないからなの

です。法で定められた手続きを踏まずに全国で公共事

業が行われてきたからです。

今さら「法的に問題がある。善処したい」なんて言

えない。全国のダムや河川工事がみんな違法になって

しまいます。だから、この工事実施基本計画不在とダ

ム建設の法律違反問題が本格的に国会で論議されてこ

なかった。河川法ができてから 30年以上たちます

が、延べ何千人もの国会議員がいたのに、誰一人とし

て、気のついた人がいなかった。

唯一、例外があります。長良川河口堰着工のとき、

長良川で工事実施基本計画がなかった。長良川河口堰

は19 8 8年着工していますが、工事実施基本計画が

なかったそうです。

当時の北川環境庁長官が、 1 9 9 2年、閣僚懇談会

でこのことを国土庁長官に質したけれども、国土庁長

官は返答できなかった。北川氏は、長官を降りたの

ち、議員として決算委員会でこの問題を質問したそう

ですが、明確な回答をできず今日まできています。よ

く言われる答弁不能状態ということです。

こうした河川行政の根本問題を、石川県が建設省の

指導を得ないで答えられる筈がないのです。私が偶然

に発見したこの問題は、大変な問題だったのです。こ

れも資料請求で始めて分かったことで、本来なら永久

に表に出てこなかった問題でした。

この「工事実施基本計画」というのは、現在の新し

い河川法では「整備基本方針」と「整備実施計画」と

いう 2本立てになって織り込まれていますが、市民側

にとって大きな武器になる可能性があると思います。

■評価監視委員会の結論
辰巳ダムについて公共事業評価監視委員会は、事業

を認めましたが、委員長は、わざわざ説明をしまし

た。 「他の事業 10 7件については、 『妥当』という

表現を使ったが、辰巳ダムでは『県の事業は理解でき

る』という表現です。これは『消極的賛成』という意

味です」と。

これは5つの付帯条件が付けられたからです。監視

委員会の当日、事業継続の結論が出されたため、市民

側にはとまどいがありましたが、県の職員も重苦しい

雰囲気でした。翌日の新聞は、各社同一論調で「辰巳

ダムいばら道」という、付帯条件の重さを報道してい

ました。

条件の一つに「犀川、浅野川一体とした金沢の治水

を考えなさい」というのがあります。はじめに金沢の

地形を説明したように、二つの川の上流に降る雨で洪

水を考えなければなりませんが、辰巳ダムで洪水を止

めていても、浅野川から濫れた水で、金沢市内は大洪

水になっている。辰巳ダムを作っても洪水は止められ

ない。犀川のデータに合わせると浅野川にダムがいる

し、浅野川のデータに合わせると辰巳ダムは要らなく

なります。奇妙な計画になります。簡単に二つの河川

を一体にした金沢市の治水なんてできないんです。

また、 「辰巳用水の移設をしなさい」という条件も

あります。辰巳用水は水トンネルですから、山を移動

させることになります。簡単ではありません。 「生物

多様性の調査をしなさい」というのもあります。これ

も簡単ではありません。通常、建設費の 1、2割かけ

なければできないと言われています。こういうふうに

大変重い条件がつけられました。これで辰巳ダムは事

実上止められるかもしれません。県の河川開発課の方

たちが重苦しくなるはずです。

■文化財保護審議会のこと
私の情報公開で、もう一つ大きな成果と思われるの

は、文化財保護審議会の問題です。話のはじめに触れ

ましたが、辰巳ダムが出来ると辰巳用水が水没し壊さ

れる。ですから、県はこのダムを作るにあたって、ま

ず最初にやったことは、教育委員会へ働きかけ、文化

財保護審議会から同意を取り付けることでした。昭和

55年。今から 20年前でした。

当時の文化財保護審議会の記録は全部で3つありま

した。これで全部だというのです。この 3つの資料を

みても、どこにも正規の文化財保護審議会の議事録が

ないし、 「辰巳用水破壊もやむなし」と決めてはいな

いのです。そういう記録がない。

本来事業者である県とは独立して、文化財の保護に

ついて審議すべき文化財保護審議会の委員のみなさん

がこぞって、県や教育委員会が召集する会議に出席し

て、辰巳用水ではなく、辰巳ダム事業について議論し
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ているのです。 「もっと上流に作ったら、辰巳用水が

壊れないで済む」とか、代替案を提案したり、費用を

議論している。

また、文化財保護審議会の中に、辰巳用水調査小委

員会というものを作るのですが、これも審議会へはか

る為の結論を出したときの一回の会議しか開かれてい

ないのです。それも「両論併記で審議会へ報告する」

というのが結論だったのです。

それがなぜか、小委員会委員長の高堀という人が、

「辰巳用水破壊に逸巡する多数委員に代わって私の責

任で決断した」と書いてあるように、文化財保護審議

会の当日、小委員会の報告として「やむを得ない」と

報告するのです。

当然、会議はもめます。だから議事録がないので

す。審議委員になっていた先生の話では、 「会議はも

めた。結論がでなかった。しかし翌日新聞で、辰巳用

水の破壊やむなしと審識会の結論として報道されてい

るのを見てビックリした」。当事者がそう言っている

のです。

記録上もこの先生の言っていることが正しいことが

分かります。まさに、でっち上げの結論だったので

す。教育委員会からの諮問もなければ、意見具申とい

う行為も文化財保護審議会はやっていない。

こうしたことについて、意見交換会で指摘される

と、県の担当者は、まった＜沈黙。

どう答えて良いかわからないように、黙ってしまいま

した。この文化財保護審議会の結論が、辰巳ダム建設

の事実上のGOサインとなりました。

この年から、反対運動が始まるのですが、当時から

つい最近まで、正確には「辰巳ダム反対運動というよ

り、辰巳用水愛護運動」だったのです。もし建設予定

地が 100m上流に変更されていれば、 1 5年前にダ

ムは出来ていたでしょう。

■辰巳用水愛護運動から辰巳ダム反対運動へ
この辰巳用水愛護運動がいま、ダム建設反対へ変わ

りました。雨量と洪水の数字を市民が学んだからだと

思います。水文学と言われていますが、気象、降雨デ

ータ、洪水流量など、今ではどこのダム反対運動でも

頭を悩ませている、この難しい問題で、県の主張に矛

盾を見つけたからです。だから、 「洪水から生命と財

産を守る」というダム建設の目的がおかしいから、ど

うどうとダム反対と云えるようになったのです。

■土地取得、共有地運動
最後になりますが、こうした辰巳ダム問題が全国に

紹介され、私など大阪まできて話すなんてことになっ

た理由は他にあります。県のいい加減なデータの扱い

とか、法律的手続き違反などがあるのはもちろんです

が、今日のチラシにありますように、共有地の取得が

あります。反対派が重要な土地を手に入れたからで

す。辰巳の会が出来ていても反対派の土地はありませ

んでした。ここに一人の女性が登場します。少し紹介

します。

辰巳ダム反対運動の表には一度も登場したことのない

方です。

辰巳ダム予定地近くに生まれ、今では金沢市の日本

海に近い所で住んでいますが、彼女は「土地を取得し

なければ勝てない」と常々思ってきました。私ともわ

りと長いつきあいで、よくご主人と一緒に私の家へ遊

びに来るのですが、 3、4年前、ぷっつり音沙汰がな

くなりました。

「何をしているのかな、元気かな」と思っていたの

ですが、彼女、法務局の登記簿を調べていたのです。

3、4年前だったら、もう 90％ほどの土地は県に

買収されており、残っている土地は、相続でもめてい

たり、所有者が行方不明とかの「訳ありの士地」で、

県も困っていたところばかりだったのですが、彼女、

丹念に買収されていない土地を探しました。その一つ

の土地に、小さかった頃世話になったおばあちゃんの

名前を見つけたのです。

訪ねると相続もめていて、こどもが東京など全国に

散らばり、おばあちゃんも県から売れ、って催促が来

るし困っていたのです。

彼女、反対運動の人達に声を掛けても、誰も乗って

こないので、とうとうしびれを切らして、おばあちゃ

んに「私が相続の手続き全部する」との了解をもらっ

て、東京の子供の所に何度も出向いたりして、とうと

う話をまとめ、その士地を反対派に提供したのです。

今、辰巳の会で共有地として話題になっている土地

で、原野となっている 2筆です。

ある方はこの女性の事を女忍者「＜ノー」だと言っ

てましたが、自分の動きを県に悟られないために、反

対運動の方にも言わず、ひっそり自分一人で苦労を背

負っていたのです。ご主人にも内緒でした。大変な辛

抱と努力だと思います。経済的にも大変だったと思い

ます。決して経済的に恵まれておられる方ではなく、

土建関係で現場に出るご主人の仕事を手伝いながら、

遠出の主張にご主人に付いていく途中にこっそり東京

や横浜などに寄り、話をまとめていったのですね。

私も全く知りませんでした。話がまとまってから、

「久しぶり」なんて言いながら、昔と変わらない様子

で私の家を訪ねてくるのです。ピックリしました。

まった＜頭が下がります。土地取得にはこうした隠さ

れたエピソードがありましたが、本人の希望もあり極

少数しか真相を知りません。辰巳の会では、彼女の努

力を明文化したもので残すことを考えましたが、共有

地運動の経過の中で匿名でごく簡単に触れてあるだけ

です。

なお、土地はこのくノーさんの土地だけでなく、こ

の土地で昔からただ一人で反対運動をしてきたご老人

が、なくなる寸前に辰巳の会の会長に土地を提供され

ました。約 10 0坪くらいの士地があります。これも

くノーさんと同じころ明らかになりました。こうした

反対派の土地取得が現在の辰巳ダム反対運動の大前提

にあることを理解していただきたいと思います。
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パクムン宣言
「ダムと川と人々についての第 1回東・東南アジア会議」が承認

ダムの建設延期、既存のダムの撤去、住民への補償への要求

母なるムン川とメコン河

タイ国コンジアム郡

2000年 7月 1日

ダムによる影響を受けている人々や団体を代表する私たちは、人々の力を強め、直面している不正か

らの苦難をお互いに支援し合い、そのための結束を表明するため、東・東南アジア 12カ国（韓国、

中国、日本、インドネシア、フィリピン、タイ、ビルマ、台湾、ベトナム、カンボジア、マレーシア、

香港）から、タイのムン川の河口（パクムン）に集結した。

私たちは、現地レベル・地域レベル両方においてのそれぞれの経験を共有し、その結果、誰もがダム

に関連する同じような問題に直面していることに気付いた。ダムは川を破壊し、そこに住む人々や村

の生活を破壊した。ダムは人々の権利を侵害し、コミュニティーや文化を破壊し、環境を破壊した。

どれもが人々の生存には欠かせないものである。

人々や川の権利と生活を守るため、以下の要求を行う：

1.現在既にあるダムから引き起こされている諸問題が解決され、被害を受けたコミュニティーヘの

補償がなされるまで、東・東南アジアにおける大規模ダム建設を中止するべきである。さらに、社会

的、環境的、文化的に不可逆的な破壊をもたらしたダムは撤去され、川は元通りにされるべきである。

2.二国間・多国間援助機関はダムヘの融資をやめるべきである。開発援助は人の命を奪う目的で使

われてはならない。また多国籍企業、民間会社、民間銀行は、人々のためにならないダム建設プロジ

ェクトヘの投資をやめるべきである。

3.大規模ダムによるコミュニティーの崩壊に責任を持つ政府、建設会社、コンサルタント、世界銀

行、民間銀行、そしてアジア開発銀行は、被害を受けたコミュニティー全てに適切な補償をするべき

である。

4.計画中のダムプロジェクトの実行の根拠と正当な理由に関して、批判的で独立した調査がなされ

るべきである。また、総合資源計画、需要サイド管理、自然資源の保全が優先されるべきである。エ

ネルギーや水への人々の真の需要を満たすために、安くてクリーンなダムの代替案が保証されるべき

である。

5.十分な説明を事前に受けた被害住民の同意がない限り、開発プロジェクトは行なわれるべきでは

ない。計画されているプロジェクトに関する情報は、適当な時期に透明性を持って一般に、特にプロ

ジェクトから直接被害を受ける人々に対してすべて公表されるべきである。さらに、人々が恐怖を伴

わないかたちで自分たちの資源の使用と管理に関する（プロジェクトヘの）意思決定プロセスに参加

できるようにするため、発言の自由、報道の自由、集会の自由を増やすよう、城内にわたる民主的改

革を求める。

6.ダムやその他のプロジェクトによる土着の人々への抑圧はやめるべきである。土着の人々の文化、

社会、経済、そして土地への権利が十分に認識され、尊重されることを要求する。
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7.私たちは川や水資源の民営化に反対する。さらに、私たちはビルマのような不条理で抑圧的な政

府による川や水資源の管理にも反対する。水へのアクセスは人間の基本的な権利である。川は民間セ

クターや軍事政権ではなく、人々の手によって管理されるべきである。

これらの要求が履行されるために、東・東南アジアにおけるダムプロジェクトをやめさせ、川に依存

して暮らす人々へ川を戻すために、私たちは苦難を現地レベル・国家レベル・国際レベルで統合する

事を宣言する。

死ではなく生命のための水を！

Ao Khuan kuen bpai, ao Dhammachat kuen ma/ 
（ダムは要らない、自然を返せ！）

署名

• Asian Regional Exchange for New Alternatives, （香港）

• Assembly of the Poor, （タイ）

• Cambodia Envirorunental Preservation Association, （カンボジア）

• Church World Services, （カンボジア）

• Coalition of Concerned NGOs Against Bakun Dam,（マレーシア）
• Committee Against the Yongwong Dam Project, Tong River, （韓国）

• Cordillera Peoples'Alliance, （フィリピン）

• Earth Rights International,（タイ）

• Friends of the Earth, （日本：地球の友ジャパン）

• Friends of the People, （タイ）

• Group of Villagers Affected by Hua Na Dam, （タイ）

• Group of Villagers to Protect the Yom River(Kaeng Sua Ten), （タイ）

• Indigenous Peoples Development Centre, （マレーシア）

• Korean Federation for Envirorunental Movement, （韓国）

• Legal Rights and Natural Resources Center (LRC-KSK/Friends of the Earth-Phils）、（フィリピン）

• LRA， （インドネシア）

• Meinung People's Association, （台湾）

• Mekong Watch, Japan （日本：メコン・ウォッチ）

• National Dam Opposition Network, （日本：水源開発問題全国連絡会）

• Sagami River Campaign-Symposium, （日本：相模川キャンプインシンポジウム）

• Sahabat Alam （マレーシア）

• SOS Selangor,（マレーシア）

• South-East Asia Rivers Network, （タイ）

• Taiwan Enviromnental Action Network, （台湾）

• TUNOD KSM -Alliance of Indigenous Organizations in Sierra Madre Mountain,（フィリピン）

• Villager Committee to Protect the Lam Dom Yai River, （タイ）

• Villager Committee to Protect the Rub Ror River Basin, （タイ）

• WAL印， （インドネシア）

• WALIIlPapua, （インドネシア）

• Wildlife Fund （タイ）

• Y ayasan Tanah Merdeka, （インドネシア）

（翻訳：後藤歩／メコン・ウォッチ）
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国際ダムNGO会議および

タイ・パクムーンダム問題の報告
相模川キャンプインシンポジウム 氏家雅仁

L 

6月29日から4日間にわたって開催

されたNGO国際ダム会議に水源

連から参加し、その後タイに一か

月滞在し、ダム問題を見聞して

来たので報告する。

「ダムと川と人々 についての

第1回東 ・東南アジア

(NGO)会議」
開催地は、タイ東北部ウボン

ラチャタニー県のコンチアムと

いう村だった。この村はメコン

川に面しており、対岸にはラオ

スが見える。この村から車で約

1 0分ほどのところに、パクムン・ダムという

可動堰があり、 8月15日現在も大規模な抗議活動

がダムサイトおよび首都バンコクで継続されて

いる。水源連の全国大会と同じように、タイ国

内のダム問題として焦点化 しているパクムン・

ダム現地近傍で会議が開催された。 （パクム

ン ・ダム問題については後述する。）

主催者はIRN（インターナショナル ・リバー ・

ネッ トワーク）とSEARIN（東南アジア ・リバ

ー・インターナショナル ・ネットワーク）の二

つの国際NGOだった。経毀については、アメ リ

カのオックスフ ァーム という財団がパ トロ ン

で、旅喪や会議費組織。運営事務を負担した。

会議には14カ国から 60名の参加者が出席し

た。アメリカとノルウエーとオーストラリ

ア以外は全てアジア諸国からの参加だ。参加者

はみなそれぞれの国でダム問題に取り組んでお

り、 NGOの職員か多い。また、フィリピンやマ

レーシア、インドネシア、韓国、タイからはダ

ム影密住民も参加した。

6月29日朝9時過ぎに会議がキックオフした。

場所はコンチアムの文化センターで、同時通訳

のシステムがそろっていて、格調高い雰囲気

だった。まずは会議スケジュールの提案と確認

を、 主催者のIRNのアピバとSEARINのフィアッ

トが行った。

次に自己紹介。この会議に何を期待するかを

人づつ述べる。60人もいる参加者が自己紹介

したので、1時間半かかった。僕は、友達をいっ

ぱい作って、悔外でカヌー旅がしたいと、本心

を述べたら妙にうけた。

続いて、参加者が国別に分かれてグループ

で相談してカントリー レポートを作成。日本の

ダム問題は僕のお仕事で、日本からの参加者の

意見をいれながらポスターを作製した。

午前中はタイ、カンボジア、ラオスとベトナ

ム、ピルマ、中国と香港が発表。午後は台溝、

韓国、日本、マレーシア、イ ンドネシア、フィ

リピンが発表。それぞれ、 川の問題点、事業者

はどこか、ダム反対運動の強さと弱点を述べる

ことになっていたが、僕はフォーマットを無視

して話してしまった。英語でのプレゼンなんて1

年半ぶりなのであがってしまい、ダム計画中止

のための住民補傲と生活再建等を話し忘れてし

まった。発表は、速記者が発表内容をまとめ、

すぐにポスターに整理して掲示された。

2日目には、 5つの国におけるダム開発問題

のケーススタディが行われた。話を聞いている

分には、各国ともダム開発問題を抱えており、

ダム問題の構造は、どの国にも共通する部分が

多い。ほとんどのダムは不必要なダム開発であ

り、自然や人々の暮らしを破壊する。ダム開発

の理由として、日本と同様に、過大な水需要予

測や電力需要予測が用いられているケースも多

いようだ。

緯国と台惰と日本は、ある程度経済成長が達

成されており、自国の資金でダム開発を行って

いる。このため、ダム問題と反対運動が抱える
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状況にはかなり近いものがあり、お互いに活動

方法やキャンペーンの進め方などが参考になる

と感じた。

一方で、タイ、ラオス、カンボジア、フィリ

ピン、マレーシア、インドネシア等は、先進国

からの経済援助を受けながらダム開発を進めて

いる状況があり、日本とは異なる構造も抱えて

いるようだ。

参加国の中で、日本には2つの側面がある。

国内のダム反対運動は、各国と共通の側面が多

く、僕はこの範疇に属している。

日本のもう一方の側面は、 ODA（政府開発援

助）等によってアジア各国に開発資金を投下し

てダム建設を進める支援国としての側面で、

ODA問題に取り組んでいるメコンウォッチか

ら、福田さんと飯沼さんが参加した。またアジ

ア開発銀行 (ADB)に取り組んでいるNGOから

は、南里さんが参加した。

日本からの海外資金援助の構造を学ぶため、

特別セッションが二つ行われた。
Japanese official development assistance? 

（日本のODAとは？）
The Japan Bank for International Development and 
nCA 
(Ikuko Matsumoto, Friends of the F.arth Japan, and 
Kenji Fukuda, Mekong Watch) 

The World Bank and Asian Development 
Bank （世界銀行とアジア開発銀行）
(Takahiro Nanri, NGO Forum on ADB, Somkiat 
Khuen Sa, SEARIN) 

これらのセッションでは、アジア開発銀行や

ODA,JICA、JBICなど、日本と被援助国の関係が

紹介された。被支援国のNGOにとっては、日本

のどの官庁に対して要請等を行うのが効果的か

を学ぶのが目的だった。

3日目は、デマンドサイドコントロール（電

気の需要者サイドでの省エネ）の大切さや、循

環型社会について、マレーシアとタイの学者か

ら購演があった。

その後、今後この会議の出席者がどのような

ネットワークを作ってゆくべきか、小グループ

(8人程度）にわかれてグループ討議をおこ

なった。結果を全体会にフィードバックし、ま

とめとしては、情報交換を密にする、電子メー

ルやインターネットの活用を行う、ただし、機

密度が高い情報や、ラオスなど国情が市民運動

に厳しい国とのやり取りには注意することが決

まった。

主催者側のねらいは、ダム問題に取り組む東

アジア・東南アジアのNGOの国際ネットワーク

を作ることにあったようだ。もう少し直接的に

ネットワークを作りたいといってくれたほうが

僕にはよかった。

今後のアクションアイテムとして、先に述べ

た情報ネットワーク作りのほかに、資金を

確保した上で、来年度も国際会議を開くことが

決定した。来年の会議までは1RNのアビバがファ

シリテーター（世話人）を努めることになっ

た。

最後に宣言文を採択して会議は終了した。

（宣言文は本文の前に掲載）

「国際会議の感想」

何より驚いたのは、日本のダム建設産業体が

東南アジアヘダムシステムを丸ごと売りつけて

利益を得ていることだった。

ダム建設輸出による金儲けまず、コンサルが、

無傲で、ダム建設好適地を調査する。 「ここに

ダムを作るとこんな効果がありますよ」と相手

先政府関係ヘダム開発計画を提案する。ビッグ

ビジネスの発掘だから、コンサルは無債で行

う。

日本からの資金融資を前提に、相手政府等が

建設を決定すると、コンサル・商社・ゼネコ

ン・電力会社など、ダム業界の企業が参入す

る。たとえば、フィリピンのサンロケダムの場

合、丸紅や関西電力（水力発電のコントロール

システムを請け負っているらしい）など、建設

会社以外の企業が参入している。

必要性が乏しいダム開発計画を企画し、日本

の政府開発援助資金等を使い、相手国に借金を

させて、ダム産業により設ける構造になってい

る。もちろん、相手国有力者もたっぷりと儲け

るのだろうが。

今回の会議参加で、海外でのダム建設による

金儲けの構造が分ってきた。これは、原子力発

電産業と同じ構造だと思う。米国で商業化され

た原発は、まず日本に売り込まれた。国内の原

発開発・運転を通じ、日本の原子力産業が原発

のノウハウを吸収する。オリジナルな技術を加

えながら成熟したところで、日本の原子力産業

は、台湾やインドネシアなどアジア各国へ原発

の輸出を画策している。原発の輸出問題につい

ては、ノーニュークス・アジアフォーラムとい

うNGOが、市民運動として活発な活動を展開し
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ている。

ダム輸出問題への取り組みの必要性
ダムの輸出問題についても、ノーニューク

ス ・アジアフォーラムのような活動が必要だと

思う。メコンウォッチやRIVER!JAPAN、水源連

等が話し合いながら、海外へのダム輸出問題に

取り組む市民運動を模索する必要がある。日本

の企業が金儲けのために束南アジアにダムを輸

出し、相手国の農民や漁民の生活・文化、そし

て自然環境を破壊している。

索没し＂だ家の蘊根に座り込むバクムーンの住民

その他の感想
僕にとって初めての市民運動国際会議だっ

た。アメリカ、オース トリア、ベトナム、フィ

リピン等の英語のネイティブスピーカーからの

参加者はやはり発言が多い。英語が堪能でない

参加者への配点が必要だと思う。

会議の内容は、各国の梢報交換としては役に

立った。また、被援助国の運動にとっては、 ド

ナーカントリ ーである日本は運動の対象として

欠かせない相手なので、メコン・ウォッチや

ADB NGOフォーラムとの交流は大切なものだっ

たと思う。

一方で、国際ネッ トワークを作る方だが、や

はり言語の問題がある。参加者からは、翻訳が

大変だという指摘が数多く出た。いったい何の

ためネットワークなのかということをしっかり

抑えていなければ個別の運動を抱えた上でさ

らに仕事を抱え込むことになるので、皆が大変

になると思った。 NGOの専従職員と、プライベ

ートタイムによる市民運動とのギャップもあ

る。

連日 、夜遅くまでみっちりと詰まったスケ

ジュールで疲れた。が、初日の夜は歓迎パーテ

ィー、2日目の夜はスライドとビデオによる各国

のダム問題の紹介や報告、 3日目のさよならパー

ティーと、楽しみもあった。裳会では突然ご指

名があり、 「川は命音頭」を歌い、結構う け

た。国際親善には浪芸が大切だ。歌い終わる

と、いろんな人が、自国にはこんなカヌーフィ

ールドがあるから遊びにこいと誘ってくれた。

ただ、ゴージャスなホテルに移動しての晩餐

は楽華すぎる。昼飯もそうだったが、必要以上

の磁のご馳走が出るため、生ごみが大量発生し

た。自然保護の側面が強い国際会議なのだか

ら、何とかならないものだろうか。

また、 4日目には、希望者によるラッシーサ

ライダムヘのフィールドとリップがあった。

（こちらのダムでも水没農民が抵抗村を築いて

いる。今回のNGO会議に呼応するかのように、 7

月初旬、2年間ダムのゲートを開放し、自然環

境等の調査をするこ とが政府によ って決定し

た。このため、ダムサイトの抵抗村は撤去し、

ダムの敷地外へ移転した） 。

夜は晩御飯をご馳走になり、民族音楽で踊り

まくる。僕は阿波踊りもどき（実は気功のスワ

イショウ）を踊ったところ、現地の人は相撲ダ

ンスといって受けた。また、フォト・エコロジ

ストの村山氏のスライドにより、日本のダム問

題を紹介した。相模川、長良川、川辺川、そし

て吉野川の勝利を報告した。

NGOで専従として活躍する人は教育レベルも

高く、言葉や戦略に長けている。しかし、僕は

実際にダムと戦っている住民のほうによりひか

れた。 言薬や法律や金に縛られた都会人と、田

舎で伝統的な暮らしを行うダム影響住民との間

には、何か違いがあるようにも思う。僕自身が

泥臭い人間で、田舎暮らし志向のためかもしれ

ない。

「パクムン・ダム問題、

今日現在も続く非暴力的抗議」

国際会議後 3日間パクムン・ダムの抵抗村に

居候した。パクムン ・ダムを離れたあと、僕は

観光旅行を楽しむ予定だった。しかし、 7月12日

からパクムン・ダム反対運動（貧民連合）が首

都バンコクでの座り込みを開始したため、抗議

活動現場を毎日訪問した。

パクムン・ダム問題の経緯
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メコン川の支流ムーン川に作られたパクム

ン・ダムは、世界銀行の融資を受けて1994年に

完成した。 （資金の半分ほどが日本からのロー

ンだそうだ。）

パクムン・ダムは発電用のダムで、計画では

136MW(l3.6万キロワット）の発電容量が見込まれ

ていたが、実際にはわずか40MW(4万キロワッ

ト）の発電実績しかなく、スーパーマーケット4

件分の発電能力と椰楡されている。このわずか

な発電のために、伝統的な生活・文化・自然環

境が破壊され、失われてしまった。

世界銀行ではパクムン・ダムヘの融資を決定

する際に、欧米等の委員からこのダムヘの投資

を疑問視する声もあがっていたそうだ。しか

し、日本の委員が「このダム計画を中止すれ

ば、今後の東南アジアにおけるダム開発への融

資が滞ってしまう」と発言し、日本の委員が融

資を強く進めたそうだ。パクムン・ダム問題は

タイの問題であるが、日本は無関係ではない。

このダム計画は、 1977年のフランスとタイ政

府による調査・研究にさかのぽる。その後も発

電ダムとしてのフィジビリティが検討されてい

る。ダム開発計画とともに住民による反対もあ

り、また、初期の環境影響調査では4千世帯への

大きな影響が問題となり、計画は中止になった

こともあるそうだ。しかし、結果的にダムは完

成し運用されている。フランスとタイが作った

ダム開発計画へ、日本が横はいりして完成した

ようだ。

当初の事業者はタイのエネルギー開発庁だっ

たが、後にタイ電力公社 (EGAT)へ変更とな

る。相模大堰建設でもそうだったが、行政本が

事業主体となる場合よりも、公社や企業団のよ

うな第3者が事業主体になる場合には、情報公開

等で抜け道が多くなり、また、無茶苦茶なこと

を平気で行う傾向があると思う。神奈川県内広

域水道企業団は神奈川県の黒い財布だ、と噂さ

れていることを聞いたことがある。

パクムン・ダム完成前のムーン川には、豊か

な自然があった。魚は、メコン川からムー

ン川へ遡上し、産卵・繁殖してきた。日本では

想像するのが難しいが、体長数メート

ル、体重数十キロもの巨大な魚が数多く生息し

ていたのだ。

この豊富な漁業資源に支えられ、パクムン・

ダム周辺の住民は漁業に従事してきた。漁

民らは、ダム開発によるムーン川の自然環境破

壊、漁への影響、住民の生活の破壊を心配し、

ダム開発反対運動を続けて来た。しかし、タイ

政府は情報公開を行わず、反対運動に対する暴

力的な排除も行いながらダム開発を強行した。

9年前、パクムン・ダム建設現地での5ヶ月に

及ぶ座り込みから、反対運動は活発化してきた

そうだ。漁民らの強い反対に対して、事業主体

のEGATは、一世帯あたり年間3万バーツ (9万

円）の補償を3年間行うと提示し、合意されたこ

ともあった。ところが、実際に支払われた補償

金は、一世帯あたりわずか30~40B (120円ほ

ど）だった。このため、住民らはデモを行うと

ともに、県庁前で1ヶ月の座り込みを行った。こ

れに対し県知事は1万Bを支払うと約束したが、

履行されなかった。

6年前、漁民らはダム現地から県庁まで7日7晩

かけて歩いて行き、抗議するとともに、 4ヶ月

間の座り込みを行った。この抗議活動で政府側

はおれ、再び漁民らとの話し合いを行い、一世

帯あたり3万Bの現金と、 6万Bの協同組合株を支

払うことで合意がなされた。本来であれば9万B

の現金による補傲だったのだが。また、 3年後に

漁業が回復しなければ、漁業から農業への転換

を政府の責任で行うことも合意の条件となって

いた。

岬前、住民への補償を実施するための調査が

なされたが、政府は約束を守らなかった。この

ため、住民は首都バンコクでのデモを行い補償

の約束を再度取り付けたが、政権が変わったた

め、約束は反故にされてしまった。このよう

に、根強い反対運動のなかで、何度も補償の約

束が反故にされ、現在に到っている。

ダムによる悪影響

1994年、パクムン・ダムが完成して以来、ム

ーン川では魚がほとんど獲れなくなってしまっ

た。メコン川からムーン川へ魚が遡上できなく

なってしまったのだ。漁民による反対運動への

対策として、ダムには魚道が追加されたが、こ

の魚道はカナダの鮭用の魚道

設計となっており、傾斜が急すぎてムーン川の

魚には役に立たない。グリーンウォッシ

ング（緑の偽装）の典型だ。僕が訪れたときに

は、魚道には水がまったく流れていな

かった。

ダムの影響は漁業のみにとどまらない。パク

ムン・ダムの上流には大きな都市が2つあり、都

市排水が流れ込んでいる。そこにダムを作った

ものだから、早瀬がたん水域でつぶされ、自然

浄化力が著しく低下してしまった。ダム建設前

は、青い消流で知られたムーン川の水は、現在

CODが1lppmとかなり汚濁が進んでおり、生き

物の生息にも影響が出ている。住民は、昔から
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川で水浴びをしてきたが、現在は水質が著しく

悪化し、水浴びすると肌に赤い発疹が出るそう

だ。

また、ムーン川沿いの林は、昔から季節の山

菜やフルーツなど、様々な形で地域住民に利用

されてきたが、現在はダムの湛水域に水没して

しまった。

ダムサイトの抵抗村

ダムの水質悪化と漁業への深刻な影響のた

め、漁民たちの生活の基盤は崩れてしまった。

このため、昨年の3月から2000人もの村人がダム

サイトに住み込んでの抗識を続けている。竹や

木を柱に、バナナの葉や茅葺き（？）の掘っ立

て小屋の抵抗村を作り、 1年5ヶ月もの長期間に

わたって住み込んで、ダムの水門開放をタイ電

カ公社 (EGAT) に求め続けている。

タイの社会では、貧しい人々に対する差別が

あり、困窮している人がダム問題を訴えても、

マジョリ ティはなかなか認識してくれないそう

だ。

そこで、 5年前のバンコクでのデモを契機にサ

マッチャーコンチョ ン （貧民会議もしくは貧民

連合、 Assemblyof the Poor)という連合体が発足

し、6つのダム開発問題を含む、 16の開発問題の

解決に取り組んでいる。貧民連合は、開発現地

の影響住民により構成されており、各地の影響

住民は経済開発からは遠くはなれているため、

お金をあまり持っていない。田舎に開発とお金

が流れ込み、結果的に、 伝統的な暮らしをして

きた住民が貧民とされてしまった。貧民連合の

名称は、困窮者差別を逆手に取る意味を含んで

いるようだ。

現在、抵抗村の人々は、補伯金は返還するか

ら、ダムを撤去し、 川の自然と伝統的な暮

らしを返 してほしいと政府に対して要求してい

る。都会の人問にはわかり難いが、現地の村に

滞在すると、人間はこんなにも少ない物でも生

きてゆけることがわかる。

貧民連合によるバンコクでの抗議活動

7月12日からはバンコクの首相府前に約1000人の

貧民連合が座り込んでいる。パクム

ン ・ダム影響住民に加え、 貧民連合に加盟する

各地の住民が、焦点化しているパクム

ン・ダム問題に連帯しての抗議活動を展開して

いる。

首相府わきの道路を封鎖・ 占拠し、竹の支柱

にピニールシー トをかけて作った掘っ立て小屋

が並ぶ村が出現した。貧民会議は非暴力的な抗

議活動を旨としており、 暴力的な騒乱を しない

事をバンコクの筈察も良くわかってお り、当初

は平和的に、政府や関係省庁に対してのデモと

要請を行っていた。

ところが、 7月16日、l7日に流血事件が発生し

た。16日夜、貧民連合の224名が、 首相府の塀に

竹梯子をかけ、塀を乗り越えて敷地内での非暴

力的な座り込みを開始した。これに対して、 警

察は、笞棒と楯、催涙弾による暴力的鎮圧に乗

り出し、 貧民連合側に二十数名の負傷者が出

た。また、首相府内に座り込んだ224名が逮捕さ

れた。

この流血事件により、パクムン・ダム問題の

座 り込みは、全マスコミの取材を受け、連日

トップニュースで報道され始めた。逮捕された

人や、怪我をした住民は大変だと思う 。 しか

し、 暴力的な弾圧を行った政府側は、戦略を間

違えたと言える。それまでは、 一部のマスコミ

による小さな報道だったものが、全国的なニュ

ースになってしまったからだ。以下にまとまっ

た報道（バンコク週報）を転載する。

出□なきパクムン・ダム問題

広がる住民運動を政府は無視
首相府前ではハンガーストフイキ

-----------------------------------------------------------------

七月十七巳午後九時ごろ、パクムン ・ダム問題の解

決等を訴える貧民フォーラムのメンバーが首相府に突

入した。しかし、政府はそのうち二百二十五人を逮

捕、多数のけが人を出した。同ダムを巡っては反対運
動が十年以上続いており、住民が政府の開発政策に屈

しない例として注目を集めている。政府は住民組織で

ある貧民フォーラムが海外からの資金で運営されてい

る、特定の政党に操られている、といった批判を展開

し、住民の訴えるダムや土地の問題に積極的に対応す

る気配を見せない。住民は政府が問題解決を約束する

まで首相府前に留まる、として対決姿勢を強めてい

る。

同フォーラムの要求は、政府が先月設薔した、 「貧

民フォーラムの十六の問題を審議する中立委員会」が
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出しだ勧告を閣議で検討、実行させることにあった。

そのため住民は、七月十二日からバンコクに上京、首

相府前でテントを張り座り込みを続け政府に迅速な対

応を求めていた。十七日に逮捕されだ住民二百二十五

名の中には一歳の子供を含まれており緊張が高まっだ

が、政府は数日で彼らを釈放し、 「人権侵害」という

非難の声が上がることを押さえた。

しかし、老人や子供が多い貧民フォーラムの住民に

警官隊が警捧でケガを負わせるなどしただめ、一部新

聞などの報道では、チュアン首相を「独裁者」と非難

する論調も目立ち、一九九二年の五月流血事件の後に

民主的な「天使の党」側として登場した同政権のイメ

ージは地に落ちた格好だ。貧民フォーラム相談役の

チャイヤパン氏は、今回の逮捕劇は死亡者が出ていな

いものの、九二年の流血事件「プルッサパー・タミ

ン」と同質のものであるとして「ガラカダー・タミン

（七月の虐殺）」と呼び強く非難している。

ハンスト始まる
貧民フォーラムは逮捕の後、政府の強硬姿勢に抗護

し、 「操られた住民運動ではない」と世論に訴えるた

め、ボランティアを募り二十七日からハンガーストラ

ィキを開始

した。初日には、五月流血事件に抗語してハンストを

続けたことで知られるチャラート氏が「ハンスト家」

の立場としてデモ隊を慰問、ハンスト・ボランティア

に断食の心得を説いた。

フォーラムの提示した十六の問題は、政府によって

設箇された中立委員会で審語され、住民の要求をかな

り汲んだ内容の勧告が発表された。住民はこれを政府

抵抗する水没住民

...“レ・ ~•—•- -
`,.に...

名デ
断零がある。これは、海外のダムを破壊したい団体が

資金提供を行っているため報告の必要があるからだ。

住民は利用されている」とインタピューに答えた。

まだ、 IRNのホームページに、パクムンの住民の

インタピューなどがのっているのは、海外に情報を

売っているタイの団体がある為で、タイのイメージを

損なっていると非難した。

これに対し、 IRNと連携してパクムン問題に取り

組むタイのNGO、東南アジア河川ネットワーク（S

EARIN)は二十九日付けでプレスリリースを発

行、世界が関心を持つのは、パクムン・ダムが世界銀

行の融祖で建設されたためだと説明している。先進国

の市民は税金を納め世界銀行を支えており、世界銀行

のプロジェクトが問題を起こせば、それに対して抗諭

する資格があり、内政干渉ではないとアカポーン氏に

反論しだ。

しかし、三十一日付けのバンコクポスト紙の報道に

よれば、政府は住民リーダーの銀行口座に海外からの

送金がないか、捜査を始めているという。政府にとっ

て、住民は自主的に反抗するものではなく、抗諸活動

があるときは必す背後に操るグループがいる、とい

が閣議で検討し、実行することを求めている。しか う。

し、チュアン首相はこれに対し「政府は法の範囲でし これに対して貧民フォーラムに参加している住民の

一人、 プラニー ・ノンチャンさんは「私たちは誰から

もお金をもらっていません。リーダーという人もおら

す、ただ村の皆の代理としてここにいるのです。今回

の私たちの抗議行動は、十六カ月も続いています。一

体誰が、これだけの人たちをそれほど長い間、雇って

おけるのでしょう。それに、首相府前の生活は、雨に

打たれ蚊に刺され続ける困難なものです。本当に困っ

ている人でなければ、こんな大変な事をしません」と

か行動できない」と発言、ハンストが政府を動かすこ

とはなく、無駄なのでやめるべきだ、とメディアのイ

ンタビュ＿に答え、住民の反発を賀っている。

貧民フォーラムの運動には、海外から多くの共感が

寄せられている。巳本のNGO．市民は連名で、チュ

アン首相宛に十七日のデモ隊への暴力に遺憾の意を表

明。参議院議員の中村敦夫氏や福島瑞穂氏らも、人権

問題であるとして同様の善簡を送っている。アメリカ

では、ワシントンDCのタイ大使館前で抗語のハンス

トが行われ、 首相宛に学者や世界各国のNGOの連名

で抗議文が送られた。

現在、ウボンラチャタニー県は洪水で、パクムン・

ダムは水門を開いて放水を続けている。このだめ、ダ

ムができてから見られなくなった魚が、ムーン川に

帰ってきているという。

反NGOキャンペーン
これに対し、アカポーン首相府報道官は、アメリカ

でのキャンペーンを行っているNGO、国隙河川ネッ

トワーク (IRN)に対し、 「貧民フォーラムの抗議

を陰で操っているとしか思えない」、と名指しで非難

した。アカポーン氏は「デモのなかには必す英語の横

言う。

住民の願いは、漁業や農業のできる元の生活を取り

戻すことだけなのだ、とプラニーさんは話すが、政府

の対応は厳しい。住民の罪状を決定するための警察署

への出頭期限は、 腰近、ーカ月延長された。世間の関

心が薄れた時期を狙って、住民を逮捕する可能性もあ

ると見られる。

反チュアン運動への波及
同グループには最近、チュアン首相の退陣を訴える

民主化グループも支援を表明している。国会解散を求

めるグループは、パクムーン住民への霰力事件をきっ

かけに、チュアン政権を非民主的と印象付けたい思惑

があるようだ。
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また、政府の推し進める市場の自由化、公社の民営

化などに労働組合も神経をとがらせており、二十九日

から三十日にかけて行われたNGO・民主化グループ

主催の国会解散を求める集会では「海外資本家に国を

売るチュアン」、 「バーツにダメージを与え金融危機

を招いだジョージ・ソロスと会食をした首相」とチュ

アン氏個人を攻撃する演説が目立った。

この流れに連動するかのように、民主党のおひざも

と、南タイでも大きな住民運動が起こっている。

マレージアとのガスパイプライン敷設問題で開かれ

た公聴会が、反対派住民が会場に押しかけ大混乱のす

え中止になった。開発問題だけではなく、農産物の価

格低下などにより、各地で住民と政府の間で軋礫がお

きている。

経済危機の痛みは、まだ社会の庖辺を形成する人々

を苦しめているが、状況改善の兆しは見られない。貧

民フォーラムはタイ社会へ向けた書簡の中で、 「ピラ

ミッド（のような階層社会）の届辺を支える貧民を支

えなければ、ピラミッドは頂上もろとも崩れる」とし

て、社会全体に問題への理解を求めている。

----------------------―一転載以上—---------------------

僕がタイを離れた7月25日に、バンコクの日本

人留学生を対象としたパクムン・ダム問題解説

の学習会「パクムン・ダム反対運動とタイの政

治・社会ー開発、市民社会、そして日本ー」が開

催された。学習会では、 「タイの政治・社会と

パクムン・ダム」スリチャイ・ワンゲーオ教授

（チュラロンコン大学政治学部社会学科）、

「パクムン・ダム反対の醐い —漁民の思いー」パ
クムン・ダム反対運動の住民代表、 「日本のダ

ム反対運動の現場から」氏家雅仁（水源開発問

題全国連絡会）等の報告がなされた後、フリー

ディスカッションとなった。この席J::で、パク

ムン・ダム運動から日本人へのメッセージをい

ただいたので、最後に紹介して報告を終わる。

・タイ政府は、補償金用に日本からお金を受け取って

いるが、住民が受け取った額とは大きな開きがある。

・ダムには魚道が設置されたが、これはダム反対運動

が活発となったため、計画には無かった魚道を設置し

たもの。

•この魚道は全く機能していない。しかし、タイ政府

は魚道の設置を世界に対して宜伝している。世界に誤

解を振りまく結果となっている。

・ダムにより魚、早瀬、森、自然を失った。

・ダムの湛水域により水が腐り、メコン住血吸 虫と

いう害虫が増えている。・

・私たちの要求は、 8つの水門を開け、魚が遡上 で

きる、自然に回遊できるようにすること。

・ダムを作る前に、影響を考えて欲しい。

・日本はダムを作る経済援助をしてきた。しかし、ダ

ムを壊すためのお金はまだ出していない。

・ダムを作れば、地域が豊かになり、科学が問題を解

決すると政府は信じているが、本当は違う。

バンコクでの座り込みは今日現在も続いてい

ます。

今回のタイ滞在中に、久世さんをはじめとし

たバンコク在住日本人の皆様、メコンウォッ

チ、River! Japan、水源連、相模川キャンプイン

シンポジウムの皆様に様々なご協力をいただき

ました。有難うございました。今後とも連絡を

保ちながら、行動してゆきたいと思います。

(8月15日氏家記）

今後、パクムン・ダム問題に関する要請行動や要請
文の発信を日本で行う可能性があります。日本国内の
ダム反対運動体等で賛同していただける団体は、団体
名、連絡先、担当者名、 HPのURL、電子メールアド
レス等を英語と日本語で、水源連事務局までご連絡い
ただければ幸いです。

事務局ガらのお願い
今年は暑い夏でした。その中で、自民党の

「公共事業見直し」と称する動きもあり、各

の運動は様々に新しい展開を見せつつあるよう

です。今後も各地の運動をつなぎ、大きな力と

なれるよう事務局も活動中です。この「水源‘

だより」 14号も盛りだくさんの内容です。

非ゆっくりお読み下さい。中にはお寄せいただ

いた新聞記事等が紙面の都合で、十分に載せる

ことが出来ない分もありました。ご了承下さ

ぃ。
次号は総会の詳しい予定等を含めて 10月

旬までには発行予定です。これまでお寄せいた

だいていない団体からも遠慮なくレポート・

聞記事等を事務局までお寄せください。 9月3

0日頃までにお願いいたします。

また、財政的にも水源連を出来るだけ多くの

方に支えていただき、運動を前進させたいと

思っております。事情で会費が未納になってい

る方・団体、これまで会員として正規に参加さ

れていなかった方も、正規の会員として登録い

ただき、会費の納入をいただけると幸いです。

年会費は個人2000円、団体5000円

振込先 郵便振替00171-4-766559
「水源開発問題全国連絡会」宛
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